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平成２６年度各会計決算審査特別委員会（第１日目）

◎ 招集年月日 平成２７年９月２８日（月）

◎ 招集の場所 知内町役場 議場
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１番 西 山 和 夫 ６番 五十嵐 捷 爾

２番 木 村 一 ７番 谷 口 康 之
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５番 敦 澤 良 子 ９番 森 永 勉

◎ 欠 席 委 員 な し

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した説明員
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産 業 振 興 課 長 西 野 俊 一 農 政 係 長 兼 国 営 土 地 改 良 係 長 南 一 貴

建 設 水 道 課 長 佐々木 孝 幸 商工係長兼労働係長 野 戸 早 苗

建 設 水 道 課 主 幹 兼 土 木 係 長 佐 藤 和 人 林 政 係 長 三 原 知 明

出 納 室 長 松 本 泰 行 水 産 係 長 森 永 茂

教 育 長 田 中 健 一 建築係長兼管財係長 小 嶋 隆

教 育 次 長 福 井 誠一郎 上下水道技術係長 牧 野 覚

高 校 事 務 長 田 中 志津夫 上下水道事務係長 小 林 雪 絵

スポーツセンター長 上 村 政 美 管 理 係 長 南 和 敏

給 食 セ ン タ ー 長 (福 井 誠一郎） 総務兼学校教育係長 石 田 由美子
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◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 村 上 義 久

議 事 係 長 上 野 真 吾



- 2 -

平成２６年度決算審査特別委員会議事日程

（第１号） 平成２７年９月２８日（水）午前 ９時３０分開議

日 程 議 件 番 号 議 件 名

第 １ 認定第１号 平成２６年度知内町一般会計歳入歳出決算認定について

● 開会宣言・開議・議事日程

◎ 委 員 長（敦澤良子）

それでは、皆さん、おはようございます。

平成２６年度知内町各会計決算審査特別委員会開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

この度、決算審査特別委員会の委員長に指名されました。皆さんのご協力をもって進め

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いを致します。

決算委員会の審査は、最小の経費で最大の効果を上げるように予算執行がされたのかど

うか、議会における予算審議の趣旨が十分生かされたのか、予算の執行は適切な時期に住

民本位にされたかどうか、着眼すべき点は多々あろうかと存じます。審査につきましては、

皆様の格別のご協力をお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

それでは、座らせていただきます。ここで開会にあたって一言、申し上げておきます。

質問される方は、番号、名前をはっきり言って、指名された順に質問していただきたい。

只今の出席数は８人です。定足数に達していますので、平成２６年度知内町各会計決算

審査特別委員会を開会致します。

これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおり、平成２７

年第３回定例会において、本委員会に付託された平成２６年度知内町一般会計ほか６件の

決算認定についてであります。これから審査に入りますが、審査の方法についてお諮り致

します。

まず最初に、町長から平成２６年度知内町行政評価の実施についての報告を受け、次に

副町長から一般会計決算の概要説明を受けます。次に監査委員の審査意見の説明を受け、

その後に監査の審査意見に対する質疑を行います。次に総務企画課長から決算内容実質収

支及び決算書附表の説明を受け、その後、各担当課長から主要施策事業等の説明を受け、

各課毎に質疑を行い、討論、採決の順に進めてまいります。採決につきましては、起立採

決をしたいと思います。以上の審査方法についてご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、審査の方法は、只今、お諮りしたとおり進めてまい

ります。

● 認定第１号 平成２６年度知内町一般会計歳入歳出決算認定について

◎ 委 員 長（敦澤良子）
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それでは、日程第１、認定第１号、『平成２６年度知内町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて』を議題と致します。

なお、地方自治法第２３３条第５項の規定より主要施策の結果を説明する書類も提出さ

れておりますので、これらを含め審査を致します。

最初に町長から平成２６年度知内町行政評価の実施について報告を求めます。

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

おはようございます。それでは、最初に平成２６年知内町行政評価実施報告について、

報告をさせていただきます。

知内町議会決算審査特別委員会にあたり、平成２６年度行政執行方針に基づく主要事項

実績について、お手元に配付の平成２６年度知内町行政評価実施報告一覧表により、主な

内容について、説明をさせていただき、その後、各担当課長から主要施策事業等説明資料

に基づいて、説明をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。

１期４年間の町政を担わせていただき、本町のまちづくりのテーマであります、笑顔輝

く躍動の舞台の実現を目指して、町民の参加と共同による元気で活力のある豊かな知内町

の実現のために、地場産業の振興によるまちづくり、子どもの未来に希望のあるまちづく

り、新たな雇用創出によるまちづくり、いきいきと活力あふれるまちづくり、交流事業の

推進によるまちづくり、地域特性を生かしたまちづくり、行財政改革の推進の７つの目標

を掲げ、職員と一丸となって取り組んできたところであります。

とりわけ、農林漁業を基幹産業とする本町にあっては、生産の維持増大が町の持続的発

展に必要不可欠であることから、農林漁業の振興発展を第一に考え、更に商工業の振興発

展、雇用対策、教育福祉の充実、子育て支援や高齢者の生きがい対策、町民皆様が安全で

安心して快適に生活できるよう、生活環境整備など積極的に取り組んでまいりました。

なお、評価は、平成２６年度知内町行政評価実施報告一覧表の７ページに記載のとおり、

達成度合いに応じて、ＡからＤまでの４ランクで評価をさせていただいたところでありま

す。

それでは、主要施策事業の行政評価について説明を致します。

まず、第１に、地場産業の振興によるまちづくりであります。農・林・漁業、商工業、

観光の振興に向けて、５つの重要項目と３２施策、事業を掲げ、鋭意取り組んでまいりま

した。概ね、初期の目的を達成し、成果が上がったものと考えております。

まず、１ページの農業では、重内地区・重内第２地区農業用水路等整備事業は、計画ど

おりに事業を進捗しており、また、野菜集出荷施設再編についても一定の方向性が明らか

になり、早期に事業着手できる見通しであることから、それぞれＡ評価と致しました。一

方、新規就農希望者の受入体制の整備や担い手育成、労働力軽減対策については、関係者

との検討協議はしているものの、まだ方向性を具体的に整理できていないことから、Ｂ評

価と致しました。

林業では、民有林整備の推進や地域材の活用、未利用材活用による木質バイオマス事業

など、計画した施策について予定どおり実施できたことから、すべての項目について、Ａ

評価と致しました。今後にあっては、主伐期を迎える森林の次代更新を適期に進めるとと

もに地材地消の一層の確立に向けて、現在取り組んでいる住宅における地域材の活用やエ

ネルギー利用など、施策を引き続き推進していく必要があると考えております。

２ページの漁業では、さけ・ますふ化場の取水施設整備事業が計画どおり実施され、ま

た、資源管理型漁業振興のための各種調査試験事業が着実に進められて、事業化に向けた
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方向性が見え、更に、カキ養殖施設の増設についても、漁家経営安定のため、事業を推進

できたことからＡ評価と致しました。一方、水産物のブランド化や販路拡大助成事業につ

いては、事業効果等が明確でないことから、Ｂ評価と致しました。商工業の振興では、特

産品のＰＲ、販売のため、知内ブランドバザール助成事業は、都市部における本町特産品

のＰＲ効果は一定程度あったものの、費用対効果を考慮した場合、事業の見直しが必要で

あろうと考えていることから、Ｂ評価と致しましたが、新規高卒者等を採用する企業への

支援については、平成２５年度は対象者がなかったものの、平成２６年度にあっては、４

事業所で５名の新規採用が図られたことから、Ａ評価と致しました。

２ページから３ページ目にかけての観光の振興では、農林漁業体験など本町の資源素材

を生かした体験観光の体系化やプログラム化について、課題の整備がまだ不十分であるこ

とからＢ評価とし、お試し暮らしや二地域居住、移住促進についても、周知や利用につい

ての課題があることからＢ評価と致しました。

次に第２に子どもの未来に夢と希望のあるまちづくりであります。町民の健康づくりや

子育て支援に向けて、４つの重要項目と１６の施策事業に取り組んでまいりました。施策

や事業は予定どおり進められ、所期の目的を達成することができたと考えております。健

診、予防接種、医療費助成では、水疱瘡・おたふくなどの予防接種に加え、Ｂ型肝炎の予

防接種事業を新たに実施するとともに、ヒブ小児肺炎球菌ワクチンの接種率向上や、５歳

児健診の受診向上が図られ、更に中学生までの医療費無料化の子ども医療助成事業につい

ては、予定どおり実施することができたことからＡ評価と致しました。育児支援では、知

内幼稚園の改築、認定子ども園の開設については、関係者との協議をしているものの、具

体的な方向性を見いだすに至っていないことからＢ評価とし、就学前児童の子育て支援に

ついては、概ね予定の事業を実施できたことからＡ評価と致しましたが、子育て支援事業

として、身近に相談できる支援センター開設が課題であることから、Ｂ評価と致しました。

次に３ページから４ページ目にかけての働きながら子育てをできる環境づくりでは、学

童保育事業は、知内小学校区以外の利用ができるように体制を整えることができ、また、

子ども発達支援センターについても、次年度開設に向け一定の方向性が整ったことから、

Ａ評価と致しました。一方、シルバー世代の子育てサポータークラブの設立については、

組織化まで時間を要する状況にあることから、Ｃ評価と致しました。子どものスポーツ・

文化活動への支援では、スポーツ・文化振興事業による助成事業では、スポーツ１９件、

文化２件と多くの児童生徒が全道大会等への出場を果たし、頑張る子ども達を応援する事

業として、Ａ評価と致しました。

次に第３は、新たな雇用創出によるまちづくりであります。町の活性化に向け、本町産

業の担い手育成や若い人材が地元に残ることができる環境づくりが何よりも重要と考え、

２つの重点項目、５つの施策事業に取り組んでまいりました。人材育成では、ふるさと創

生事業や産業振興集団助成事業など、本町産業の担い手育成のため、積極的に参加、助成

等の支援を進めることができたことから、Ａ評価と致しました。なお、制度内容の見直し

について、今後、検討をしていく必要性があるものと考えております。

次に就労の場の確保では、木質バイオマスエネルギー事業の導入により、受託事業者に

おいて２名が新規雇用され、また、第三セクターにおいても、業務拡充により新規に３名

雇用するなど、町内での雇用の確保が図られたことから、Ａ評価と致しました。しかしな

がら、カキ処理施設整備による雇用の拡大については、現状では方向性を見いだすに至っ

ていないことから、Ｃ評価と致しました。

次に第４は、生き生きと活力あふれるまちづくりであります。安全、安心の生活の基盤
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の整備や心豊かに暮らす環境づくり、住民参加のまちづくりの推進の３つの重点項目とし、

２２の施策事業に取り組んでまいりました。４ページ目から５ページにかけての安全、安

心の生活基盤の整備で、生活環境基盤整備関連では、町道、橋梁、下水道施設の長寿命化

対策、公共施設の耐震化、湯の里浄水場の改修をはじめ総合的な雪対策など、順調に事業

推進をできたことから、Ａ評価と致しました。また、河川改修、砂防、高波対策について

も、着実に事業の促進が図られていることからＡ評価とし、更に防災訓練、消防設備や災

害備蓄品の整理についても、計画どおり実施できたことから、Ａ評価。しかしながら、一

般住宅の耐震診断改修事業助成事業は、広報等での住民周知をしているものの、制度利用

がないことからＢ評価と致しました。

次に心豊かに暮らす環境づくりでは、国民健康保険会計の運営安定化のため、特定健診

の受診勧奨や医療費適正化対策は、健診受診率が目標値に達成していないことから、Ｂ評

価と致しました。介護保険事業計画の策定をはじめ、住民健診予防接種事業、障がい者、

高齢福祉介護予防事業など予定どおり実施ができたことからＡ評価と致しましたが、グル

ープホーム整備については、継続して検討をしているものの、現時点では、直ちに整備に

ついての結論を得るに至っていないことから、Ｂ評価と致しました。

５ページから６ページ目にかけての住民参加のまちづくりの推進では、まちづくり懇談

会を町内全１３町内会で、また、ふれあい懇話会を６町内会で、更に町内多くの団体と懇

談会を開催できたことから、Ａ評価とし、安全、安心のまちづくり運動には、多くの町民

の皆さんの参加協力をいただく体制が構築されたことから、Ａ評価と致しました。

次に第５に、交流事業の推進によるまちづくりであります。少子高齢化が急速に進展し、

人口減少が避けられない状況の中で、町の活力を維持向上するためには、交流事業の推進

が必要であると考えているところであります。スポーツ交流や合宿の里づくり、都市や地

域との交流事業の推進、体験交流の推進の環境整備の３つの重点項目と８つの施策事業に

取り組んだところであります。まず、スポーツ交流や合宿の里づくりでは、懸案でありま

した、温水での町民プールを予定どおり整備することができました。また、町営スキー場

への圧雪車のテスト導入、合宿の積極的な受入など、それぞれをＡ評価とするとともに、

克雪多目的体育館の整備検討や民間宿泊利用者の合宿受入助成制度は、資料収集や事業実

施に向けた検討を進めているところであります。

都市と地域との交流事業の推進では、友好町である今別町との交流事業は、計画どおり

実施させたことからＡ評価としましたが、東京都北区との交流事業は、将来的な総合交流

の方向性が不明確であることから、Ｂ評価と致しました。体験交流の推進と環境整備では、

体験による来訪者との交流事業を推進するため、農業体験型施設を整備し、トマト収穫体

験の実証試験を実施しましたが、継続的に他市町村から体験受入するための体験交流プロ

グラムの確立など、十分に整えることができなかったことから、Ｂ評価と致しました。ま

た、まちづくり交流拠点整備事業については、基本構想に基づき、各種の意見交換会を実

施してまいりましたが、方向性を見いだすに至っていないことからＢ評価と致しました。

次に第６は、地域特性を生かしたまちづくりであります。本町の地域特性を生かしたま

ちづくりを進めるため、５つの重点項目、９の施策事業に取り組んでまいりました。国の

交通政策等に関係する大きな課題もありますが、施策や事業は、ほぼ予定どおり進めるこ

とができたというふうに考えているところであります。地域高規格道路整備については、

本町を含む西南四町に加え、函館、北斗の両市も参画した期成会が新たに設立され、要望

活動など、整備促進に向けた体制が整ったことから、Ａ評価と致しました。新幹線貨物専

用列車構想では、渡島開発期成会として要望活動しているものの、国としても審議会等で
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検討している段階であり、更にＪＲ北海道等の現状から直ちに方向性が示される状況にな

いことから、Ｂ評価と致しました。知内川の復元は、重内頭首工周辺への親水広場の整備

など、予定どおり事業を進めることができました。また、知内川の総合的な環境改善では、

中州の除去や河畔林の計画的な伐採を関係機関との協議を進めることができたことから、

それぞれＡ評価と致しました。小谷石総合振興対策では、老朽化した矢越山荘の建て替え

をはじめ、展望施設の整備や地域振興のための計画は、事業は予定どおり実施することが

できました。また、町内会や地元住民が自ら考えて、地域資源を生かした事業実践するな

ど、地域振興に向けた動きが発現したことから、Ａ評価と致しました。

次に７ページ目の再生可能エネルギーの取り組みについては、木質バイオマスエネルギ

ーの活用は、予定どおり進めており、太陽光発電についても、民間事業者が１社進出を決

定し、更にメガソーラーについても、事業実施に向け、可能性を模索していることからＡ

評価と致しました。しかしながら、地熱発電の立地可能性調査については、地熱発電の実

用可能性が低いと判断されたことから、調査実施に至らなかったため、Ｄ評価と致しまし

た。

第７として、行財政改革の推進であります。行財政改革の推進では、３つの施策事業を

実施し、これまでも事業の民間委託をはじめ各種の行政改革を進めてきたところでありま

すが、施策事業を客観的に評価し、事務改善を図るため、行政評価を導入致しました。ま

た、会計事務の適性効率化を図るため、財務会計システムを導入し、更に各種システムの

効率的な運用のため、総合行政システム導入を図り、事務事業の効率化と経費節減に向け

た体制が整ったことから、Ａ評価と致しました。

以上、概括的ではありますが、平成２６年度の行政執行方針に基づく行政評価について

の説明とさせていただきました。町政を進めていく上で、町民のニーズに柔軟に対応しつ

つ、緊急度、重要度、必要度等を勘案しながら、施策を推進していかなければならないと

考えているところであります。今後におきましても、議会、町民のご意見を傾聴し、事業

の緊急度や重要度などを十分検証しながら、町政の執行にあたってまいりますので、引き

続きご理解、ご協力のほど、よろしくお願いを申し上げて、報告とさせていただきます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

これで、行政評価実施報告を終わります。

次に副町長から、平成２６年度一般会計決算の内容の説明を求めます。

網野副町長。

◎ 副 町 長（網野 眞）

それでは、お手元に配付致しました資料に基づき、平成２６年度一般会計決算の概要に

ついて、説明をさせていただきます。

我が国の経済情勢は、緩やかな回復基調が続いており、雇用・所得環境の改善が見られ

る中で、安倍政権の下、重要な施策課題である「地域の活性化」や「観光立国の推進」な

ど、経済の好循環を全国に広げることにより日本経済の再生を図ろうとしております。

こうした中、政府・与党は「社会保障と税の一体改革」を進めるため、平成２６年４月

から消費税の引上げを実施し、社会保障制度改革を推し進めています。一方で、地方財政

対策である地方交付税においては、マクロベースで前年度より１．０％下回る状況となり

ました。

そのような中、当町においては、平成２６年度一般会計予算の編成では、当初計上予算

額を３９億６，４００万円、当初予算に年度間補正予定額を含めた予算総額を４３億７，

１２３万円としたところです。それに対し、平成２６年度一般会計決算額は次のとおりと
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なりました。

実質収支でありますが、歳入総額４８億８，４３６万３千円、歳出総額４８億６，３６

２万円、差引残額２，０７４万３千円、繰越明許費繰越額１，２０３万８千円で、実質収

支は８７０万５千円となっております。

次に予算総額と決算総額の差異についてであります。予算編成時の年度間補正後の総額

４２億９，４２５万２千円に対し、歳入決算総額４８万８，４３６万３千円となり、５億

９，０１１万１千円の増となりました。その主な要因は、平成２５年度からの繰越明許費

事業である町民プール及び子ども交流センター建設事業４億４，３９６万５千円、矢越山

荘建設工事８，９０７万円、消防救急デジタル無線整備事業８，４９３万６千円など、８

事業合計６億９，３０６万５千円が、平成２６年度決算に含まれていることによるもので

す。

次に歳入についてであります。歳入総額４８億８，４３６万３千円に対し、自主財源は、

１１億１，５４６万５千円で、比率は２２．８％となり、自主財源のうち町税は６億９，

３４９万３千円で、比率は１４．２％を占めています。依存財源は、３７億６，８８９万

８千円で、比率は７７．２％となっています。依存財源のうち地方交付税は、１９億６，

９７１万２千円で、比率は４０．３％を占めています。

町税であります。収入総額は、６億９，３４９万３千円で、前年度対比では、８５３万

５千円の税収減となりました。減収の主な要因は、町民税の個人所得割で前年度対比７５

１万８千円の減、固定資産税の償却資産分で、前年度対比７２９万８千円の減などとなっ

ております。また、滞納繰越分の徴収においては、前年度対比５５６万２千円の減となっ

ていますが、滞納徴収を強化できたことで、滞納税額が減少されたことによります。なお、

町税の現年滞納分を合わせた徴収率は９８．４％となっております。

地方交付税でありますが、平成２６年度地方財政計画を基本に当町における地方交付税

総額を１９億８，９８０万円と試算しましたが、交付額は１９億６，９７１万２千円とな

り、２，００８万８千円の減となりました。主な要因として、普通交付税で１８億４，９

８０万円の試算に対し、交付額は１８億３，０４４万２千円となったことから、１，９３

５万８千円の減となっております。

次に歳出であります。歳出において、前年を大きく上回った費目としては、普通建設事

業で前年度対比７億１，８５９万９千円の増となっており、平成２５年度からの繰越明許

事業のうち、町民プール及び子ども交流センター建設事業４億３，９７７万６千円、平成

２６年度事業の木質バイオマスボイラー施設関連整備１億９，８０５万１千円などが主な

要因となっております。

なお、主な費目については、下記のとおりとなっております。人件費は、７億９，６９

０万８千円で、前年度対比では１，０６０万６千円の減となりました。減の主な要因は、

職員人件費で退職手当組合への負担金で２，２８６万３千円の減、職員給で、退職者の新

規職員補充等により２３２万７千円の減などとなっております。

普通建設事業費は、補助単独合わせて１４億２，３９９万５千円で、前年度対比で７億

１，８５９万９千円の増となりました。主な要因として単独事業では、平成２５年度から

の繰越明許事業のうち町民プール及び子ども交流センター建設事業４億３，９７７万６千

円、平成２６年度事業の木質バイオマス施設関連整備１億９，８０５万１千円の増などに

よるものです。補助事業では、産地水産業強化支援事業交付金、さけ・ますふ化場の施設

整備支援事業でございます。８，１７１万２千円、農山漁村活性化プロジェクト支援交付

金事業、３，４８０万２千円の増などによるものでございます。
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補助費は、６億８，４０９万１千円で、前年度対比では１，８８６万２千円の増となっ

ており、主な要因として、渡島西部広域事務組合の負担金のうち消防救急デジタル無線整

備等負担分により８，７７４万１千円の増、平成２５年度に整備された汚泥再生処理セン

ター整備等負担分等により１億１，４６７万２千円の減、平成２５年度繰越明許事業の新

たな難視対策事業費補助事業助成金で３，５９６万５千円の増などによるものです。

公債費であります。公債費償還は、７億２，３４５万３千円で、前年度対比では、９３

５万４千円の増となっており、平成２４年度借入れの過疎対策事業債、ソフト事業分でご

ざいます。６，６６０万円の元金償還が開始されたことにより１，６６１万３千円の増な

どによるものです。

次に財政健全化判断比率の状況につきましては、第３回定例会の報告第１号で説明させ

ていただいておりますが、実質公債費比率は１５．４％で、前年度対比０．５％の減とな

り、平成１８年度に策定した公債費負担適正化計画に基づく財政運営により、目標値であ

る１８％を下回っております。また、将来負担比率については、平成２５年度に引き続き、

将来負担額を充当可能財源が上回ったため、表示なしとなっております。

さらに、財政構造の弾力性を表す指標である経常収支比率は、８２．５％で、前年度対

比１．３％の増となっており、主な要因は、経常一般財源である物件費で、燃油高騰によ

る光熱費等の増、消費税増税に伴う負担増などによるものです。

以上、平成２６年度の一般会計決算の概要を説明させていただきましたが、今後の財政

運営にあたり職員一丸となりまして、効果的で効率的な運営を追求した各種事業への取り

組み、なお一層の経費節減に努めてまいりますので、町民並びに議員の皆様からの変わら

ぬご支援、ご指導をお願い申し上げまして、決算概要の説明とさせていただきます。よろ

しくお願い申し上げます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

これで、平成２６年度一般会計決算の概要説明が終わりました。

次に代表監査委員の説明を求めます。

村上代表監査委員。

◎ 代表監査委員（村上 壽）

監査委員の村上です。平成２６年度知内町各会計決算審査意見書に基づきまして、報告

をさせていただきます。この意見書につきましては、地方自治法第２３３条第２項の規定

により町長より付託を受け、各会計に関する審査を実施し、その結果として、意見を付し

て９月３日付けにて、町長宛に提出しておりますので、監査委員の立場から総括意見とし

て意見書の１４ページから１５ページの一般会計について述べさせていただきます。

平成２６年度の審査に付された一般会計の予算執行及び収入、支出に関する事務につい

ては、総体として適正に執行されているものと認められます。一般会計歳入歳出決算では、

歳入は４８億８，４３６万３千円、歳出は４８億６，３６２万円で、差引額２，０７４万

３千円となり、翌年度へ繰り越すべき財源、１，２０３万８千円を差し引いた実質収支額

は８７０万５千円の黒字、単年度収支では４，４３０万３千円の赤字で、実質単年度収支

につきましては４，２０７万５千円の赤字決算となっております。財政構造につきまして

は、歳入で自主財源全体の６２．２％を占める町税は、６億９，３４９万３千円で、対前

年比で８５３万５千円、１．２％の減収となり、また、依存財源全体の５２．３％を占め

る地方交付税については、１９億６，９７１万２千円で、前年度より６，１７０万７千円、

３．０％の減となっている。町債残高については、５１億８，０５２万３千円と対前年比

で１億２，５０２万１千円、２．５％増え、基金積立金の現在高については３３億１，３
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９３万１千円と対前年比で６，５６９万８千円、１．９％減っております。財政比率で見

ますと、財政力指数は、前年度０．２４１から０．２４４と微増しているが、財政収支比

率は８２．８％で、対前年度比は１．６ポイント上昇しており、財政の硬直化傾向にあり

ますが、実質公債費比率は１５．４％と前年度より微増であるが０．５ポイント改善され

ております。なお、財政健全化法に基づく健全化判断比率の４指標については、早期健全

化基準値以下であり、特別会計の資金不足比率についても経営健全化基準値以下でありま

した。町の主な財源の町税徴収率は、９８．４％で、そのうち現年度課税徴収分は９９．

７％で前年度より０．３ポイントの増で、滞納繰越徴収分は３６．７％、前年度より１２．

５ポイント減となっております。

町税等の繰越滞納税額については、１６ページと１７ページの表１２と表１３のとおり、

３，４５１万４千円で、対前年比１，１０４万３千円、２４．２％の減となっており、滞

納額が減少しております。

なお、不納欠損況につきましては、１８ページの表１４のとおり、２２件、これは一般

会計、特別会計も含めてでございます。２２６万９千円となっております。町税の収納に

あたっては、徴収の強化や職員の徴収努力が伺えるものの、地域経済も非常に厳しい状況

の中、自主財源の確保と税の公平負担の原則からも納税者に対しても、納付方法や納税相

談の実施等を行うとともに滞納者に対してもこれまで同様に厳正に対処し、納付指導の徹

底を図るなど、収入未済額の縮減を図るためにも、一層の収納対策に努力をしていただき

たい。

奨学資金の貸付償還状況については、償還期間経過分の遅延額２５件、９５４万１千円

となっており、遅延者については、貸付けを受けた本人はもちろんのこと、連帯保証人に

対しても償還状況を通知するなどの措置を講じ、貸付けにあたっては、借入者間の公平性

を保つ上からも、あくまでも債務であることの認識を高めさせ保護者及び保証人にも内容

を十分に理解をされるよう努めていただきたい。

知内町は将来にわたり発展し健全な財政運営を推進するためにも自主財源の確保はます

ます重要となってきます。一般会計においても、多額の不用額が出ておりますが、前年度

からの繰越事業等の執行残も含まれており、年度末までに執行残の把握が難しい費用もあ

るものの、予算の効率執行の観点から極力、予算執行状況の把握に努められたい。また、

支出書類の事務処理において、一部、支払に遅延を生じたケースが見受けられたこともあ

り、今後においては、職員への速やかな事務処理の徹底を図るよう望むものであります。

今後も引き続き、限られた財源を効率的に活用し、経済的で効率的な事務事業遂行に期

待するものですが、その推進役として職員各位の意欲と発想、行動力を大いに期待をし、

サービスの現場、実際の実務で何かと大変苦労が多いことも想像できますが、互いに協力

をしあいながら、職務に精励、研さんされることを望みます。以上でございます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

監査委員の審査意見の説明が終わりました。

これから監査委員の審査意見に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようでございますので、監査委員の審査に対する質疑を終わります。

次に決算の内容について、説明をお願いします。決算書にも続き、決算内容の説明、合

わせて実質収支に関する調書、決算書附表の説明を求めます。

それでは、総務企画課長。
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◎ 総務企画課長（手塚恵一）

それでは、お手元に配付の決算書、見だしナンバー１の附表、１ページをお開きいただ

きたいと思います。

見だしナンバー１、附表の１ページです。平成２６年度会計別決算の総括表です。一般

会計の歳入決算額は４８億８，４３６万３千円、歳出決算額につきましては、４８億６，

３６２万円、差引収支２，０７４万３千円で、このうち繰越明許費が１，２０３万８千円

ありますので、実質収支額は８７０万５千円となります。なお、詳細につきましては、見

だしナンバー２、一般会計歳入歳出決算書１ページの実質収支に関する調書に記載してお

りますので、ご参照いただきたいと思います。

次に国保会計ですが、歳入決算額６億５，１１５万６千円、歳出決算額６億４，７０７

万８千円、差引収支４０７万８千円、実質収支についも同額となってございます。

次に後期高齢者医療会計、歳入決算６，１４２万９千円、歳出決算６，１１２万円、差

引３０万９千円、実質収支についても同額であります。

介護会計、歳入決算４億８，４９７万７千円、歳出決算４億６，０２８万２千円、差引

２，４６９万５千円、実質収支については同額です。

下水道会計、歳入決算１億６，５５９万６千円、歳出決算１億６，４３９万９千円、差

引１１９万７千円、実質も同額であります。

農集排会計であります。歳入決算２，５３７万７千円、歳出決算２，５１１万６千円、

差引２６万１千円で、実質収支についても同額であります。

以上、一般会計と５特別会計の合計が、歳入決算額６２億７，２８９万８千円、歳出６

２億２，１６１万５千円、差引５，１２８万３千円となってございます。

次に２ページをお開きいただきたいと思います。一般会計の歳入款別決算の内訳であり

ます。予算額合計覧、一番下に記載してございますが、予算額合計５０億６，４２９万５

千円に対し、収入済額Ａの合計が４８億８，４３６万３千円で、収入割合につきましては

９６．４％となっております。

次に不納欠損額ですが、１款町税で１４８万９千円となっており、内訳につきましては、

個人住民税で１７万円、固定資産税で１２９万１千円になっております。未収入額につい

て、１２款使用料及び手数料で４６２万３千円となっておりますが、これにつきましては

住宅使用料分であります。

次に表の右端の収入済額の前年度増減（Ａ－Ｂ）欄でありますが、この中で、１款町税

で８５３万５千円の減となっておりますが、要因につきましては、知内発電所の償却資産

にかかる固定資産税の減によるもので、９款地方交付税で６，１７０万７千円の減となっ

ており、要因につきましては、単位費用の減によるものであります。

また、１３款国庫支出金で３，５６２万１千円の減になっておりますが、要因は前年度

の地域の元気臨時交付金の減によるものであります。それと、１４款道支出金で３億９，

４７５万６千円の増となっておりますが、要因は森林整備加速化事業補助金、再生エネル

ギー導入推進事業補助金、これはプールの関係でありますが、これらの増によるものであ

ります。また、１７款繰入金で、３，６７１万２千円の増となっております。要因はさけ

・ますふ化場河川水取水施設整備事業にかかる基金からの繰入増によるものであります。

次に２０款町債で２億３，９３８万円の増となっておりますが、要因は町民プール・子ど

も交流センター建設事業、また、木質バイオマスボイラー施設等建設事業、木質資源貯蔵

施設建設事業等によるものであります。

次に３ページをお開きいただきたいと思います。歳出の款別の内訳であります。支出済
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額Ａ欄の合計でありますが、歳出決算総額４８億６，３６２万円で表の右端にあります、

支出済額の前年度増減（Ａ－Ｂ）欄の主なものについてご説明致します。まず、２款、総

務費で、２億９，２９３万２千円の増でありますが、要因は木質バイオマスボイラー施設

等建設事業、木質資源貯蔵施設建設事業の増によるものであります。

次に４款衛生費で１億８２８万３千円の減ですが、要因は前年度の汚泥再生処理センタ

ー整備負担金がなくなったことによるものであります。次に１０款教育費で４億２，２７

４万７千円の増でありますが、要因は町民プール・子ども交流センター建設事業の増によ

るものであります。

次に４ページをお開きいただきたいと思います。性質別の歳出内訳でございますが、前

年度と対比した資料が６ページに記載しておりますので、後ほど説明をさせていただきま

す。

５ページをお開きいただきたいと思います。一般会計歳入について、自主財源と依存財

源、歳出については、義務的経費とその他経費に大別し、内訳を示した資料であります。

内容につきましては、副町長より決算概要にて説明済みでありますので省略をさせていた

だきます。

６ページをお開きいただきたいと思います。左側に地方交付税と町税の収入状況につい

て、過去５カ年の実績を記載してございます。地方交付税については、２３年度以降、減

少傾向となっております。また、町税では、税額は伸びてございませんが、現年分徴収率

は、増加傾向にあり、滞納繰越分の徴収率が平成２６年度減少しておりますのは、滞納額

の減少によるものであります。

次に右側の表については、性質別の歳出の前年度比較となっております。６番の建設事

業費で９２％の増となっておりますが、要因は木質バイオマスボイラー施設等建設事業、

それと、木質資源貯蔵施設建設事業、町民プール子ども交流センター建設事業によるもの

であります。

次に１８ページから２１ページにつきましては、出資金、積立金、貸付金の状況の資料

となっておりますが、そのうち積立金の説明を致しますので１９ページをお開きいただき

たいと思います。１９ページの積立金の資料です。目的別積立金の状況で、平成２５年度

末残高につきましては、３３億７，９６２万９千円となっており、２６年度中の歳出決算

として財政調整基金ほか３基金に４，８４８万８千円を積立てしております。また、取崩

額は１億１，８２０万４千円で、これに利子分の調整額４０１万８千円を加えた３３億１，

３９３万１千円が２６年度末残高となっております。なお、２０ページに金融機関別の資

料掲載してございますので、ご参照いただきたいと思います。

次に２１ページをお開きいただきたいと思います。貸付金の状況であります。合計額で

ご説明をさせていただきます。２５年度末残高７，３８４万４千円、これに２６年度中も

貸付額７７８万円、返済額１，２０１万２千円を含めて２６年度末残高につきましては、

６，９６１万２千円となっております。

次に２３ページをお開きいただきたいと思います。公有財産に関する調書であります。

まず、土地・建物でありますが、１２番のその他の施設、６１３．１㎡の増につきまして

は、親水公園整備に伴うものであります。また、１８番、その他の用地の５１３．８４㎡

の増は、急傾斜地工事等に伴うものであります。次に建物ですが、まず、木造で９番、教

職員住宅は、解体による減であります。また、１１番、保健体育施設の増は、町民プール

・子ども交流センターの建設によるもので、１２番、その他の施設の減は、矢越山荘の解

体と木質資源貯蔵施設建設の増減によるものであります。次に非木造でありますけれども、
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９番、教職員住宅は、解体による減であります。また、１２番その他の施設は、木質バイ

オマスボイラー施設の建設による増であります。

次に２６ページをお開きいただきたいと思います。次に山林の関係であります。山林の

表の右側、流木の推定蓄積量ですが、前年度末現在高が３１６，５２６㎥に年度中の増減

４，９６４㎥を加え、２６年度末では、３２１，４９０㎥となってございます。

次に物品でありますが、上から６番目の除排雪車とその他の車両の増減につきましては、

草刈用トラクターの更新に伴うものであります。

次のページをお開きいただきたいと思います。次のページ、知内高校備品一式から、表

の一番下の防災備品一式までの年度中の増減につきましては、児童生徒用机など記載のと

おりとなっておりますので、お目通しを願いたいと思います。

以上で２６年度決算に伴う附表の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致し

ます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

決算内容の説明が終わりました。

次に主要施策事業について、各課毎に担当課長から説明を求めます。歳入については、

決算書附表と説明が重複しますので、省略することに致します。

それでは、総務企画課、生活福祉課、産業振興課、建設水道課、教育委員会の順に説明

を願います。

最初に総務企画課関係。総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

それでは、平成２６年度主要施策事業等説明資料により、説明をさせていただきます。

まず、１ページであります。１款１項１目議会費、議会中継施設設置事業について、カ

メラと機材費と設置費含めまして８７万４千円で実施しております。

２款総務費、１項総務管理費から４款衛生費、１項保健衛生費までの予算における総合

行政システムクラウド版導入事業につきましては、給料管理から健康管理までの各種シス

テムのクラウド版導入を４，４８２万円で実施。

また、２款総務費、１項総務管理費から３項１目戸籍住民登録費までの社会保障税番号

制度にかかる総合行政システム改修業務委託料では、住民記録税関係等システムの改修事

業として７３１万４千円で実施しております。

同じく総務管理費、財務会計システム導入事業では、システム導入一式を３１１万円で

実施、平成２７年度予算により運用しております。

次に３目財産管理費、庁舎電気設備改修工事では、受電設備及び非常用発電設備の設置

について、設計を含め６，１９８万１千円で実施。財源については、緊急防災減災事業債

を充当しております。庁舎照明器具ＬＥＤ化工事については、２か年事業の１年目として、

１，５３３万６千円で実施しております。また、庁舎事務所木製内窓設置工事では、機密

性向上のための内窓設置を６０４万８千円で実施しております。

次に６目企画費、ふるさと創生事業では、交流事業４事業に対して２５万４千円、うち

今別町との交流事業は、３事業で１７万８千円、また、研修視察事業では、２事業に対し

１２１万８千円、町で企画し実施する事業では、３事業に対し８２２万１千円となってお

り、うち中学・高校生の海外派遣研修は８１１万１千円、新規起業等支援事業では、８事

業に対し３３４万４千円となっており、総額１，３０２万７千円の実績であります。なお、

財源については、過疎債を充当してございます。８目広報費、広報しりうち発行事業とし

て１２か月分１４０万円の実績であります。１１目地域会館管理費、町内会館等改修工事
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は、前浜町内会館の外壁屋根改修工事を８２０万８千円、渡島知内町内会館屋根葺替工事

を２８８万４千円でそれぞれ実施し、また、町内会館備品購入では、きらく町内会からは

まなす町内会まで、４町内会にテーブル、椅子、台車を合計２１６万３千円で、それぞれ

整備しております。

１２目自治振興費、平成２５年度繰越明許費事業であります、共聴施設対策事業助成で

は、湯ノ里地区２共同受信組合に対し、合計３，５９６万５千円の助成で、財源につきま

しては、すべて国庫補助金となっております。また、道対策事業の平成２６年度事業分に

ついては、上記事業の助成残額を町単独助成として２１６万９千円で実施しております。

次のページをお開きいただきたいと思います。平成２５年度繰越明許費の矢越山荘建設

工事については、用地測量設計管理からストーブ、コンロ等備品まで、合わせまして８，

５９７万３千円で実施し、うち森林整備加速化等交付金が５，３３４万４千円となってお

ります。小谷石総合振興対策事業では、冷泉ボーリング調査を２１６万円、展望休憩施設

整備を４７７万４千円で実施し、財源につきましては、過疎債と辺地債となってございま

す。自治総合センターコミュニティ助成事業では、小谷石町内会祭典行事用衣装ほか購入

を２４０万円で実施し、知内町コミュニティ整備事業では、重内町内会の展望台補修工事

３８８万５千円から涌元谷地町内会の冷蔵庫購入９万７千円まで、合計２２１万８千円の

助成となっております。また、防犯灯のＬＥＤ化事業では、湯ノ里、涌元地区において、

８８万９千円の実績となっております。

次に７款１項商工費、４目公園管理費、合同納骨塚、建設工事については、事業費６５

９万９千円で完成しており、平成２７年度より使用開始してございます。

９款１項１目消防費、繰越明許費事業の消防救急デジタル無線整備事業については、事

業費８，０２８万３千円、うち一般補助施設整備事業債及び緊急防災減災事業債合わせま

して７，６１０万円を充当し、実施してございます。渡島西部広域事務組合負担金のうち

消防救急設備としては、防火水槽新設工事を１，１５６万７千円、消火栓の更新工事、４

箇所、４２５万５千円、高規格救急自動車購入事業１，４７５万８千円で実施しておりま

して、財源は過疎債を充当してございます。

次に２目災害対策費、防災行政無線戸別受信機乾電池交換では、２６年度が更新時期で

あったことから、４６万３千円で実施してございます。防災行政無線設備保守点検委託業

務では、基地局、中継局設備保守点検を１８７万１千円で実施をしておりまして、全国瞬

時警報システム設備保守点検業務委託では、２２万７千円の実績になっています。また、

防災用備蓄資材では、年次計画で整備しておりました毛布２００枚を記載の４町内会へ、

また、避難所用の発電機、投光機、石油ストーブ等、合計３３５万９千円で整備してござ

います。なお、財源につきましては、地域づくり総合交付金事業、それと、北海道市町村

振興協会助成金を活用してございます。住民防災訓練につきましては、きらく地区を対象

に実施をしておりまして、事業費につきましては、炊き出し用米代４万５千円となってご

ざいます。以上で総務企画課関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致し

ます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

暫時休憩を取りたいと思います。

説明中ではございますが、休憩をしたいと思いますので、会議は１０時５０分に再開を

したいと思います。

（ 休憩 午前１０時３０分 ）

（ 再開 午前１０時５０分 ）
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◎ 委 員 長（敦澤良子）

それでは、休憩以前に引き続き、会議を開きます。

それでは、先ほど総務企画課が終わりましたので、生活福祉課関係、生活福祉課長から

お願いします。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

それでは、生活福祉課の関係につきましては、３ページから７ページまでです。

３ページであります。２款総務費、３項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費で、戸籍

電算化データセットアップ事業であります。これにつきましては、平成２７年８月より戸

籍の電算化に伴うマイクロフィルム撮影によるものです。事業費２９１万６千円となって

おります。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費で、臨時福祉給付事業であります。

消費税率引上げに際し、低所得者への負担軽減を図る目的で１，００８人に支給し、金額

は１，３５０万円となっております。子育て世帯臨時特例給付金、給付事業については、

支給世帯２７３世帯、４６６人に支給し、金額４６６万円となっています。福祉灯油購入

費助成事業であります。これにつきましては、７０歳以上の高齢者世帯等に５千円の灯油

助成券を交付するもので、２５８世帯に交付しており、金額は１３２万円となっておりま

す。

次に３目の老人福祉費で、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業として、高齢者の集

いほか２事業で、合計３２３万６千円となっております。温泉施設入浴優待事業でありま

すが、７５歳以上の高齢者等に優待券を贈呈するもので、４８５人が申請しております。

事業費は１４４万１千円で、このうち後期高齢者広域連合の方から補助金として９４万円

を助成していただいております。次に老人福祉施設措置事業として、七飯町養護老人ホー

ム好日園に１名が入所して１６８万８千円で、うち入所者負担として９８万５千円となっ

ています。緊急通報装置設置事業につきましては、新規設置１件で８万２千円となってお

ります。

次に４目の心身障害者特別対策及び母子等福祉費で、障がい者自立支援給付費として居

宅介護から補装具交付まで、総額で８，９２１万８千円の支出となっております。障がい

者医療費給付事業につきましては、１２名で２１４万７千円となっております。

次に４ページ、地域生活支援事業でありますが、日常生活用具給付ほかで１８５万１千

円となっております。母子会運用資金貸付事業につきましては、母子会に５０万円を貸付

実施しております。重度心身障害者医療給付事業でありますが、給付対象者につきまして、

重度一般４９名、障老９２名、助成医療費等２，５７４件で、１，２３６万８千円となっ

ております。ひとり親家庭等医療費給付事業でありますが、９７７件で２５５万９千円の

医療費等になっております。

次に５目介護保険費で、新規支援事業でありますが、外出支援サービス事業として、利

用者９４名、延べ利用回数２，３９３回で、事業費は４００万円となっております。また、

除雪サービス事業費につきましては、４７世帯、延べ利用回数１，２０１回で、事業費は

８５万円となっております。居宅介護支援事業所運営業務委託事業につきましては、総合

相談及び見守り支援で、総合相談については、社会福祉協議会としおさい園に委託してお

り、また、見守り支援については、社会福祉協議会に委託しており、事業費は２９８万円

となっております。次に介護サービス利用者負担軽減事業につきましては、延べ利用者数

５５６人、減免額３８万４千円となっております。

次に５ページであります。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費の子育て支援交付金支
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給金事業でありますが、５万円の支給で３２名の対象者、事業費１６０万円となっており

ます。これは、過疎ソフトを充当してございます。子ども医療費助成事業につきましては、

対象者は中学生まで無料で、受給対象者、就学前が１９８名、就学児童生徒で２８０名が

対象となっており、事業費が１，４５６万３千円のうち過疎ソフトで７７９万４千円を充

当してございます。子ども安全見守り隊活動助成事業でありますが、４町内会に事業費１

２万円を助成しております。

次に２目児童措置費で、放課後児童健全育成事業、学童保育事業でありますが、入所児

童３６名、開設日数２９４日で２８７万８千円となっております。知内保育園委託事業に

つきましては、入所園児６６名で５，４９２万７千円、木古内町の永盛保育園委託事業と

して２名、２２０万６千円、木古内保育園委託事業として６名、６８３万９千円となって

おります。児童手当については、事業費６，６４２万円となっております。

次に４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費であります。道南ドクターヘリ

運航事業、運航経費負担金として９８万１千円となっております。平成２７年２月１６日

より運航しております。

２目予防費でありますが、母子保健事業で妊産婦健康診査からキッズ食育まで、それぞ

れ事業費を実施し、３２８万３千円の事業費であります。

次に６ページであります。予防接種事業でありますが、不活化ポリオからＢ型肝炎ワク

チンまでの事業で、事業費１，２２８万８千円で、過疎ソフト８０万円を充当しておりま

す。保険事業でありますが、生活習慣病健診から脳健診までそれぞれ事業を実施し、事業

費は７０１万円となっております。結核検診事業につきましては、３６名の受診で３万円

の事業費です。

次に３目の環境衛生費で蜂巣等駆除事業でありますが、１７４件２００の巣を駆除し、

６０万３千円の事業費であります。墓地管理事業については、町内５箇所に業務委託をし、

１０万円の事業費であります。木古内火葬場利用負担金につきましては、維持管理費運営

負担金として、火葬場使用料を含めまして６０９万円の事業費となっております。

次に４目の診療費で湯ノ里診療所運営事業でありますが、事業費１，３６４万９千円と

なっております。

次に７ページでございます。２項清掃費、１目の清掃費でありますが、塵芥処理事業に

つきましては、ごみ袋、証紙購入代が３０５万５千円、ごみ売捌手数料が３０万２千円、

塵芥処理収集委託料が２，２３８万円で、事業費総額２，５７３万７千円となっておりま

す。次に渡島西部広域事務組合負担金につきましては、塵芥処理関係４，０２５万２千円、

し尿処理実績７４９万４千円で、事務局費４８１万４千円で、事業費５，２５６万円とな

っております。最後に渡島廃棄物処理広域連合負担金でありますが、可燃物ごみ１，２２

５ｔの処理で、管理費、施設管理費、維持運営費を合わせて６，７２８万４千円となって

おります。以上で生活福祉課の説明を終わります。よろしくお願いします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

生活福祉課関係が終わりましたので、次に産業振興課関係、産業振興課長お願いします。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

続きまして、産業振興課関係についてご説明致します。８ページです。

５款１項１目労働費、季節労働者健康診断事業では、就労前健康診断の１８名に対する

助成で７万２千円の実績です。次に新規高卒者雇用奨励助成では、４者５名で１５０万円

の実績です。

続きまして、６款農業水産業費、１項農業費、３目農業振興費、国営造成施設管理体制
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整備促進事業では、国営土地改良施設に付帯する道営・団体営土地改良施設維持管理費の

土地改良区への助成で４６７万円の実績です。次に土地改良施設維持管理事業では、土地

改良施設の維持管理費及び補修費のうち、先ほど言いました国営造成施設管理体制整備促

進事業での対象分を除く一部助成で３１万４千円の実績です。次に農業生産基盤整備事業

では、団体営事業で実施した幹線排水路道路の償還費助成として５７３万３千円の実績で

す。次に国営土地改良事業の知内ダム償還事業では、元利償還金が６，６８９万５千円と

なっております。

次に地域づくり総合交付金事業では、ニラ栽培用ビニールハウス１１棟と温風機６台の

設置費助成として４９０万円の実績です。次に経営所得安定対策支払推進事業では、農業

者への普及推進活動や申請書類の取りまとめなどの推進費補助として１２５万８千円の実

績です。次に新規就農青年就農給付事業では、新規就農者に対する給付金で、１経営者当

たり年額１５０万円の給付となっておりますが、実績としましては、２経営者への実績３

００万円となっております。次に多面的機能支払交付金では、農村地域の農地維持活動や

資源向上活動を実施する組織に対しての助成をするもので、実績としましては、８組織を

対象として５６４万１千円を助成しております。

続きまして、４目農地費、道営農業農村整備事業では、食料自給率の向上に資する戦略

作物の生産拡大を図るため、農地の整備を積極的に取り組めるよう農家負担について特例

的な軽減策として８０５万７千円の助成実績です。

続きまして、９ページです。平成２５年度繰越明許費として、道営農業農村整備事業で

は、１，４２９万３千円の助成実績です。

次に７目、知内ダム管理費、基幹水利施設管理事業では、知内ダム運転操作管理等業務

委託一式ほかを１，１２６万３千円で実施しております。

続きまして、２項林業費、２目林業振興費、森林整備対策事業では、民有林の森林整備

を推進するため、町の上乗せ助成を実施、３６３万２千円の実績となっております。次に

知内町地域材活用住宅助成事業では、住宅等７件に対しまして４２２万６千円の実績です。

次に木材運搬車両導入事業では、森林組合の小型ダンプ、トラック等導入に対する助成

で、補助で６７５万円の実績です。

次に３目造林事業費、町有林整備事業では、下刈り間伐等で１，６３０万４千円の実績

です。同じく町有林整備事業の林道専用道の測量設計委託業務で４２０万４千円、整備工

事で１，０９０万８千円の実績です。

次に４目水源林造成事業費、水源林造成事業では、除間伐等で４９０万３千円の実績で

す。

続きまして、２項総務費、１項総務管理費、３目財産管理費、木質バイオマスボイラー

施設等の工事管理業務委託で４７３万円、建設工事で１億９，３３２万円の実績です。

次に木質資源貯蔵施設の建設工事で４，４３４万５千円、機器等購入で５，３８３万円

の実績です。

続きまして、１０ページです。６款農林水産業費、３項水産業費、２目水産振興費、農

山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業では、上雷地区えん堤付近に親水広場の整備と

それにつながるアクセス道路の工事等で３，４８０万２千円の実績です。次に産地水産業

強化支援事業では、上雷地区のさけ・ますふ化場の河川水取水施設整備で、８，１７１万

２千円の実績です。次に地域づくり総合交付金事業では、養殖施設やカキ養殖かごの整備

に対しまして、１，１８８万５千円の実績です。次に沿岸資源増大対策事業では、ウニや

アワビの人工種苗放流に２０６万２千円の実績です。次に資源培養管理型漁業試験事業で
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は、ナマコ試験礁効果調査等に２２３万９千円の実績です。次に漁場管理事業では、密漁

監視等の投光機電気料等に３５万８千円の実績です。次に水産物消費拡大事業では、大漁

まつり開催等に２５７万５千円の実績です。次に水産多面的機能発揮対策事業では、藻場

保全活動の実施等に対して１７５万円の実績です。

続きまして、７款１項商工費、２目商工振興費、商工振興指導助成事業では、知内商工

会に対しまして８２９万円の助成実績です。次に知内町中小企業振興のための保証料助成

事業では、２件で２５万３千円の実績であります。次に地域産業資源活用促進事業では、

地域の一次産業と連携した商工業の振興と観光振興の推進で札幌市での知内ブランドバザ

ールの開催経費等に対して２９５万円の実績です。次に地域活性化イベント支援事業では、

サマーカーニバルｉｎ知内及びカキニラ祭りの実行委員会へ合わせて５１５万円の助成実

績です。

続きまして、１１ページ、３目観光費、自然公園美化清掃事業では、公園内の清掃にか

かる経費として１４万８千円の実績。次にイカリカイ駐車公園管理業務では、駐車場公園

内の清掃経費として５４万９千円の実績です。次に都市と地方との交流推進事業では、物

産展２回、料理講習会２回の開催費に２３３万６千円の実績です。次に道の駅しりうち活

用基本構想策定業務では、委託料として２５３万８千円の実績です。次に観光振興事業で

は、知内観光協会に対しまして、４４５万９千円の助成実績です。

次に６目健康保養センター管理費、健康保養センター管理委託料１，７４８万６千円の

ほか、設備保守点検施設補修等経費を含めまして、管理費として２，５７４万６千円の実

績です。以上、産業振興課関係の説明を終わります。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

産業振興課関係、説明が終わりましたので、次に建設水道課関係、建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

それでは、建設水道課関連ご説明申し上げます。１２ページでございます。

８款土木費、１項土木管理費、２目下水道整備費で、浄化槽設置補助事業、浄化槽３基

４６５万円で実施致しました。

２項道路橋梁費、２目道路維持費で除雪事業２，３８４万円。町道各路線舗装・補修工

事として舗装の補修、排水の補修、町道の区画線引を１，０６１万７千円、公共施設等除

雪機械購入事業として５５８万４千円、社会資本整備交付金事業で、除雪ドーザを購入１，

４４９万４千円でございます。また、道路ストック総点検委託として道路照明、標識の点

検を４６万５千円、繰越明許費として社会資本整備交付金事業で、道路法面土工構造物の

点検を４１０万４千円で実施致しております。

３目橋梁維持費では、すべて社会資本交付金事業ですが、橋梁長寿命化事業として中ノ

沢橋・フキリ橋の調査設計委託、上ノ沢橋補修工事、３件合計で１，２０５万３千円で実

施しております。繰越事業で向上雷橋ほか３橋の点検を７１７万２千円、同じく繰越事業

で、柳橋補修工事１，０２６万円で実施しております。

４目道路橋梁改良工事費では、町道森越稲荷線改良舗装工事を１，００５万５千円、町

道渡島知内１号線改良舗装工事を５７２万４千円、町道尾刺線付替工事を１，１４４万８

千円で実施しております。

３項河川海岸費、１目河川総務費で、準用河川山栗川導流堤調査設計委託を２５７万１

千円、新重内川ほか河道掘削工事費を３７８万円で実施致しました。以上で説明を終わら

せていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）
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それでは、建設水道課関係が終わりましたので、次に教育委員会関係、教育委員会次長。

◎ 教育次長（福井誠一郎）

教育委員会関係１４ページから１６ページをお目通しください。

まず、１４ページからです。１０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費の奨学資金

貸付事業ですが、高校生から大学生まで１７名に対しまして、５２８万円を教育振興基金

より貸付けしております。次に英語教育推進研究事業ですが、小学校での英語教育の進め

方や実践について調査・研究のため、平成２４年から２８年までの６年間、文部科学省の

指定事業ということで、町内３校の小学校が指定され、昨年は指導方法に関する研究や発

表、指導書の作成を行いまして、４４万５千円にて実施しております。次にインクルーシ

ブ教育システム構築モデル事業ですが、これも文部科学省指定事業と致しまして、平成２

５年から２７年までの３か年の委託事業として実施しております。支援を必要とする者と

共に生きるための教育システムや環境整備事業、就労支援、教職員や支援員への研修会事

業等を全額国庫委託金４５７万４千円にて実施しております。次に教職員住宅解体事業で

すが、森越の２棟、湯ノ里の１棟、計３棟を４５３万９千円にて実施しております。

次に３目学校給食センター費、学校給食センター施設整備事業ですが、経年劣化で使用

困難となっておりました、ごみ集積保管庫１台の更新と給食残飯計量のための防水型デジ

タル計り１台の購入を合わせて２２万４千円にて実施しております。

次に２項小学校費、１目学校管理費の特別支援教育支援事業ですが、きめ細かな教育を

実践するため支援員を配置する事業で、小学校３校に３名配置し、３１５万２千円にて実

施しております。次に学校施設整備事業ですが、湯ノ里小学校体育館の屋根防水改修工事

３２０㎡を９６６万６千円にて実施しております。次に児童生徒用椅子、机の更新事業で

すが、涌元小学校にそれぞれ５０台ずつ購入で、８７万２千円にて実施しております。次

に小学校ＩＣＴ教育環境整備事業では、タブレットパソコンｉＰａｄＡｉｒを涌元小学校

に１０台、知内小学校に４０台、計５０台を２７４万３千円にて実施しております。

３項中学校費、１目学校管理費の特別支援教育支援事業ですが、１名配置で８４万７千

円にて実施しております。生徒用の机・椅子更新事業で４５台ずつを７８万５千円にて実

施しております。

次のページをお願い致します。４項高等学校費、１目学校管理費の嘱託特別支援事業で、

学習サポートを支援するための支援員２名を配置して、４４０万円にて実施しております。

バス通学生徒への交通費の助成事業ですが、生徒６９名に対しまして特定財源、過疎債が

７７０万円を充当し、全体事業費７７２万７千円にて実施しております。特色ある学校運

営の一貫として、進学を目指す生徒への学力向上対策としてのアカデミック講習事業を特

定財源、過疎債１９０万円を充当し、全体事業費１９８万円にて実施しております。次に

資格取得検定支援事業では、危険物取扱者試験から商業経済検定までを１０の試験、検定

等を申請者延べ４９４名に対しまして、特定財源、過疎債６０万円を充当し、全体事業費

６１万３千円にて実施しております。次に野球場バックネット裏フェンス更新事業では、

長さ１９．５３ｍのフェンスを１３０万４千円にて実施しております。高圧ケーブル取替

工事では、道道から校舎まで向かって埋設している高圧ケーブルを１７２万８千円にて実

施しております。次に校舎と陸上競技上との間にある屋外トイレの改修工事を３６７万２

千円にて実施しております。次に生徒用自転車置場改修工事で、自転車小屋３棟を５８３

万２千円にて実施しております。昨年に引き続き、生徒用机、椅子更新工事を昨年同様８

０台ずつ新１年生用として１３９万５千円にて実施しております。

５項幼稚園費、１目幼稚園管理費で、特別支援教育支援事業ですが、支援を要する園児
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に対しての支援員４名を４０８万３千円にて実施しております。

６項社会教育費、１目社会教育総務費の文化・スポーツ振興事業等助成事業では、文化

振興事業関係２件、スポーツ振興事業関係１９件の２１件に対しまして、特定財源過疎債

８７０万円を充当し、全体事業費８７７万３千円を助成しております。次に放課後子ども

教室推進事業では、町内３小学校においてバスケットボールや華道、本の読み聞かせ等を

年間１５回、３０万８千円にて実施し、その３分の２相当を道補助金として充当しており

ます。

２目公民館費の中央公民館の備品購入として、大研、小研室の長机６０台を２８７万５

千円にて更新しております。

次のページをお願い致します。３目郷土資料館費、町史印刷業務委託ですが、５００セ

ットを２４３万２千円にて実施しております。５００セットの内訳ですけれども、無償配

付予定、道内市町村１００部、図書館、郷土資料館等の公共団体に５０部、執筆者協力者

に８０部、残２７０部を販売予定としております。

７項保健体育費、１目保健体育費では、スポーツセンター等の耐震改修工事実施設計業

務委託を特定財源として４８０万円を緊急防災減災事業にて充当し、全体事業費４８６万

円で実施しております。旧中の川小学校プール、第二町民体育館、プールろ過器一式の更

新事業を４１５万８千円にて実施しております。次に第一町民体育館周辺環境整備工事で

すが、配水整備敷設及び敷設替合わせて１２０ｍを１５４万５千円にて実施しております。

スポーツセンター電動カーテン修繕事業では、稼働不能となっておりました電動カーテン

やワイヤーの取替を１０４万２千円にて実施しております。パークゴルフ場簡易休憩施設

整備事業でプレハブハウス１棟を７８万円にて実施しております。第一町民プール備品購

入整備では、オープンに向けた備品を２８０万２千円にて実施しております。スポーツセ

ンタートレーニング室の備品としてウォーキング・ランニングマシン２台を２１９万３千

円にて実施しております。町民スキー場リフト電動機更新事業で、電動機更新と手動変圧

器交換を１３２万９千円にて実施しております。繰越明許費として町民プール及び子ども

交流センター建設事業を４億３，９９５万１千円を実施しております。以上で教育委員会

関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

教育委員会関係が終わりました。以上で主要施策事業の説明が終わりました。

これから、質疑を行いますが、質疑の方法は、歳出の方から先に各課毎に行い、次に歳

入は一括質疑を行いたいと思いますので、ご了承いただきます。

ここで、説明員を入れ替えたいと思いますので、暫時そのまま。

それでは、引き続きまして、これから質疑を行います。決算書の事項別明細書及び主要

施策の事業の質疑については、必ず資料のページを示して、質疑されるようお願いします。

それでは、最初に総務企画課関係の質疑を行います。１款議会費、２款総務費の３項戸

籍住民登録費を除く総務費を行います。それから、７款の商工費の４目公園管理費、９款

消防費、１２款公債費及び１３款予備費です。主要施策説明資料については、１ページか

ら２ページまでの質疑を行います。

質疑ありませんか。３番お願いします。

◎ ３ 番（松井盛泰）

まず、冒頭に先ほど総括監査委員から審査意見が出されました。総括監査委員の方から

は、多分、守秘義務という壁があって、詳しくは話できなかったんだろうと思いますけれ

ども、審査意見の１５ページの中にですね、支出書類の事務処理において、一部、支払い
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の遅延が生じたケースがあったということ、簡単にぱっと出ているんですが、詳しいこと

について、説明を願いたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。請求行為があった後、速やかに本来、請求書を添付して、支出書類を

回す事務をしなければならないのですが、それについて、時間的に遅くなって支出書類を

回すという事務行為をしたというのが、２、３件あったということでございます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

３番委員。

◎ ３ 番（松井盛泰）

２、３件あったということですが、その期間というのはどのくらいですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

一番長いもので、６か月以上経過したものがございました。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

３番委員さん。

◎ ３ 番（松井盛泰）

この支出書類は、決裁も何もしないで担当者のところに６か月以上あったということな

んですか。それとも、決裁を終わった後、担当者のところにあったということですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。請求書が来ましたら、請求書を支出書類に添付をして、決裁処理をす

るのですが、その支出書類を作成まで至っていなかった。要するに請求書来ていたのを忘

れていて、支出書類を作成して回すという事務行為が遅れてしまったということです。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

３番委員。

◎ ３ 番（松井盛泰）

通常、内規でですね、そういう請求資料が上がったというか、決裁回って大体１５日か

２０日くらいで支払をするという内規が多分あったんだろうと思うのですが、この部署は

どこなんですか。そして、これに対する対応の仕方というのは、どういうふうにしたのか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

副町長。

◎ 副 町 長（網野 眞）

ご説明を申し上げます。前段の部署の前に対応策、このような事態を招いたということ

で、監査委員さんにも私の方からもおわびを申し上げながら、当然、改善策どのように講

ずればいいかということで、実は業者さんの方から請求書がこちらの方に届いた段階で、

基本的には業者さんの方が支出年月日を請求書に入れておくことが基本でございますけれ

ども、業者さんによっては、請求年月日が入らないでくるケースもあります。それで、そ

れをまた出し直して云々ということになりますと、業者さんの方にもその旨は業者さんの

方に徹底することをお願いしますけれども、改めてそれを出し直しということになります



- 21 -

と、業者さんの方の手を煩わすということになりますので、今まではそういうふうになっ

た場合、担当段階でその請求月日を書き入れるというケースも事実ございました。それで、

それらについては、やはり如何なものかというものがあって、請求月日の入らない請求書

については、担当の方できちんとその請求書を受け取った年月日、それを受付印をしっか

り押した上で、速やかに支出書類の作成、そして、事務処理に入っていくということを徹

底するように管理職会議を開いて、各課長に徹底を致しました。それと、今回の事態を招

いたということで、実はその担当した職員については、私どもの方で処分をさせていただ

いたところです。それで、部署については、今、改めてここで申し上げるということにあ

りますとあれかと思いますので、当該職員については、町長の方から処分をしたというこ

とでご理解をいただければと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

３番委員。

◎ ３ 番（松井盛泰）

今、副町長の方から簡単にぱっと説明したけれども、中にとんでもない重要なこと１つ

あったんですよね。請求書に年月日が入っていない請求書が来たと。その年月日、誰が入

れるんですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

副町長。

◎ 副 町 長（網野 眞）

今の件につきましては、多くの場合は、ほとんど当然、請求月日が入ってくるんですけ

れども、請求月日入ってこないケースもある。その場合には、業者さんの方で請求月日を

入れたものをもう一回、送り直しをしていただくということが基本になります。そう言う

ような形でお願いをしてございますけれども、もし時間的なものもあって、それらのもの

がかなわない場合には、その請求書を受け付けた日にちがはっきりわかるような形で受付

印を押して、そして、ですから、その請求のあった日、あるいは、請求書を受け取った日

と、当方で支出行為を起こした日が、その何日のブランクがあるかということをはっきり

わかるような形でそれらの処理をするということで徹底をさせていただきたいということ

で、今、監査委員さんの方にお話を申し上げております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

３番委員。

◎ ３ 番（松井盛泰）

今までも請求年月日の入らない請求書で担当者が業者に聞いて、年月日をそこに入れて

という行為は何回かあったんだろうと思うんですよ。それが日常茶飯事、同じように日常

的にやられていたのかという、そういうきりあいがちょっと感じたのですが、ただ、いず

れにしても、業者さんにはどういう対応したのか、きちんとこの辺の謝罪をして、業者さ

んとの間に何もトラブルがなかったのかどうか、それから、こういう問題はやはり内部か

らきちんと内規をつくるなり、そういうもの多分あるんだろうと思うのですが、この部署

にはそれを担当者が忘れていたのか、そういうことも含めてですね、こういうことをやは

り二度とないように、十分に注意をしていただきたい。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

副町長。

◎ 副 町 長（網野 眞）

今、３番委員さんのご指摘でございます。ごもっともかということで、私どもも当該職
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員だけではなくて、管理職含めて気を引き締めてそれらの対応をしてまいりたいというふ

うに思っております。それで、請求相手方については、遅れた旨の話をして、特段トラブ

ルということは起きておりませんけれども、今後、このようなことのないように、大変、

ご迷惑おかけした旨をご連絡申し上げて、今後、更にしっかり徹底してまいりたいという

ふうに思っております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

そのほか質疑ございませんか。７番委員さん。

◎ ７ 番（谷口康之）

決算書の附表の２ページの部分で、監査委員さんの方からも全体の不納欠損が２２件と

いうことで、一般会計の方では、件数と不納欠損の起こした主な理由はどのような形で不

納欠損を起こしたのか、その辺、２点ほどお知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。町税で行いました不納欠損ですが、債権の強制執行するために、財産

調査等を致しまして、そういう差押え財産等発見できなかった、それらのものについて、

執行停止、処分停止を致しまして、３か年の経過を見て、状況が変わっていなかったので、

不納欠損というものでございます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

件数は何件ですか。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。件数は今すぐ調べますが、個人町民税で１７万円、それから、固定資

産税で１２９万１千円となっています。件数はすぐに今、調べます。

ご説明致します。件数につきましては、町道民税で３件、固定資産税で７件、軽自動車

税で１件、合計で１１件ということになってございます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

７番委員。

◎ ７ 番（谷口康之）

不納欠損の部分で、今回、うちの町というか、平成２５年度の部分で、うちの町は、債

権管理条例とか、サービス制限条例とか、そういうものを作った経緯があるんですけれど

も、その辺についての条例との兼ね合いというんですか、今回の不納欠損の部分で、それ

までの債権の回収はまず、全然そういう形の方では無理な部分ということで理解してよろ

しいんでしょうか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。不納欠損処分については、債権管理条例より前に地方税法自体、法律

で定められているもので、差押え財産等を調査した結果、そういう差押え物件がないだと

か、あとは行方不明者、それから、死亡者等については、不納欠損できると。それから、

死亡者以外のものについては、処分停止をして、経過を見て、状況が変わらなければでき

るということになっていますので、それに基づいて行っています。債権管理条例につきま

しては、地方税法の適用以外のものについて、今回、条例で定めさせていただいていると

ころであります。
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◎ 委 員 長（敦澤良子）

７番委員。

◎ ７ 番（谷口康之）

それはわかるんです。わかっているんですけれども、ただ、課長前にも言いましたよう

に、サービス制限条例とかの部分でもですね、やはり平成２６年の１月１日から施行する

ということで、その前に町民の方々に６か月間ですか、そういういろいろな形の今の町の

あれを説明するということになっているんですけれども、この辺の兼ね合いというものを

どのような形で町民の皆様に啓もう、啓発したのか、あるようでしたらお知らせ願いたい

と思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

サービス制限等については、昨年度、広報誌を使って周知をしております。また、実際、

利用者、町民の方の利用者が申請があって、町税の滞納があると、この申請については、

許可できないんですよということで、滞納額をお支払いして申請したということも実際、

昨年度はございます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

９番委員。

◎ ９ 番（森永 勉）

７番議員に関連してお尋ねしますが、滞納機構の関係でお聞きしたいと思います。渡島

檜山滞納機構の関係で、不納欠損、あるいは、滞納の判定事務を行っているわけでありま

すが、今回も１９３万９千円に対して１２４万２千円の負担金を払っているわけですね。

これは直接負担金ですから払うわけでありますが、どこの町もそうなんですが、間接的に

その負担に相当する支出というのはあるんでしょうか、お尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。負担金以外にかかる支出というのはございません。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

９番委員。

◎ ９ 番（森永 勉）

この件については、前からもお願いしていたのですが、お願いしている滞納部分に対し

ましては、相当低い率の解決なんですね。この辺をどのように理解しているのか、お尋ね

します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。お陰様で、うちの町独自で滞納整理強化してまいりまして、滞納額自

体減ってきてございます。それで、機構に引渡しお願いする部分についても、相当厳しい

条件の滞納の方をお願いをしてございますので、どうしても収納率が悪くなってございま

す。そういう意味で、年々、機構に引き渡した回収率は低くなってございますので、その

辺はご了承いただきたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）
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９番委員。

◎ ９ 番（森永 勉）

不納欠損、今、滞納残高、相当古い年数からまだありますよね。平成７年からの滞納も

ございますよね。これらについては、年次だけ見ますと、もう時効成立という解釈をする

のですが、これらの処置について、どんな方法で時効の中断をしているのか、お尋ねしま

す。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。一部納付がずっと続いておりますので、それで時効成立にはなってご

ざいません。一部納付、年間に何回か細かく分けて分納していただいておりますので、そ

れで残っているものです。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

９番委員。

◎ ９ 番（森永 勉）

分納誓約書を書いていると思うんです。ですが、後年時から順番に歳入に処理しますよ

ね。まさか近年から入れませんよね。それでも平成７年からと言いますと、相当の年数が

奥から入れてきても相当の年数が５年なり７年経過している税額があるだろうと私は理解

して、そういう形の中で時効成立が大丈夫なのかなと、昨年度大きく時効の部分はなくな

りましたから、解決しているんだと思いますが、その分納誓約書のほかにどんな対応をし

て時効の成立を免れているのかなと。もう一度、お願いします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。分納誓約のほかは、差押えによる一部納付、それから、本人も自発的

な一部納付、それらに基づいて時効中断して継続しております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

そのほか。８番委員。

◎ ８ 番（吉田峰一）

事業説明資料の２番ですけれども、小谷石振興、要するに冷泉ボーリング調査の委託の

件ですけれども、今、ここに実績が出ているんですけれども、その結果報告をありました

らお願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

只今のご質問でございます。薬師冷泉のボーリング調査委託ということで、平成２６年

度に２１６万円の委託を致しまして実施を致しました。結果もですね、以前どちらかの場

面でお伝えをしたかと思うんですけれども、もう一度、ご説明を申し上げます。今の中ノ

沢川の砂防ダムの下の源泉がまず、あるんですけれども、そちらの方の近くに２本の新た

な井戸を掘りまして、温泉水の状況を確認しております。今の薬師冷泉なんですけれども、

平成６年の調査のときにですね、今、地下資源調査所がやっていただいたようなんですけ

れども、蒸発残留物が１Ｌ中６８４ｍｇということで、これが１，０００ｍｇなければ温

泉の基準を満たせないということなんですけれども、今回の調査で１，４００ｍｇという
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ことで、水質としては温泉の基準を満たしているということでございます。ただ、湧出量

なんですけれども、現在１分間に２．３Ｌということでございました。ボーリング調査を

して、地表面から６ｍほどの深さのところで、岩盤から湧出している箇所が確認されてい

るということで、ただ、そちらからの湧出量が１分間で５Ｌ程度ということでございます。

更に水温につきましても、１４度程度ということで、残念ながら深く掘って温泉水の温度

が上がるという状況ではないということを確認しております。今後はですね、もし事業を

実施するとすると、現在の井戸が３ｍの深さまでいっているんですけれども、それから更

に下に３ｍほど何本か小さなもので構わないので、むしろそれを掘ったとすると、５Ｌ程

度は見込まれるということなんですけれども、ただ、１分間に５Ｌといいますと、なかな

か温泉だとか、浴槽の利用としては、水量が少ないなということで、可能性と致しまして

は、足湯だとかで使う可能性は残されているということでございます。ただ、その場合に

も、水温が１４度ということでございましたので、加温が必要になります。そのための熱

源はどのようにするかということも調査しているんですけれども、今の中ノ沢川で水が流

れておりますので、ダムからもある程度の高さから水が流れておりまして、それを使った

小水力発電などで熱源として利用できないかということも、道の担当者にデータをお送り

して確認したところなんですけれども、水量が少し足りないということで、この加温に使

えるだけのエネルギーは得られないという結論をいただいております。結果、今後ですね、

ほかの加温のためのエネルギーをどうするか、更に足湯にした場合でも、レジオネラ菌の

対応が必要となってくるということでございますので、この調査結果を受け、今後、更に

どのように進めていくべきかというところを今まだ検討を続けているという状態でござい

ます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

８番委員。

◎ ８ 番（吉田峰一）

当初の目的よりも、１分間に上がる温泉量が少ないということでありますけれども、掘

った深さが確かに目標からみたらどうなのかということと、その下をやったらどうなのか

と、実際全く不可能なのかと、それから、当初はそうではないと、ある程度、調査をして

みると、ほぼいけるんじゃないかと前向きな考え方でスタートしたわけだと思います。そ

の辺とのぶれがあるものですからね、今後、どのような考えでいるか、あればお尋ねした

いと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

先ほどもお伝えしましたけれども、湧出している場所、深さのところは、湧出亀裂面は

標高１３ｍ、地表から６ｍ程度の場所、それ以降にも調査のボーリングとしては掘ったわ

けでございますけれども、そちらの方では湧出は確認できなかったということで、あの場

所で最大見込まれる場所というのは、地表から６ｍ程度の場所ということが確認されてお

ります。その結果、今、１分間で２Ｌちょっとということなんですけれども、その湧出亀

裂面からくみ出せるお湯の量が１分間で５Ｌ程度ということが確認されておりますので、

更にそれより深く掘ったとしてもですね、湧出量としては５Ｌを超えないであろうという

調査結果でございます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

そのほか。７番委員。
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◎ ７ 番（谷口康之）

先ほどちょっとお聞きするの忘れたんですけれども、附表の３ページの部分の歳出の方

で、不用額の部分でですね、教育委員会の方で、執行率が９７．６％ある割には、不用額

が２，７００万円あるんですけれども、その辺の主な要因は、どのような形でこういう金

額になっているのか。

それから、主要施策の１ページのふるさと創生事業の部分でですね、今回、お菓子とか

そういうものに助成があるんですけれども、その辺の完成率といったらいいんですか、実

際、商品になって販売しているものはありますけれども、なかなか商品としてもできてこ

ない部分もあるので、その辺のあれをどのような形になっているのか、お知らせ願いたい

と思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

附表の３ページの款別の歳出の２６年度の不用額の関係です。それで、不用額の合計の

覧、約１億１千万円です。それで、このうち教育費が２，７７２万３千円ということで、

大きい数字になってございますが、これには町民プール等の前年度からの繰越明許事業に

かかる執行残も含まれてございます。それが約１，５００万円ほどございます。そのほか

に冬場の暖房用として、ある程度、重油代、灯油代等見込んだものが、実質は執行されな

かった燃料費等の不用残も１千万円くらい、全部施設を合わせますと、１千万円くらいに

なります。そのほかに除雪費ですね、土木費の関係、不要額２千万円以上不用額になって

いますが、除雪費として１２月に補正したのですが、２月、３月がそんなに降らなかった

ということで、除雪費の執行残も１，２００万円ほどございます。そのほか、中には本来、

町内会館の改修だとか、備品、それらで３月でもう既に事業終わっていましたので、減額

しなければならないものもあったのですが、それら３００万円くらい減額しないで不用額

としたものもございました。これらについては、次年度以降、そういうことのないよう気

を引き締めて事務の方、進めてまいりたいと思っております。そういうことでよろしくお

願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

ふるさと創生事業のお土産、お菓子の開発支援事業について、ご説明を申し上げます。

昨年度、スリーエスのかぼちゃ饅頭ですとか、釜飯、あとは、畑作振興会の知内産のそば、

あと、菓子工房のほうれん草を使ったプリンの新パッケージだとか、矢越本舗さんのドン

デマカロニの制作に対する機械の支援だとかを行っております。それぞれ販売は好調と伺

っております。特に矢越本舗さんのドンデマカロニにつきましては、いろいろなところで、

人気に火が付いたということで、月額１００万円以上の売上げがあるということを伺って

おりますし、ほうれん草のプリンの方も物産館に確認を致しましたところ、売上げが好調

だということを伺っております。ただ、残念ながら、そばの方がですね、一部、販売に苦

心をされているということは伺っていますけれども、これにつきましても、一層のＰＲで

すとか、販売促進に向けまして、平成２７年度も一部支援をしているところでございます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

そのほかございませんか。１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）
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消火栓のことでちょっとお尋ねします。矢越山荘改築されて、消火栓奥にありますけれ

ども、あれというのは、どういう意味で奥になるのか、まず、お尋ねします。

それと、基金の関係でお尋ねするんですけれども、監査報告にもありましたけれども、

今回減額ということで、積立てですね。近隣町村を見ると、２２年から２５年までで、例

えば、５８億円、６９億円、７６億円、知内の場合、３１億円なんですね、それで、２３

年度から２５年度までみると、１億５千万円という、少し積立てが他町からみれば随分低

いのかなという思いがあるんですけれども、ただ、いろいろ経済的対策も含めて、知内の

いろいろ考えはあるんだろうと思いますけれども、その基金の積立てに関する他町との比

較、今、言ったような差がありますけれども、それらについての考え方、わが町の基金の

これから今後、積立てという状況の考え方について、お尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。当町における基金ですけれども、目的基金、それから、その他基金と

いうことで、いろいろ趣旨の基金がございます。財政調整基金については、繰り越した場

合、その繰越額の２分の１は積みなさいという、不足が生じた場合には、使いなさいよと

いうものですし、減災基金は起債の償還にあたってというものであります。それで、今ま

でも当町の場合、決算状況を見ながら、積めるときにはなるべく積むようにということで

従来からも基金については積立てをしてきております。公共施設等整備基金についても、

これから維持管理に必要性があるだろうということで、何年か前に新たに設けて積んだと

ころであります。ただ、その年度、その年度で、事業の執行内容も違ってきますので、そ

の状況を判断しながら、基金については、適正な管理をしていきたいと思っています。た

だ、他の町との比較はちょっとしたことございませんので、申し訳ございませんが、他の

町との比較での内容はちょっとお答えできませんので、よろしくお願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

それでは、消火栓の方につきましては、建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

矢越山荘の消火栓の位置について、ご説明申し上げます。元々あそこに消火栓あったの

ですが、あそこにあった理由というのはですね、浄水場から小谷石地区に流れる本管があ

の位置を通っているんです。ですから、まず、本館に近いところに設けたというのと、以

前は下流のところ教員住宅がありまして、教員住宅を対象に消火栓を設置されていたので

すが、今回、矢越山荘だけになりましたので、更に矢越山荘に近い位置に消火栓を移設し

たというところでございます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

ただ、山荘の奥なんですよね、前の道路か、後ろを回るかということで、大変、消火活

動に不便を来す場所なんだろうなという、火災が起きた場合ですよ、どう対応するという

のか、自分でもちょっと想像してみたんですけれども、なかなかあの消火栓を活用すると

いうのが困難なような気がするんですよね、その辺、ちょっとどういう対応をしていくの

か、お尋ねします。

それと、基金の問題ですけれども、常々、知内、借金の話をすれば、基金が３０億円と

いう話されてきました。そういう関係でちょっと質問しているんですけれども、他町が１
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５億円だとか、１６億円、どんどんどんどん積立てを増やしてきています。最終的には、

経済的、これからものづくり条例等提案しましたので、これからまだまだ基金の活用とい

うのが重要になってくるだろうなという思いがあるんですね、それで、積めるときには積

んでおいた方が得策だろうし、各町村もそういう意味で、どんどんどんどん基金の積立て

を増やしてきているのかなという思いがあるんですけれども、ただ、先ほど言うように、

ものづくり条例等を提案しましたので、なかなかこれからというのは、積立てしづらい環

境になってくるのかなという思いがあります。そういう意味では、いろいろな方面で、各

課で節制というのがこれから必要になってくるんだろうなという思いがあります。そうい

う意味で、無駄を省くという意味の中で、これからどのような対応の中で財政運営をされ

ていくのか、お尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

まず、消火栓の位置についてなんですが、あの消火栓につきましては、初期消火対応で

ございまして、消火栓に消火用のホースが格納されております。ですから、燃え広がる前

にそこの消火栓を使って、出火の火を消すというところで、できるだけ近い方がいいんだ

ろうというようなところであそこ、当該箇所に設置してございます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

防火対応につきまして、補足してご説明申し上げます。矢越山荘の条例のご提案のとき

にもご提案を申し上げておりますけれども、あの建物、木をふんだんに使った建物です。

内部もスギの露出一部しておりますので、条例の中でですね、使用にあたっては、防火上、

特別の注意を払って使用していただきたいということを条例で明記しておりますし、なお

かつ、使用申請の場合に、火災など、何らかの建物に損害が発生した場合は、すべて賠償

していただくということに関して、同意をいただいた上で使用許可はしております。ただ、

構造上、火に弱いということは事実でございますので、それは使用の段階でですね、管理

者もすべて付けておりまして、そのような人的な対応で、防火なり、出火などの事故が発

生しないように努めてまいりたいと考えております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

それでは、基金について。総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。今、手元に２５年度決算での市町村別の基金残高、資料がございます

が、西部四町では、うちの町が３０億円を超えていまして、他が２０億円台とほかの２町

は１５億円台ということに確かになってございます。四町の中では、うちの方、多い方な

のですが、先ほども説明致しました。これからものづくり振興条例に基づく助成等、大き

な事業、それから、今、整理しております公共施設の管理計画、今年度策定しているんで

すが、維持修理もお金もかかってきます。ですから、それらに対応した基金については、

これからも決算状況を見ながら、積立てをしていきたいと思っておりますが、中にはその

年度、その年度で大きな支出を伴うものもございますので、その辺、見極めながら、今後

も進めていきたい、できる限り、そういう公共施設の維持管理等にかかるものについては、

積んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）
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３番委員。

◎ ３ 番（松井盛泰）

矢越山荘の防火水槽の話で説明聞いていたのですが、室長の話で、それだけやったら火

災起きないということはわかるんですよ。そのルールを守っていれば。だけれども、有事

の際にはそうではないんです。もし起きたときに、どういうふうに対応をするかというこ

と、奥にあることが。普通は防火水槽というのは、駆け付けてすぐ側にあるのが防火水槽

なんでしょう。更に奥に行かなければならない。その辺の関係から、言っていることと、

説明、今、聞こうとしているの全然違うから、もう少しその辺をそんなマナーのこと言っ

たからって、火事起きないとは限らないんだから、起きた場合のことを言っているんだか

ら、その辺、考えて説明していただきたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

矢越山荘、先ほどもご説明申し上げましたとおり、木を使った建物でございますので、

火に弱いということは当然ながら認識してございます。必要な、火の経てる部屋には当然

のことなんですけれども、消火栓を設置して、なおかつ事務室の方に火報といいますか、

そちらも消防法の基準点もございますので、そちらも備えております。ただ、ご指摘のよ

うに、消火栓が外のなおかつ奥にあるということで、それは初期消火で、そこが活用にな

らない事態が最善なんですけれども、最悪起きてしまった場合におきましても、何度も同

じことを申し上げますけれども、まずは消火栓で火を消し止めていただくという対応を想

定しております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

３番さん、いいですね。３番委員。

◎ ３ 番（松井盛泰）

そういう考え方であればね、あそこの施設使うのによほど覚悟いるんですよ。火事起き

た場合、全部弁償してくださいよと、それでもなおかつ、誰も火事起こしたくて利用する

ということはないと思うんですけれども、やはり常にあそこに管理人がいるわけではない

んです。有事というのは、人がいるときに起きないんです。いないときに起きたときに、

消火栓とか、消火器とか、そういうことは言っていられない。なるべく、車で行ってもす

ぐ側にぽっとあるような形で、何もそこから手前の方に引っ張ってきても何とか間に合う

でしょう、今からでも。そこにたまたま本管がそこにあるからその近くにやったというこ

とだけなんです。本管からどうでもなるという気がするんですけれども、どうなんですか、

その辺。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

消火栓の設置については可能なのですが、あの消火栓の使い方はですね、消防車が来る

前に、あそこの居間といいますか、研修室といいますか、そこを使っている人間が、万が

一、火災が発生した場合に、裏口からすぐ消火栓の消火ホース、あそこに消火ホース付い

ておりますので、それで消火をするという、そういう使い方を想定してございます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

３番委員。

◎ ３ 番（松井盛泰）
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なんたかたへりくつ言おうとする。人いればいいって。いないで、例えば小火だとすれ

ば、すぐ側にあったら大事に至らないで最小限にくい止めることだってできるでしょう、

奥まで走らなくて済むんだもの。そういうことも考えながら施設というものを作るべきだ

と思うんですよ。これ以上、答弁も何もいらないわ。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

いいですか。それでは、総務企画課関係の審議中でございますけれども、昼食のため、

暫時休憩したいと思います。

会議は１時から再開します。

（ 休憩 午後 ０時０２分 ）

（ 再開 午後 １時００分 ）

◎ 委 員 長（敦澤良子）

それでは、休憩前に引き続きまして、会議を開きます。

なお、午前中の説明の中で、訂正の箇所がありますので、副町長より説明を致します。

◎ 副 町 長（網野 眞）

午前中に私の方で、平成２６年一般会計決算の概要の説明をさせていただきました。そ

れで、Ａ４版の裏表印刷したペーパーでございますけれども、平成２６年度一般会計決算

の概要の３ページをちょっとご覧になっていただきたいんですけれども、よろしいでしょ

うか。一般会計決算の概要の３ページでございます。４の財政健全化判断比率の状況のと

ころの６行目になります。更に財政構造の弾力性を表す指標である経常収支比率は、８２．

５％ということで、この３ページに記載してございます。これ８２．５％は正しいのです

が、実はその後ろにあります、今度、Ａ３版の一番上のペーパーが平成２６年度年度間予

算規模というのが１ページになっている資料の４ページをご覧になっていただきたいと存

じます。４ページの資料、少し数字が細かいんですけれども、経常収支比率等の推移とい

うのが頭に書いてある資料であります。よろしいでしょうか。経常収支比率とその推移、

これの１番右側です。平成２６年度のところの一番濃い網掛けの中断より少し下、経常収

支比率、パーセントで書いてあるところの一番右端、８２．８％というふうになってござ

います。それで、この８２．８％、私が先ほど説明した中では、８２．５％、実は８２．

５％が正しくて、８２．８％誤りでございますので、今、お手元にお配りした、この４ペ

ージの資料、差し替えをしていただければと思いますので、よろしくお願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

それでは、副町長の説明が終わりましたので、関連して、知内町各会計歳入歳出決算審

査意見の中での数字が変わる箇所がございますので、村上代表監査委員に説明をお願いし

ます。

◎ 代表監査委員（村上 壽）

監査意見書の中のまず、１２ページをお開き願います。表１０とあります。この中の主

要財源等比率、年度別推移の経常収支比率というのがあります。これの２６年度、今、副

町長さんの方から説明がありました８２．８％になっていますけれども、８２．５％に訂

正をしていただきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

それとですね、１４ページの本文の１９行目でございます。ちょうど真ん中辺りになり

ますけれども、財源比率で見るととありますけれども、その下の部分です。経常収支比率、

私の方から８２．８％というふうにしてお話をしましたけれども、８２．５％でございま

す。それで、対前年度比１．６％ということなんですけれども、１．３％が正当ですので、

ご訂正よろしくお願い致します。
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それからですね、下がって３行目ですけれども、前年度（１５．４％）より私、微増と

いうふうにして意見を述べさせていただきましたけれども、ここにあるとおり、微減が正

当ですので、私の意見を述べた部分でちょっと訂正をしていただきたいと思いますので、

よろしくお願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

それでは、代表監査委員より説明が終わりましたので、これより審議を続行します。

総務企画課関係、質疑ありませんか。

◎ ７ 番（谷口康之）

主要施策の２ページ目の住民防災訓練の部分でちょっとお伺いします。今回、２６年度

で先ほどの説明でありますと、実施したんですけれども、実施したのが確かきらくとか、

一番こういう重要な地区だということを伺った経緯があるんですけれども、そのときの防

災訓練の内容ですね、課題とか、問題点とか、まず、あるようでしたら、お知らせ願いた

い思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。平成２６年度、きらく地区ということで、幼稚園、保育園、それから、

小・中・高、すべて参加していただいて実施を致しました。それで、各学校関係は、毎年

度実施していますので、避難に要する時間等は例年通り順調に避難できたと思っておりま

す。ただ、幼稚園については、なかなか旧知小を避難場所としましたので、ちょっと距離

がありましたので、バス等を使ったのですが、実際、災害が発生した場合に、訓練のよう

にバスがすぐ発動できるかどうか、バスもスクールバス等を使いましたので、実際の災害

時には出払っている場合もありますので、その辺が今後課題だなというふうにしては思っ

ております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

７番委員さん。

◎ ７ 番（谷口康之）

今回、災害訓練の部分でも、うちの町でも津波だとか、水害だとか、いろいろな訓練が、

課題とか中心になって設定すると思うんですけれども、前も言いましたように、うちの町

としては、津波よりも歴史的な流れからいって、うちの町は水害の方が一番重要な災害の

ポイントになるんじゃないかと思うんですけれども、今回、常総市の部分での災害の部分

でもいろいろ問題、課題が報道でもされましたけれども、とにかくそういう部分になりま

すと、住民の皆さんに対する避難の仕方ですね、報道で言いますと、避難勧告か、避難指

示という形になるんですけれども、実際にそういう災害にあわれた方の意見を言いますと、

もう少し強い口調で言ってほしかったというような言い方があるものですから、それはど

ういうことですかと何か聞いてみましたら、逃げろとか、走れとか、そういうような命令

口調の方がかえって我々は実際、避難するのにもインパクトがあってよかったのになとい

う言い方、ちょっと私もそれが以外だったんですけれども、その辺についての町としてこ

れからの考え方というもの、もしあるようでしたらお知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。避難に対しては、国の方の防災対策の基準の見直しをしておりまして、
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都道府県も見直し、また、それに基づいて、うちの町も判断基準を変えております。今ま

では、避難勧告、避難指示だったのですが、今度は避難準備情報、要するに高齢者だとか、

身体に障がいのあるような方については、なかなかすぐ避難勧告指示といってもできない

ので、予め準備情報を出す。それで、その発令基準は、こういう場合は出しなさいという

ことで、うちの町の総合防災計画も見直したところです。ただ、指示の出し方なんですが、

テレビ等の報道でも避難指示勧告、避難準備情報等、ニュース等で盛んにやられておりま

すので、発令の文言については、今現在はそのとおり出そうと思っております。特に変え

ようとは今現在は考えてはおりません。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

７番委員。

◎ ７ 番（谷口康之）

準備情報の部分で、今日の朝刊にも出ていましたよね。各市町村によって、その基準が

まちまちでということなんですけれども、うちもそういう部分では、なかなか対応が難し

のかなと思うんですけれども、これからもですね、そういう部分でなるべく町民の方々に

わかりやすいような形で、まず、そういうものを準備してとか、そういう訓練をしてもら

いたいと思うんですけれども、もしあるようでしたら、お知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。訓練なんですが、災害が実際起こった場合に、如何に素早く避難して

いただくかというのが重要であって、そのためには日頃の訓練が重要だと思っております。

それで、お陰様でうちの町内、今現在、１３町内会のうち３つの町内会で、自主防災組織

が設立されておりまして、平成２５年度からその自主防災組織による避難訓練がそれぞれ

やっていただいているところです。今年度ももう１町内会、今、１０月に設立する予定に

なっておりまして、今度、７町内会でそれぞれ自主防災の組織ができて、それぞれで避難

訓練もしていただくことになっておりますので、町としても積極的にそれらに支援をして

まいりたいというふうにして考えております。とにかく、訓練することで、実際、災害起

きたときの避難をスムーズにしていければというふうにして考えておりますので、よろし

くお願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

そのほかありませんか。８番委員。

◎ ８ 番（吉田峰一）

共同納骨塚、完成しておりますけれども、今、使用状況というんですか、けいというん

ですか、たいというんですか、どのくらいありますか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

申し訳ございません。ちょっと質問内容聞き漏れして、大変、申し訳ございません。も

う一度、お願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

８番さん、もう一回。

◎ ８ 番（吉田峰一）

合同納骨塚、昨年できておりますけれども、使用度というんですか、例えば、けいとい
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うんですか、収まっているものというんですか、その辺の数というんですか、状況を教え

ていただきたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。今年からですね、４月からやれることになったんですけれども、今現

在、２体、２焼骨入っております。申請がですね、まだ数名きて、入れるか、入れないか、

ちょっと迷っている部分がありますので、今現在的には、２焼骨ということでご理解願い

たいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

そのほかございませんか。ないですね。１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

さっきの防災訓練のことでお尋ねします。ここの庁舎の対応というのはどうなっている

のか、訓練の。

それと、防災行政無線の設備保守点検の中で、それぞれ中継設備あるわけでありますけ

れども、各漁協、農協等も個々の持っています。それら例えば、漁協の対応というのは、

中ノ川の方には外部スピーカーあるわけですけれども、それは町の防災無線とは連動して

いないんですか、しているんですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。まず、はじめに町民センター内、役場庁舎の訓練ですが、実は今年度

まだ実施してございません。このあと、実際に屋内消火栓等役場庁舎には設備されていま

すので、実際、放水をした訓練を今年度中に実施する予定であります。

それと、屋外のスピーカーですが、消防、町の無線と連動していますので、かければ屋

外スピーカーからも放送することになっています。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

これでいけば保守点検、年１回義務付けられています。当然、今の対象機器の中に漁協

の遠隔装備も入っているわけですけれども、これというのは、例えばその機器の対応だけ

なのか、外部スピーカーまでの保守点検というのは連動していないのか、それと町の防災

無線と連動しているということなんですけれども、１回も入ったという記憶がないんです

けれども、その辺どのように対応しているのか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。主要施策の２ページの表の下から４行目に防災行政無線設備の保守点

検業務ということで記載しています。それで、事業等の内容に消防、農協、漁協の遠隔制

御設備のほかに、その下に屋外拡声装置もございまして、スピーカー等の保守点検もして

ございます。それと、屋外の放送につきましては、それぞれ先ほどちょっと説明しました

が、各町内会毎に自主防災組織ができて、それぞれで防災訓練実施していましたが、それ

らの際には、屋外スピーカーからも放送して実施してございます。ですから、昨年度、中
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ノ川地区で実施した際にも、屋内スピーカーから放送流しているということでご理解して

いただきたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

屋外スピーカー３１箇所、その中の１箇所なんだろうと思いますけれども、ただ、どう

もその辺のやっているのであればいいんですけれども、ただ、実際に聞いたことがないと

いうことで、その辺、もう一度、後でいいですから、本当に入るのか、入らないのか、確

認をしていただきたいと思います。

それと、先ほど基金の中で、自分の発言がそれぞれの町村の基金、一桁間違って言って

いたそうで、訂正をさせていただきますけれども、ただ、いろいろ基金状況等、また、今

後の考え方等、総務企画課長から述べられましたけれども、今、防犯灯の関係で、今、１

千箇所以上あるんですか、それで、ＬＥＤ化ということで、湯ノ里、涌元、それぞれ少し

ずつやっております。その電気料というのが６００万円、修繕費を入れれば８００万円以

上になるんだろうと思いますけれども、それらすべて対応していこうとするのか、それと

もいろいろ財政の関係上、やる箇所とやらない箇所はっきりさせて、これからある程度、

６次の計画にも載ってくるんだろうと思いますけれども、やはり必要箇所等、ここはＬＥ

Ｄ化はいいだろうという箇所と分けて、その１千箇所、ある程度、ＬＥＤ化する場所と従

来のものをそのまま存続させるものとその辺の考え方というのは、これから今後どうなっ

ていくのかお尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。防犯灯のＬＥＤ化については、今現在、照明器具の球だけが寿命が来

てだめな場合は、球だけの交換でやっていますが、器具自体、安定器を含めて、器具自体

がもう経年劣化しているようなものについては、順次、ＬＥＤ化に交換をしています。た

だ、一斉にということになると、財政負担も大きいものですから、確かにＬＥＤ化にする

と、照明器具自体は長持ちしますし、消費電力も少なくなるので、原則的には、極力、Ｌ

ＥＤ化に更新をしていきたいと思っております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

ただ、箇所的に１千箇所超えるということで、大変大きい数字だろうと思うんですけれ

ども、木古内町は全部ほとんど町内会で予算を組んでいるそうですけれども、知内もその

１千箇所すべて今後もずっとやっていくのか、それとも、ある程度、精査した中で、各町

内会と、増やしてきたということは町内会の依頼があったから増やしてきたんだろうとは

思いますけれども、今後の対応として、ＬＥＤ化で予算の圧縮になるのか、それとも、い

まの箇所をそのまま維持するのか、それとも精査していくのか、今後の方針としてどうな

んですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。防犯灯の維持費については、うちの町も従来、町内会で負担をしてい
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ただいて、その一部を町が助成をするという形を取っておりました。ただ、町内会からの

強い要請等もあって、それでは町の方で防犯灯の電気料についても負担しましょうという

ことになった経緯もございますので、当面は今のままということで考えてございますが、

これから１０年先、２０年先はどうなるかちょっとわかりませんが、今現在は、過去の経

緯もありますので、町負担ということで考えております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

そのほかありませんか。それでは、質疑がないようですから、これで総務企画課関係の

質疑を終わります。

ここで、説明員を入れ替えたいと思います。そのまま暫時お待ちください。

それでは、生活福祉課関係の質疑を行います。

２款総務費の３項戸籍住民登録費、３款民生費及び４款衛生費です。主要施策説明資料

につきましては、３ページから７ページまでの質疑を行います。

質疑ございませんか。１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

１人親世帯なんですけれども、まず、世帯数というのは、どのくらいあるんですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

主要施策の方で先ほど説明しましたけれども、母、父、合わせて６０名ということです。

ここに受給対象の部分書いてありますので。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

それで、６０名ということなんですけれども、児童扶養手当は７０件とあるんですけれ

ども、教育委員会というか、準要保護ですね、１人、シングルマザーでもシングルファー

ザーでも、それぞれ自立している方もいるんだろうと思いますけれども、その制度に頼ら

ないで頑張っている世帯で、準要保護を受けている方というのは、どの程度。だめか。そ

れは、あとで。教育委員会ということなんですけれども、委員長、大目に見てもらえれば

助かりますけれども、だめですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

準要保護のもらっている家庭の数はですね、小学校２５、中学校１７の４２です。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

何を言いたいかというと、それぞれ頑張っている方々、シングルマザー、ファーザーを

含めて、もう少し児童扶養手当だとか、医療関係の支援というのは、それぞれあるんでし

ょうけれども、ただ、もう少しこうして一生懸命子育てに対応しているという方々には、

町独自の何か支援があってもいいんだろうなと思うんですけれども、その辺、ちょっとど

うお考えですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

生活福祉課長。
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◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。先ほど言いましたとおり、ひとり親の場合ですね、児童扶養手当、そ

れから、公的なひとり親医療費、そういうものがあるわけですけれども、今、１番委員さ

んの言われている町独自でそういう手当ができないものかという意見だと思いますけれど

も、一応、うちの方とすればですね、先ほど言いました準要保護だとか、教育であれば、

そういう準要保護を受けながらですね、給食費の無料だとか、それから、文具の関係だと

か、そういうものがありますので、ひとり親についてはですね、それぞれ今、言いました

とおり、それぞれの家庭の事情がありまして、なかなか手当として町独自ということは、

今のところは考えておりません。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

いいですか。そのほか。生活福祉課関係ありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようですから終わります。

ここで、説明員を入れ替えます。それでは、始めます。

次に産業振興課関係の質疑を行います。２款総務費の１項総務管理費、５款労働費、６

款農林水産業費、７款商工費。主要施策説明資料につきましては、８ページから１１ペー

ジまでの質疑を行います。質疑ございませんか。

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

すみません。１０ページの資源栽培ですね、その中で、新技術にホヤ、ナマコあります。

いろいろ調査したんだろうと思いますけれども、まず、中間効果調査ということなので、

どのような効果が表れたのか、まず、お尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

森永水産係長。

◎ 水産係長（森永 茂）

ご説明します。ナマコの方は、資源培養管理型試験事業ということで、ナマコの方はで

すね、過去、平成１８年くらいからですね、ナマコの栽苗試験の方に取り組んでおりまし

て、そのあと、試験放流等をやっています。その中で、試験礁の効果調査ということで、

小谷石地区等でもやっていますが、小谷石地区の方では、試験礁に放流した結果、なかな

か成果が出ていないということもありまして、平成２６年の９月に中ノ川の航路沖にカキ

殻の試験礁を設置し、その後、種苗放流をやって、追跡調査を行っています。中ノ川の結

果の方に関しては、ある程度、放流した種苗が成長して根付いている結果が見られている

という報告が上がっています。

それと、ホヤの方ですが、平成２１年に宮城県の方で病気が出まして、宮城県産の種苗

を知内の方に持ってくることができなくなったと。それで、センターの方で人工栽苗を実

施し、その後、中間育成試験等をやっていました。それで、なかなか小谷石地区とか、港

内水槽とかでやっていましたが、なかなか成果が出なかったと。それで、平成２５年度に

おいて、かご養殖、暖簾式等をやった結果、暖簾式の成長がよかったということで、平成

２６年の種苗に関しては、平成２７年度の試験として、暖簾式養殖ということで、中間育

成をやって、その結果、暖簾式の養殖であれば、ある程度、中間育成の結果がよろしいと

いう結果が出ている今、現状でこういうところです。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番委員。
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◎ １ 番（西山和夫）

ホヤに関しては、技術的なもの、種糸にホヤを付かせるというのは、大方順調にいって

いるんだろうと思いますけれども、ただ、残念なことに、ある程度、真っ赤にホヤの種が

見えた頃、例えば今年の場合、８月頃、落ちてしまうのか、食害にあうのか、ちょっとわ

かりませんけれども、木古内地区でそれらの報告があったと。中ノ川地区であるのかどう

かわかりませんけれども、ただ、自分もまだ確認はしていない状況であります。そういう

意味では、付けるという技術に関しては、それぞれセンターで順調にいっているんだろう

な、ナマコもそうでしょうけれども、あとそれをどう実効性を見いだしていくか、事業に

結びつけていくかという、何かそこのケアがもう少しあれば、いろいろな方面で広がりが

見えるのかなと思うんですけれども、今、ナマコ、江差町だったかな、確か独自で養殖は

じめました。そういう意味では、ナマコとホヤに関しては、これから今、ホヤ、また、ウ

ニは高水温でちょっと今年は幸い被害なさそうでありますけれども、それらに変わる事業

として、やっぱりナマコ、ホヤというのは、重要視されるんだろうなという思いあるんで

すけれども、ここでいけば、栽苗責任者の雇用とあります。新たにその専門を入れた中で

の取り組みだったのか、それとも、あくまでも研修の中での指導だったのか、その辺、お

尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

水産係長。

◎ 水産係長（森永 茂）

ご説明します。新技術栽苗責任者雇用ということで、明らかにこの業務をやるのに、あ

と１人、その技術を習得してもらって、今後につなげてもらうということで、ある程度、

技術を持った人を予め呼ぶということではなくて、これから担っていただく若い職員を育

ててもらうということで、この事業の方、お金の方、助成金の方は支出しております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

あくまでも、次の担い手というか、技術者を育てる意味合いでの雇用だということなん

ですけれども、ただ、今、センターにいる職員、退職されて今、再雇用の状況です。そし

て、ナマコに関しては、まだまだ技術的にどこという地区はありませんけれども、北海道

でさえ、なかなかうまくいかない状況が続いています。ただ、今、町というか、独自の組

合だけではなかなかこれらの技術を事業に結びつけていくというのは、なかなか大変だろ

うなと思うんですよね。そういう意味では、新規に技術を教え込むのではなくて、やはり

それらの専門家を招へいして、何とか現場で研修させながら、新規に継続するということ

であればわかりますけれども、なかなか今、未知の技術でありますので、ホヤもナマコも

やはり専門的なものを道から派遣してもらうなり、町独自でそれらの技術者を確保しなが

ら、検証してもらうという方向性の方がいいんだろうなという気はするんですけれども、

その辺の考え方をお尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

森永係長。

◎ 水産係長（森永 茂）

ナマコ、ホヤ等の栽苗時においてもですね、中部の水産技術普及指導所の協力を得まし

て、そちらの普及所の方であれば、全道のいろいろな情報を持っている部分ありますので、

その辺、助言、アドバイス、指導等をいただきながら、試験の方は執り行っております。
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ナマコの栽苗の方なんですが、各地いろいろな事例はありますが、知内町である程度、中

間育成をした種苗は、ある程度、大きめのサイズまで中間育成していると、ある程度の技

術はあるなというふうに判断はしております。ただ、もっと先進地、北海道外ももっとも

っといろいろとある部分はあると思いますので、漁協と相談しながら、今後、もっと新し

い展開ができるのか、そういうものも相談しながら、できれば、来年度の事業に向けて協

議してまいりたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

できれば、先ほど言いましたけれども、ナマコに関しては、実証試験、江差ではじまっ

ております。何とか自分たちもその方向性を組み入れながら進めたいなとは思っているん

ですけれども、なかなか技術面、確かに指導所の指導はあるんでしょうけれども、まして

や、センターで北電の温排水利用しながら、センチ的には格段に違うという話であります

けれども、ただ、数量的な確保というものがまだまだ未知数でありますので、やはり専門

家を入れた中での指導がベストかなという思いもありますし、まして、海に入った状況を

逐一確認できるというのは、側にいればこそだろうと思うんですよね。１回、１回電話し

て、１か月に１回来てもらうということであれば、なかなか技術的なものも確認できませ

んし、そういう意味では、更なる発展をお願い致します。

それと、１１ページ、道の駅構想の中で、これは定例会の中でいろいろお話をされたん

だろうと思いますけれども、基本的に委託をかけて、構造が上がってきた、そして、町で

更に工夫を加えながら、今、取り進めているという状況の中で、定例会では、決まったの

は、階段ということでありますけれども、ただ、思うのは、エレベーターが２千万円、階

段が３千万円であれば、エレベーターが２千万円というのは、階段があるから２千万円と

いうことなのかちょっとわかりませんけれども、ただ、室長の言い方でありますと、どこ

でも付けれるみたいなエレベーターは、という話でしたけれども、であれば、階段をやめ

て、いっそのこと本当にエレベーターにした方が、もし２千万円以上かかっても、３千万

円かかって、４千万円かかっても、階段と後ほどエレベーターを検討するという方向性で

ありましたけれども、であれば、端からエレベーターをやった方が、まして１１人乗りと

いうお話でしたので、いいんだろうなという思いがあるんですけれども、その辺の考え方、

もう一度、お尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

それでは、総務企画課政策室長お願いします。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

只今の道の駅の改修の階段とエレベーターの考え方についてでございますけれども、今、

議員おっしゃいますように、こちらの方もですね、もしエレベーターが２千万円でほかに

かからないのであればという議論は当然ながら致しております。ただ、エレベーターのみ

で階段がないエレベーターというのはありえないということでございました。やはり何ら

かの災害といいますか、例えば、停電ですとか、エレベーターが止まってしまった場合に、

階段がなければ一切、それを助けにいくことができないということですので、エレベータ

ーを付けた場合には、当然ながら階段は必須ということでございますので、エレベーター

のみで階段をやめて、事業費を節減しながら、今のご指摘のような整備をするというのは、

物理的には不可能だという認識をしております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）
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１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

考え方なんですよね。であれば、非常階段的なものでいいということになれば、まだま

だ予算的にも圧縮されるだろうし、どっちを重視するかによって、予算の組み方というの

は、大きく変わるんだろうと思うんですよね。その辺、もう確定してしまったあとですか

ら、ごちゃごちゃ言っても仕方がないんだろうと思いますけれども、もう少し工夫して、

それらいろいろ問題点もあったようでありますので、検討していただければありがたいな

と思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

答弁いいですね。それでは、そのほか。産業振興ありませんか。

７番委員。

◎ ７ 番（谷口康之）

事業の実績報告書の３の１３ページの部分で、特販協の部分で、初日にもこの部分で町

長からもお話があったんですけれども、さくらまつりですね、今回、今までの道の駅から

役場の駐車場に変わったということでなったんですけれども、その辺についての観光バス

とかそういうものがなかなか今までと違って寄りづらいという形が何か聞かれたものです

けれども、その辺のそういうものを想定して、まず、町の方の駐車場とか、そういう形で

移転するためのそういう形のものをちゃんと協議してそういう形にしたのか、その辺、ち

ょっとまず、お知らせいただきたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

商工労働係長。

◎ 商工係長兼労働係長（野戸早苗）

ご説明致します。道の駅でのさくらまつりのイベントの開催につきましては、当初、道

の駅の活性化、農村活性化センターの活性化ということで、向こうの方ではじめられたも

のですけれども、近年、カキの食べ放題から火がつきまして、非常に入場者が多くなって

おります。右肩上がりの状況が続いておりまして、ここ数年は、警察の方から非常に危険

であると、国道の警備の方も危険でありますということを再三、申入れがございました。

ただ、２年ほど前から移動するということは、特販協の会議の中でもいろいろと検討して

まいりまして、やはり当初の目的からずれるのではないかというお話もありましたけれど

も、皆さんの方、特販協の会員の中で再三、話合いを持たせていただきまして、こちらの

会場で、それでは実証的に今年はやってみようということになっております。会議の方は

何回も重ねております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

７番委員。

◎ ７ 番（谷口康之）

会場が変わるのはいいんですけれども、ただ、やはり観光バスという大量のお客様を運

んでもらうための一番有効な手段だと思うんですけれども、ただ、よく観光バスのそうい

う部分の中で、やっぱり寄るお客さんは結構、トイレタイムで寄るのが結構重要な意味を

持っているというんですけれども、役場の駐車場であったら、そういうものは不可能な形

なんだよなという意見も出たんですけれども、その辺のようなこともきちんと話し合った

んでしょうか、まず、そういう形で移動すると言えば変ですけれども。

商工労働係長。

◎ 商工係長兼労働係長（野戸早苗）
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ご説明致します。いろいろな想定はさせていただいております。看板の設置も森越の辺

りからですね、そちらの方から設置を致しまして、トイレありますということですとか、

カキが食べれますというようなアナウンスをして会場まで看板は設置をさせていただきま

して、観光バスの駐車場につきましては、プールのですね、横の方を確保していただきま

して、指導員の配置もさせていただいております。観光バスから降りた方がきちんとトイ

レに行けるように、看板の方も降りた時点で中央公民館の方に行けるという流れの看板は

付けさせていただいております。また、観光バス協会さんの方にもさくらまつりのイベン

トの会場は変更になったということで、ファックスを流させていただきまして、それは札

幌方面へも周知させていただいたのですが、ああいった観光バスのルートというのは、結

構前からルートは決まっておりますので、さくらまつりのこちらの方に寄るという流れは

やはりできておりませんでしたけれども、来年以降、早めのアナウンスで、こちらの方の

呼び込みも検討させていただきたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

そのほかありませんか。２番委員。

◎ ２ 番（木村 一）

１０ページ、商工指導助成事業についてちょっとお聞きしたいんですけれども、８３０

万円近くの町からの助成が出ているんですけれども、この行政評価の中では、地域の経営

安定と地域振興の貢献が図られた、評価としてはＢとなっているんですけれども、その今

後の検討課題としては、ちょっと強い言葉で見えるんですが、移行促進を強く求めていく

と、この辺、Ｂということは、概ね達成できたというふうに私は理解しているんですけれ

ども、その達成できたのに、なぜ、ここまでやらなきゃないのか、ちょっとその辺、説明

お願いします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

ご説明致します。この事業につきましては、人件費の補助とあと事務費的な補助とあり

まして、総額の方から道の補助を商工会の方でいただいておりまして、それを差し引きま

して、残りのものについてですね、満額ではありませんけれども、町の方で助成をしてで

すね、商工振興を図っていただきたいということで、商工会の方にですね、補助を出して

おります。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

２番委員。

◎ ２ 番（木村 一）

道から補助があるということですけれども、実際、町として商工会の方にやっぱり今後、

どういう方針かという指導はやっぱりしていくんだべ。ただ、人件費だけ渡すだけじゃな

くて、渡す以上はやっぱりそれなりの効果というもの行政の方もやっぱり当然求めるもの

であります。その辺の今後の指導とか課題、何かちょっとあったらお願いします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

ご説明致します。これからということではなくて、今現在もですね、この補助金を出し

ている中でですね、地域の商工の活性化ということで、それぞれの商店さんへの指導、個

別の指導を図っていただきたいだとか、もちろん工業も含めてですね、そういう指導を行
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っていただくための人件費に対しての補助金ということで考えていますので、その辺は商

工会の方に申し出てやっていただいているということです。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

２番委員。

◎ ２ 番（木村 一）

商工会、商工会と、だんだんだんだん現状、あそこもやめる、ここもやめると厳しい状

況に今度なってくるようなことで、さっぱり景気活性化の上向きの方向というのは、なか

なか見えにくいような気がするんだけれども、新たなる雇用の創出もそこでまた、雇用ど

ころか、雇用した人間をやめてもらうような形になっていくんだけれども、その辺、商工

会の方ではどういう考えを持っているのか。これを行政に聞くのがまずいのか、いいのか

ちょっとわかりませんけれども。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

ご説明致します。商工会の考えというよりも、町の方はですね、今言ったようなお願い

をしておりますけれども、あと町の方も交流人口ということで、結構、人もですね、今、

点検も含めて、スポーツ交流なんかで人も来ていただいてですね、商店さんもある程度、

民宿もですね、潤っていただいていますし、そういう面では、あとものづくり条例も今回

作りましたので、委員さんおっしゃるとおり、やめていくお店だとか、工場もお聞きして

おりますけれども、何とか例えば残った従業員の方がですね、その従業員を例えば使って

いただくようなこともですね、商工会の方に今、働きかけておりますので、何とかそうい

う事業を活用してですね、残っていただきたいなということは申し出ております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

そのほかありませんか。８番委員。

◎ ８ 番（吉田峰一）

林業振興費の方でちょっとお聞きしたいんですけれども、山を管理する段階では、当然

ながら、私が言うまでもございませんけれども、循環型管理をして、総体的その木の一生

のバランスを取りながら管理をしていかなければならないと、私も皆様方も同じだと思い

ますけれども、現在、ここに記載されております、植栽、下刈り、除去、枝打ち、間伐と

いうことは、このラインは肯定的に一生こういう形でいくということで、知内の山、人工

林、普通の我々、民間人であると、全面積を全般的に管理するためには、このバランスよ

くやっていかないと、どうしても植栽に１町歩、今やったんだよと、下刈りにじゃあ、３

０町歩やったんだよということになっていくと、どうしてもバランス的に、下刈りは僕の

感覚では、５年、６年下刈りすると、いいだろうと。今のパターンでいくと、端的に１町

歩いくと、下刈りは５年すればいいんだろうと、私はそんな考え方をしています。また、

枝打ちというのは、一生の１回でいいのか、それとも、間伐材はどんな感じで、知内町の

全体の山を見たときのこのバランスを整えていくまでというのは、どのくらいかかるんで

すか、それとも、今のこれがベターだと、私は昨年度の実績はベターだと思っていません

けれども、理想的なバランス的なものは、いつ頃になって、どんな数字が出たらバランス

のいい感じになるのかなと、その辺、ちょっと分かれば教えていただきたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

林政係長。

◎ 林政係長（三原知明）
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ご説明します。町有林、現在、人工林は７００ｈａ程ございまして、その林齢ですね、

年は４５年生から５５年生が大半を占めるという状況でございます。極端に少ないのが３

０年生以下、過去３０年くらい植栽をかなりしてこなかった時期があったと、そのバラン

スを整えるのにはですね、やはり４０年から５０年くらいかけて、徐々に切っては植えて

育てて、また切ってというサイクルを整えるのには、４０年から５０年くらいはかかろう

かなとは思っております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

よろしいですか。８番委員。

◎ ８ 番（吉田峰一）

今、４０年くらいかかりますということですから、当然ながら、過去のつけが現状にこ

んなような結果が出てきているんだなと、こう認識していたわけでございますけれども、

非常にただ、伐期が来たからといって、じゃあ、そうしましょうかと言っても、採算的な

ものもあるし、じゃあ、切ったはいいが売れない、需要がないということになれば、今の

現在で需要的なものは、どんなものでしょうか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

林政係長。

◎ 林政係長（三原知明）

ご説明します。需要に関しては、切った材が売れないという状況ではありません。切っ

たものは、きちんと製材工場ですとか、場合によっては、函館港のようなところへ行って

内地に送られたりですとか、そのだぶついているという状況ではなくて、切ったものにつ

いては、必ず売り先を確保して販売しているという状況です。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

いいですか。８番委員。

◎ ８ 番（吉田峰一）

バランスを考えなくして、あくまでも売れたら出荷するんだよという感じでいいんです

か。切るのは。例えば、今、係長が言われる、切ったものは全部売れますよという考えと、

それから、逆に言うと、しょうがないと、伐期が来たので、切り倒す。そして、チップに

落とす、いろいろな考え方があると思う。ただ、そういうことをやったら、いつになって

もそのバランス的な１千町歩の山をね、バランスのいい回転していくのかなということな

んですよ。ですから、僕は常にそのことを思って、多少、いずれ今までのつけがこういう

状況できているので、多少、無理かもしれませんけれども、思い切った計画性を持って、

ある程度、やるのであれば、１千町歩あって、４０年、５０年かかるなら、自ずから割り

算すると年になんぼやればいいんだと、多少、今、いろいろな形で出てくるけれども、全

く山らしい山もないような状況が、現に係長回ってみてあると思うんですよ、その辺はど

んどん回転させていくとかね、手を入れ込んでいくとかという形に考えているのかなと、

その辺はどうなんでしょう。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

林政係長。

◎ 林政係長（三原知明）

ご説明します。おっしゃるとおりでして、たまたま２６年度植栽面積は０．８というこ

とで、小さい数字になっているんですけれども、地域をですね、あまり分散させないで、

毎年の仕事を選んでいます。ある程度、集約化してですね、その中ではバランスが例えば、

植栽が少ないという流域があったりですね、そういうむらは出てきますけれども、毎年、
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０．８ｈａで進もうと考えているわけではなくてですね、波が出てきます。例えば、来年、

再来年には伐採をして植栽をするということもありえますし、そこは林齢が平準化してい

くように計画を立てて進めているというところです。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

いいですか。そのほかありませんか。７番委員。

◎ ７ 番（谷口康之）

行政評価の部分で、１ページの林業の振興ということで、一番下の１４の部分ですけれ

ども、今回２６年度も電気柵ですね、４，１２０ｍを助成していますけれども、今までで

うちの町では、総延長、どのくらいの延長を助成しているのか、それ１点、それから、有

害駆除の部分で、固定数を減らすということで、鉄砲の助成だとか、ワナの助成とかある

んですけれども、この辺についての町の今までの継続という形になりますので、これから

どのような形でそういうものを育てていく、鉄砲打ちとかそういうワナあるんでしょうけ

れども、その辺について、養成とか、まず、お知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

林政係長。

◎ 林政係長（三原知明）

ご説明します。まず、電気柵の関係でございますけれども、平成２１年から導入を開始

しておりまして、現在の総延長が約５９ｋｍ正確に申しますと、５９，４６８ｍになって

おります。それから、もう１点の鉄砲ですとか、ワナの助成の関係ですけれども、鉄砲、

ハンターの資格取得に関しましては、今年度から町の方で最大４０万円助成しますという

制度を立ち上げておりまして、この制度を活用して、既に１名の方、新たにハンター資格

を取得して、猟友会にも加盟をしていただいております。こうした制度を是非、活用して

いただいて、そうした担い手の方の確保にも繋げていきたいと考えております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

７番委員。

◎ ７ 番（谷口康之）

今年ですか、内地の方で電気柵の中で死亡事故が発生したということで、我々も事件を

見まして、電気柵もいろいろな形で、法的な規制だとか、いろいろなものがあるのかなと

いうことをはじめてわかったんですけれども、うちの町では、そういう形で、きちんとそ

ういう利用者の方が理解してもらって実施しているということでよろしいんでしょうか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

林政係長。

◎ 林政係長（三原知明）

ご説明します。電気柵の残念な事故があったわけですけれども、当町の考え、５９ｋｍ

につきましては、全て漏電防止装置の付いた設計になっておりますので、安全な設備が配

備されております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

よろしいですね。７番委員。

◎ ７ 番（谷口康之）

一応、全部そういう形でなるということは分かりますけれども、ただ、やはり山でも私

は涌元谷地とか行けば、裏通りとかになれば、やっぱりそういう形のものがはっきり言っ

て見えるんですよね。ただ、ああいう小さい不特定多数の人達が通る場所でも、やはり小

さい子どもさんでも通ると思うんですけれども、その辺の分かりやすいような表示とかき
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ちんとなっているんですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

林政係長。

◎ 林政係長（三原知明）

ご説明します。不特定多数の人が出入りするような場所に電気柵を設置する場合には、

電気が通電していますよと、触らないでくださいという看板と言いますか、表示板を設置

するということになっておりますので、その設置について、指導を徹底しているところで

す。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

そのほかありませんか。１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

評価実績の２ページで、商工の助成事業あります。それで、評価のところにＢとあって、

人件費補助については、広域連携組織体制への移行促進を強く求めていくとありますけれ

ども、これはどう理解すればいいんですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

商工労働係長。

◎ 商工係長兼労働係長（野戸早苗）

町だけのことではなくて、北海道の商工会の連合会の方に対しまして、今、広域連携で

そういった総務的な部分が連携が図られないというような動きがございます。各個々の商

工会でそれぞれ人件費の計算ですとか、そういった事務費、事務的な部分をもう少し広域

事務組合的なものをイメージとしては、そういったものにしていって、少し人件費を少な

くできないかという大きな流れがありまして、それに対しまして、うちの町の方でも人件

費に対する補助ではなくて、推進する事業に対して町の方も補助を出せないかという部分

の要望をこちらの方でも出しているところであります。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

すみません。補足ということで説明をさせていただきます。今、係長言ったとおりです

ね、商工会連合会の方で人事等をやってですね、例えば指導員等、それぞれの町に配置し

てやっているんですけれども、先ほど私言ったとおり、例えば総事業費からそういう道の

補助ありますけれども、例えば、ちょっと給料の高い方が来るだとか、若ければ給料が安

いだとか、その部分で町にとってはですね、連合会の方での人事の関係でこちらの方に知

内商工会に来た場合ですね、人件費が増減する部分があるんですよ。それを今、係長言っ

たとおりですね、連合会の方でそういう調整をして、人が変わったから補助も大きくなる

だとかという弊害もありますので、その辺を何とか調整できないかという部分とあと事務

的な部分もですね、広域化してですね、削除してですね、そういうものを減らしていけな

いかということを申し入れているところです。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

わかりましたか。１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

商工会の要するに事務局長なんでしょう、違うの。指導員。わかりました。すみません。

それともう１つ、観光関係のことでお尋ねを致します。今、観光事業の推進のために、い

ろいろ新幹線絡みでいろいろ動いています。新聞報道によれば、なかなか四町なり江差も
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含めた各町村、渡島、檜山全体を考えて、連携が取れていないのではないかという指摘が

ありましたけれども、いろいろそれぞれ会議もやっているでしょうし、いろいろ新幹線絡

みでそれぞれの思惑というのはわかりますけれども渡島、檜山を抜きに、全体で議論して

いるんだと思いますけれども、会議の中では連携取れていないんですか。報道のとおりな

んですか。それとも、独自で進もうとする気運が強いのか、その辺、お尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

ご説明致します。木古内駅活用協議会というものが９町で檜山も含めて今、組織されて

います。その中では、今、議員おっしゃったとおり、いろいろ議論を重ねながらですね、

新幹線駅、木古内にできますので、そこを拠点としてそれぞれの広域観光を進めようとい

うことでいろいろ協議しながら、あと実証事業も行いながらですね、観光バスとここの走

っているバスをですね、連結させるだとか、そういう事業も今、行っておりますし、決し

て連携がうまくいっていないということは捉えておりません。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

連携がうまくいっていないということではなくて、うまくいっているということなんで

しょうけれども、であれば、その成果というのは、それぞれ少しずつ上がって現実的に見

えてきてもいいような感じがするんですけれども、ただ、今、課長が言われるように、観

光協会では独自にそういうルートの中で、バス走っています。いろいろ組織的には動いて

いるんでしょうけれども、ただ、地域の人間として、知内町にいる住民として、どう実感

できるのかというのがまだ見えてこないのかなという、確かに連携の中では、大まかなバ

スルートとか、いろいろとあるんでしょうけれども、果たして地域でそしたらどんな活動

がこれからメインになってくるのかというのが見えてこないような気がするんですけれど

も、その辺はどのように今後進めていくのか、お尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

ご説明致します。今、木古内の駅の前にですね、交流拠点施設ということで、新聞に載

っておりましたけれども、それができます。その中にもレンタカー会社とあとそれぞれの

町の情報発信コーナーというものを設けていただくこととなっておりますので、そちらの

方で発信したり、あとレンタカーの周遊ルートをですね、観光協会の方にも何とか例えば、

木古内について降りたら、レンタカーを借りたら、知内町に来たらこういうルートがある

だとか、そういうルートのメニューをですね、観光協会の方に議員も役員さんだと思いま

すけれども、そちらもだいぶ前から申し入れておりますので、そういうもので何とか駅で

降りたら知内の方にですね、向かっていただくようなものをですね、今、構築している最

中です。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

それと、人件費見合いで観光協会に支援しています。先ほどとはちょっと違うんですけ

れども、いろいろ観光協会のウエイトというのが多くなってきているんだろうなと思いま
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す。矢越山荘の管理委託もしたそうでありますし、まして、そういう観光ルートの構築、

または、いろいろ町内で、どういうルートで今、観光案内をするべきかとか、いろいろ議

論をしている最中でありますし、少しずつ身になるんだろうとこれから思いますけれども、

ただ、まだまだ時間がかかりそうな気運もありますので、今の果たして事務長になるんで

すか、わかりませんけれども、１人で今、それを担っている状況にあります。これに補佐

するような形で、手助けしてやらないと、なかなか今の観光事業というのは、前に進まな

いのかなという、要するに１人のウエイトが大きすぎて、あれもこれもなので、なかなか

ポイント的に掴めないというか、その辺のむずがゆさというのがあるんですけれども、今

の観光事業の中で、人件費というか、その事務１人という感じで今後も進めていくのか、

それとも、サポート的な要員の中で、また新年度少し補佐的な、通年雇用でなくてもいい

ですから、時期的に忙しい中でサポートしていくのか、その辺、お尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

ご説明致します。今のご質問ですけれども、観光協会からは予算要望につきましてもで

すね、そういうような臨時的な人の配置をということでありましたけれども、町の方の考

えとしてはですね、町の職員も観光行政を担っておりますので、係としては２名おります

けれども、私入れて３名ですけれども、その辺とタイアップしてですね、進めていこうと

いうことで観光協会の方にも再三申し入れておりますので、その辺でそれぞれカバーし合

ってですね、やっていきたいというふうに考えております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

そのほかございませんか。産業振興課関係。６番委員。

◎ ６ 番（五十嵐捷爾）

今、観光協会のことで関連質問なんですけれども、まず、実績を皆さん重点視している

と思うんですね。実績が上がっているところには、お金をどんどんつぎ込むとか、そうい

う施策をみんな取っているようですけれども、これから大事なのは観光産業だということ

で１番議員も言っているんですよ。それで、もう少し人員増やしたり、スタッフ増やした

ら、かなり上がります。絶対上がると思うんです、私。絶対と言えばまた怒られるんだけ

れど。だから、こういう意見があるかどうか、実績を上げるためにつぎ込むという手はず

もあるはずなんですよ。それをどう考えているか、ちょっと教えていただきたい。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、１番委員さんと６番委員さんから観光協会の人事というか、人員配置の関係で質問

受けましたので、私の方から考え方を説明させていただきたいというふうに思います。実

は今、課長から言いましたけれども、平成２７年度に今の事務局長の給料とそれから１名

アルバイトをという実は要望が上がってきました。そのときに、役員の皆様方と議論をさ

せていただいたのは、今の事務局長さん、確かにいろいろと一生懸命やられていますけれ

ども、なかなか実績として見えてこないということであります。それで、今回、課題とし

て与えさせてもらったのは、体験観光を進めるがために、何とかそこの受皿担っていただ

けませんかと。そのためには、知内町に来ていただくことによって、こういう体験ができ

ますよという体験メニューを作ってもらいたいということを言わせてもらっています。そ

れで、去年からでありますけれども、スリーエスさんにお願いをして、ＯＢの方にトマト
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７５０株植えさせてもらって、去年はですね、町内の保育所の園児の皆様方、幼稚園の園

児の皆様方、湯の里小学校の皆さん、そして、知内町にお越しいただいた人方にそこへ寄

っていただいて、大変好評だったんです。ところが、残念ながら、今、２年目になって、

その動きが全く見えないということがありましたので、先般、その旨は観光協会に伝えて

あります。それと、もう１つ、新幹線開業を今、３月２６日を目の前にして、知内町がど

ういう役割を担えるかということがいまいち見えてこない、それから、９町で連携で協議

会を今、組織していますけれども、今、西山委員からのご質問でありましたけれども、私

もですね、組織はあるけれども、果たしてそれが本当に連携を取られているのかというの

は、私自身も今、疑問を持っています。そんなことからですね、１つの連携としてやらな

ければならないという、１つの渡島西部、それから江差との連携、檜山との連携というの

は、それだけ厳しい地域条件なんだろうというふうに思っています。ですから、木古内に

いくら降りていただけるか、やっぱり本州から来られている人方というのは、どうしても

やっぱり函館に目を向けているんだろうと。そんなことから、今の組織している各自治体

がどんな要するに役割を担って、町独自で一生懸命やらなければ、簡単に連携を組んだか

らといって、観光客が増えるという私、考え方を持っていません。ですから、基本的に今、

観光振興をいろいろとやらせてもらっていますけれども、私は新幹線開業によって、本州

から来られる人をプラスアルファとして見させてもらっています。そこをターゲットにし

てやらなかったら、なかなか厳しい、というのは、２次交通が今、確保されていないんで

す。そして、モニターというか、檜山までバスを動かしていますので、その要するに利用

率といったってまだまだ全然低いという、今、そんな厳しい状況にあります。ただ、レン

タカーが木古内に今、進出している会社がありますから、そのレンタカーを利用して、ど

ういうふうに要するに観光客の人方が動くかというのは、これはやってみなければわから

ない。でも、悲観することばかりではなくて、私が今、手掛けようとするカキ小屋もその

１つであります。それから、小谷石振興もそうであります。そして、湯ノ里の今の道の駅

で展望テラスを設けさせてもらうというのは、その１つであります。そんなことからです

ね、やっぱり町独自でやれるものからきちんと整備することが必要だろうと。その中で、

観光協会がどんな形で要するに担っていただけるというのが、いまいちちょっと動きがに

ぶいのかなという、私自身も思っています。ですから、そこにアルバイトを付けるから、

要するに飛躍的にいろいろと事業展開をするという今、状況ではないというふうに思って

います。ですから、先ほど課長も言いました。うちも職員おりますので、当然その辺の連

携を取りながら、今、当分の間、進めさせていただいて、今、観光協会にある程度、役割

を投げていますけれども、それでどうしても方向性が見えないのであれば、うちがある程

度、リーダーシップを取らせていただいて、進めることも必要でないのかなというふうに

今、思っておりますので、ご理解をいただければと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

６番委員。

◎ ６ 番（五十嵐捷爾）

今、町長、いろいろなことを模索して、便利も考えているようですけれども、それなら

ば、なおさら、足りませんから。１人でできない、絶対。また絶対と言えば怒られるけれ

どもね、本当に１人でやる仕事って決められているでしょう。１人しかできないんだし。

もう１人いると、２倍も３倍にもなることがあるんですよ。そういうことで、どうしても

これだけやるのであれば、人は絶対足りませんから。是非ともその辺を考えていただきた

いと思います。もう一回、町長お願いします。
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◎ 委 員 長（敦澤良子）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

私は否定はしていないんです。それなりのきちんとした実績があって、これだけ要する

にいろいろと努力していますよという、そういう成果がきちんと理解していただけるので

あれば、私はいくらでも支援しようという考え方あるんです。ただ、残念ながら、事務局

長として、今までずっとやってきていました。そんなことからですね、その辺の実績がな

かなか見えてこないものですから、ちょっと厳しい話をさせていただいております。です

から、基本的に観光協会が独自の事業としてどんなことをやるという、そして、町も今、

その辺でお互いに連携を要するに取らせていただくということを言わせていただいていま

すので、決して私は今のままでよしという考え方はないです。だから、今、６番委員さん

も観光協会の役員、それから、１番委員さんも観光協会の役員ということを聞いています

けれども、もっともっと独自の取り組み、こんなことをやりたいということを是非ですね、

町の方に提案をしていただければ、うちの方としてはきちんと理解をして対応をさせてい

ただく。ただ、残念ながら、その動きが今、見えてこないというのが私の今の率直な考え

方をしています。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

６番委員。

◎ ６ 番（五十嵐捷爾）

どうしてもそのためには人手が足りないということは、実際としてあるんですよ。僕で

も事務局長みたいに１人ならできないもの。本当にこれは。だからね、上がるから必ず上

がるというわけでもないんだけど、上がる可能性は大きいということなんですよ。町長が

今まで言うようなところ全部やるといったら、１人では絶対できないから、本当に。実績

を持ってよしとするのではなくて、実績を上げるための手立てだと私は思います。もう一

度、お願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

考え方は何回も質問受けても変わりません。私の考え方としては、そういうことです。

だから、２７年度の予算を要するに議会に提案するときには、きちんとその辺は話はして

います。それが要するに２７年度としてきちんと実績として認められなければ、将来的に

考えることも有りうるということまで話をしていますので、ご理解をいただければと思い

ます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

これで産業振興課関係の質疑を終わります。

ここで説明員を入れ替えたいと思います。

それでは、建設水道課関係の質疑を行います。

８款土木費及び１１款災害復旧費の２項公共土木施設災害復旧費です。主要施策につき

ましては、説明資料の１２ページの質疑を行います。

質疑ございませんか。１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

今回、下水道の接続がなかったということで、浄化槽で２件か、３件。

◎ 委 員 長（敦澤良子）
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何ページですか。

◎ １ 番（西山和夫）

１２ページ、浄化槽の件で。下水道整備の関係でお尋ねします。それで、下水道なんで

すけれども。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

一般だから、今。

建設水道関係の質疑ありませんね。

建設水道課関係ですよ。いいですね。質疑がないようでございます。

説明員を入れ替えますけれども、暫時休憩を致します。

（ 休憩 午後 ２時１７分 ）

（ 再開 午後 ２時３５分 ）

◎ 委 員 長（敦澤良子）

休憩を取り消し、会議を再開します。

教育費主要施策の説明資料は、１４ページから１６ページまでの質疑を行います。

質疑ございませんか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

７番委員。

◎ ７ 番（谷口康之）

実績報告書の教育委員会の部分、３ページの心の相談員ということで、教育長ご存じの

ように、うちの町で平成２５年度の部分で、いじめ防止、全国で一番最初に作った経緯が

あるんですけれども、その辺について、今回のうちの町のいじめ防止の部分で、心の相談

員もそうでしょうけれども、どのような形でそういう効果が出てきているのか、まず、あ

るようでしたら、お知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

子ども達のいじめの防止についてのお尋ねなんですけれども、前にいじめの防止条例作

りまして、それに関しては、毎年度スタート毎にそれぞれの学校の管理職も加わりますし、

校長先生方、十分、趣旨の方もまず、理解していただいているということと、それから、

教育広報、学びの広場を使いまして、年に１度は啓もうを図っていく作業を進めています。

実際に言えば、まず、調査活動なんですけれども、年間２回ほど、各学校でいじめ防止の

調査を行っています。これに関しては、実際の数字が出てきていますし、その数字を学校

で捉えていただいて、具体的な方策を練っていただくという取り組み方をしています。そ

れから、もう１つは、新しいいじめの対応として、スマートフォン等々を使った、電子メ

ディアを使ったいじめなんですけれども、これに関しては、昨年度、１０月頃から教育長

会、渡島管内の教育委員会が全体で呼びかけまして、管内のすべての中学校で、子ども達

が生徒会等々で話合いをして、自分たちで約束事を作って、それを学校全体で取り組んで

いくと。例えば、知内中学校であれば、五常心という標語があるんですけれども、あの五

常心、ＳＮＳ五常心というように生徒会で名前をちょっと改めたものを作りまして、ちょ

っと今、すべて言えないんですけれども、５つの目標を作って、生徒全体でそれを守って

いったり、話し合ったりする機運を作っています。町全体の中で、深刻ないじめそのもの

が起こった場合の対応等も防止条例の中に入っているんですけれども、お尋ねの最初の方

にありました、心の教室相談員の実際の実績の中から見ていきますと、子ども達の中で、
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こんなものが上がっています。ＳＮＳによって、感情の行き違い、あるいは、もつれなど

がケースとして多かった。ということは、ソーシャルネットワークを使って、メールです

よね、等々を使った中で、子ども達の感情の行き違いということがあるので、友人関係の

悩みがそれで、相談の中にあるというのが先ほどのいじめの中に関わることになってきま

す。あと、教師側からは、予防的な支援として、どんなことを行っていったらいいのかと

いうことが、相談員の方にお尋ねがありますので、中学校１日、高校１日、心の教育相談

員の配置して行っていただくんですけれども、先生方にとっては、いい相談相手、相手と

言ったら変ですね、相談するポジションとして機能しているように捉えています。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

７番委員。

◎ ７ 番（谷口康之）

今、携帯、スマホの部分で教育長からお話があったんですけれども、実際の中に中学生

と高校生の携帯率、持っているパーセント的にいったらどのくらいになるのか把握してい

るんでしょうか。もしあるようでしたら。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

去年の調査なんですけれども、まず、高校生１００％、１００といえばちょっと語弊が

ありますが、９５としても。それから、中学生でおよそ７割、ここ１、２年で急激に増え

たのが小学生が６割から７割、以前は３割くらいだったんです。３年くらい前は。今は小

学生の６年生の段階で、５年生、６年生で、さっき言ったように６割から７割という所持

率が報告されていまして、特に小学校での携帯電話の使い方というのはゲームなんですよ

ね、ゲームなんです。小学生の場合には。ほとんどゲームを使うのに多いんですけれども、

それに関する取り組み方についての指導が急がれるという話は、今、校長会、教頭会の中

でも進めています。よって、具体的にそれぞれの小学校、中学校、高等学校で、子ども達

にはお話をしていくんですけれども、今までの感想から言うと、中、高では、かなり子ど

も達の理解度が進んでいて、これらに関する問題というのが、あまり起きる諸事がなくな

ってきたのかなというイメージは強いんですけれども、逆に小学校の方がそういう意味で

は無造作に使いますので、ちょっと心配な面は強いな思っています。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

７番委員。

◎ ７ 番（谷口康之）

今、教育長の話では、小学生の携帯率が私の想像していたよりもかなり高いものでびっ

くりしたんですけれども、１番議員さんの方から前も防犯ベルの部分ありましたね。親御

さんにとって、今、持たせている携帯の部分で、そういう部分のウエイトが大きいような

形で持たせているということではなくて、あくまでも子ども達の要望に添って、ただ漠然

と持たせているのかな、わからなければいいんですけれども、その辺について、わかるよ

うでしたら、お知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

本町の場合で、あくまでも想像ですが、小学校の低学年であれば、所持率が例えば高く

なると、親御さんが子ども達の位置情報を掴むのに安全面として、持たせる可能性という



- 51 -

のが非常に高いと思うのですが、今、お話しましたように、小学校の特に６年生の段階で、

６割か、７割になると、位置情報を掴むというよりも子ども達との家庭の中での話合いの

中で、便利な道具として、それから、１つの遊び道具といったら変ですけれども、会話の

ツールとして、高学年の段階でかなり広まってきているのではないのかなと想像されます。

低学年ではやっぱり今までの事例からすると、位置情報を得るため、子どもに何かあった

場合に持たせて、どこにいるかを探るということがあるんですけれども、知内町の場合に

は、低学年よりも高学年が多いものですから、恐らくこちらの方の傾向が強いのかなと思

っています。ただ、どっちにしても今年度の調査、これに関してこれから行いますので、

年度の終わりには、違う形でまたご報告したいと思っています。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

いいですね。１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

最近、頻繁に小学校から、不審者メールが入ります。それで、先ほど７番議員から防犯

ベルという話もありました。そして、見守り隊、いろいろ方法はあるんだろうと思います

けれども、教育委員会で学校に指導している、不審者対応として、どのような対応をお願

いしているのか、まず、お尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

まず、メールの配信について、確か第１回の定例会でもお話がありまして、まず、すべ

てといったら変ですね、小学校と中学校１校行っていなかったんですが、全部の学校でこ

のメールの取り組みを進めていただきました。まず、これが１点です。それから、不審者

対応に関して、学校について、学校にご指導している中身の１点目は、それぞれの学校の

校区の中で、危険箇所をまず、洗い出しましょうと。これが１点目です。危険箇所は、人

から見えづらいところ。そして、もう１つは、見えづらくて入りやすいところ、これがお

互いの、不審者にとっても、子ども達にとっても、どちらも気を付けるべき、これが１点

目です。それをまず、洗い出しましょう。特にこっちのような橋の下とか、パークゴルフ

をやっているときは別なんですけれども、ああいうところで子ども達よく遊ぶのが好きな

ものですけれども、例えばそういうような死角に入らないようなところが危険だというこ

とが１点目。それから、２つ目は、前にも教育委員会でも配付しました防犯ベルの携行、

これを進めていますし、昨年度、調査した中で、特に小学校の高学年になってくると、実

際に配付した、または、持つべき、持ってほしい、防犯ベル持っていないご家庭があった

ものですから、今年度になって改めて、各家庭に学校からお願い文書を出して揃えさせて

持たせるようには指導しています。それと、声かけ事犯がありますので、無理な話はわか

るんですけれども、なるべく１人にならない。それと、声かけ事犯の事例としては、夕方

から夜ですので、その時刻、特に夜間の外出、高校生以前に声かけられた事件があったん

ですけれども、特に小中学生の場合には、夜間での１人での単独の外出は避ける。あと、

学校の方に不審者が報告されるような場所が何点か入りますので、職員室の中に例えば、

知内小学校へ行ってもあると思うのですが、地図があると思うんです。町内の。ここのと

ころここと、先生方が大体目で見てわかるような仕組みを整えていますので、そういう対

応を取っています。あとは最初お話しましたように、メール配信によって保護者さんの注

意を喚起する。これもなかなかお仕事をしている人が多いものですから、子ども自体が自

分の身を守っていくことが大事ですので、よってそのためには、各学校で防犯訓練、不審
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者対応訓練を行っています。大声を出すとか、逃げるとか、側に近寄らないとか、基本的

な訓練の方はそれぞれの小学校で取り組んでいます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

昼間の対応というのは、ある程度、１００％とはいきませんけれども、可能なんだろう

なと思いますけれども、夜の対応、さっき言われる声かけ事案、夜間多いです。そういう

中で、子ども達も部活等々で、やはり夜に近くの子ども達というのは歩いて帰る子ども達、

結構います。遠いと保護者が車で迎えに来るということなので、そんなに心配はないだろ

うと思いますけれども、ただ、やっぱり元町周辺というのは、逆に一番危険な場所なのか

なと思っていますので、もう少し夜の対応、声かけ事案等に対応する、もう少し具体的な

方法がほしいなというふうな思いしております。

それと、奨学資金についてお尋ね致します。奨学資金、以前、債権条例ができるときで

すね、条例で落としたわけではありませんけれども、不納欠損落としました。それで、今

回も１０年経過ということで、償還実績のないもの、あるもの等で、９５０万円あります。

いずれまた不納欠損の対象になってくるのかなという気が致しますけれども、督促状況を

見て、定期督促通知だとかいろいろ保証人への督促通知だとか、いろいろやっているんで

すけれども、保証人に対する債権条例の適用というのはできるんですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

奨学金のことについては、前からも議会の方で何度もお伺いがあって、ご意見もいただ

いております。実際に今、ご指摘のように、昨年度から保証人の方にも具体的な内容の方

を出しまして、成果が上がってきています。実際には今まで全く無視ですよね、していた

ところから、少額ですけれども、少しずつお金が返ってくるようになって、ただですね、

１０件ほど､全く連絡がないところがありまして、この間も８月３１日の督促の中で、も

う結果の方でましたので、それらの１０件について、まず、最初に本人償還をかけましょ

うと。今、その準備を進めています。本人償還をかけても、実際には今、送っても、応答

がないものですから、恐らく本人からの連絡はこれでもなかなか得られないと思うのです

が、その次に保証人の償還というふうに進めていきたいと思いますので、とすると、今、

お尋ねにあったように、奨学金の返済に関する保証人としての立場として、我々としては

保証人にも償還してきていただいて、こうこうこういう状況を説明して、償還に負担する

我々の立場やこれからの方向というのをお話しすることができるだろうと思っていますの

で、そちらの方に取り組んでまいりたいと思っております。

◎ １ 番（西山和夫）

債権条例で、督促はできるようになったの。

◎ 教 育 長（田中健一）

今、言ったとおりでできると思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

声かけの方はいいですか。６番委員。

◎ ６ 番（五十嵐捷爾）

私の方から１つ、町営の球場のことでありますけれども、野球場のスコアボードのこと

で私、６月に質問したことがあるんですけれども、いまだにちょっと変わっていないんで
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すよね、確かね。それで、いろいろな野球に来て、町長は一生懸命野球に対して情熱を向

けている球場でありながら、まず、変わっていないというのが、ちょっと残念に思います。

いくらかかるのか、これからどうする考えがあるのか、ちょっとお聞き願いたいと思いま

す。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

確かに以前にご指摘があったように、ストライク、ボールに変わりまして、知内町の場

合には、昔のようになっているんですけれども、それを逆に取り替えてほしいというお話、

実際にスポーツセンターの方で、調査していただきまして、簡単に考えれば、玉を取り替

えれば済むかなと思ったのですが、実際はそうではなくて、もっと大がかりな工事になる

だろうというふうに見積りがあったそうなんです。そうなると、スコアボードそのものが

古くなっているものですから、あれ全体を取り替える方法にいかなければ、そのストライ

ク、ボールを色を塗り替えるだけでは済まないだろうと思いますので、ちょっと我々の現

場サイドだけの判断ではこれは難しいなと思っていました。ですから、ここで、わかりま

した、取り替えますとはなかなか言えないんですけれども、平成３０年には、またここで

中体連の大会もありますし、そうやって考えていくと、町のシンボルとしての野球場であ

れば、可能であれば、取り替えるような方法を検討してまいりたいなと。ただ、金額がち

ょっと分からないものですから、即答はここでちょっと勘弁していただきたいなと思って

います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

６番。

◎ ６ 番（五十嵐捷爾）

何回も言うようですけれども、変わってからだいぶ経つんですよね、ストライク、ボー

ル、アウトの掲示の方法が変わっていまして、テレビではもう子ども達ももうしょっちゅ

う見ているわけですよ。それが一生懸命、町の野球の度とか、スポーツのために一生懸命

やっている町長の地元でありながらね、今までと同じというのはね、ちょっと残念だと思

います。私は。是非、実行してほしいと思います。もう一回、町長どうですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

しおさい球場のスコアボードの改修のご意見でありますけれども、以前から６番委員さ

ん、ご指摘をいただいておりますけれども、特段ですね、今、ストライク、ボールの位置

を変えなければ支障があるという考え方は持っておりません。ですから、基本的に今、こ

こでいろいろと大会やっているのは、基本的に公式試合というか、今、教育長言うように、

全道の大会がここで誘致できるとした場合にですね、これは要するにどうなのかというこ

との議論は必要であろうというふうに思っていますけれども、今の時点では、緊急を要し

てやらなければ支障が出てくるという考え方は、持ち合わせておりません。ただ、今、教

育長言われるように、今のスコアボードというか、バックネットというか、全体が今、結

構、塩害で手を付けなければならない、今、状況にありますので、それをきちんと見極め

た中で、総合的に改修に手をかけさせてもらえればというふうに思っていますので、ご理

解をいただければと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）
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いいですか。７番委員。

◎ ７ 番（谷口康之）

実績報告書の１５ページの資格取得の部分で、今回も実績報告書もありますけれども、

１０項目で延べ人数で４９４人ということで、実績報告書を見ますと、合格率が３７％と

いうことになっていますけれども、この辺の部分で、うちの高校生の皆さんは、１０項目

子どもさん達からの要望でこれ、それともあくまでも高校の方でこういうものがあるとい

うことで照会して、こういう受験をしたのか、その辺、まず、お知らせ願いたいと思いま

す。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

高校事務長。

◎ 高校事務長（田中志津夫）

只今のご質問にお答え致します。検定の中身につきましては、学校の方で、検討委員会

というものを設置しまして、各生徒に対して、授業の中でいろいろ指導しているわけです

けれども、生徒に対しては、将来的にこういう検定があって、こういう資格を持つと、進

学、それから、就職について有利な資格もありますよという形で生徒にはお知らせしてお

ります。その中で、生徒自体が本人、自分でこの資格を取得をしたいという希望があれば、

その都度、申込みをしていただいて、受験をしているという状況ではございます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

７番委員。

◎ ７ 番（谷口康之）

細かいことになりますけれども、主要施策のこの中の被服製作技能という、こういう項

目まであるんですけれども、こういうやつも全部ペーパー試験とかそういうのあるの、や

っぱり。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

高校事務長。

◎ 高校事務長（田中志津夫）

この中の被服製作技能検定でございますけれども、中身につきましては、筆記試験、そ

れから、実技ということで、実技につきましては、将来的には、デザイナーですとか、そ

ういった進路をですね、希望している生徒だとかという形でやっている中身でございます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

いいですか。７番。

◎ ７ 番（谷口康之）

そうするとですね、やはりこれ以上、子どもさん達が違う形でこういうものもあるから

ということで、自分たちでもこういう希望をして受けさせてくださいというような要望も、

２７年、そういうものは出てきているんですか、まず、どうですか。

高校事務長。

◎ 高校事務長（田中志津夫）

お答え致します。検定の希望につきましては、あくまでも通常の授業の中で、受けてい

る科目の中で、受けられるということですので、すべて実際に学校の方で勉強していない

科目を受けたいということであっても、それは独自、学校の方では推薦していませんので、

もし受けたいということになれば、自分で自己申告して、受けてくださいということでは

指導しております。あくまでも、学校の授業の中で受けた延長線での資格取得という形で

考えております。
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◎ 委 員 長（敦澤良子）

そのほかありませんか。３番委員。

◎ ３ 番（松井盛泰）

ちょっと２、３点お伺いします。今回、知内町史が印刷できあがったんですね。５００

セットできあがったわけですが、この配布先、先ほどちょっと説明したと思うのですが、

ちょっと記載漏れしたので、配布先、もう一回、お知らせいただきたい。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

次長。

◎ 教育次長（福井誠一郎）

過去、無償提供いただきました道内の市町村１００、それと、郷土資料館、公民館等に

５０、それと、執筆協力者８０、残数を販売目的、合計５００セットでございます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

３番。

◎ ３ 番（松井盛泰）

その販売をするということなんですが、いくらでどこに買いに行けばいいか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

まず、町史に関しては、調査活動入りまして、今、次長さんお話しましたように、執筆

協力者の方もたくさんいらっしゃいますので、１０月に開催される町の文化祭の折りに新

知内町史から学ぶという講座を１項設けたいと思っていました。そこで、この町史の内容

やそれから、構成について、詳しくご理解もしていただきながら、販売価格としては、今、

考えていたのが、１セット、３冊の分冊になっているものですから、５千円ほどで販売し

ていくのがいいのかなと思っていました。よって、町民の方々に紹介をして、学んでいた

だける場を作りながら、そこで具体的な話をして、取り組んでいきたいなと思っています。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

３番委員。

◎ ３ 番（松井盛泰）

今まで町史編纂して印刷しても、誰も金取って売ったことないんですよね。全部、町の

経費でやっているでしょう。何かその辺ちょっと理解できませんけれども、３セット５千

円ということであれば、それは買う人は買うかもしれませんけれども、今までこういう事

例というのはあったのかなと、私の勉強不足でございました。

それから、先ほど１番議員さんの方から奨学資金の関係で、毎回なんですが、どうなん

でしょう。奨学資金の回収をですね、委員会ではなくて、町部局に持ってきたらどうなん

ですか。総務、財源は税なんです。普通の税の回収と同じように奨学資金も総務に持って

きた方がいいというふうに思いますが、町長の考えは如何ですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

はじめに私の方からちょっと説明をさせていただきたいと思いますが、債権管理条例が

できました。それと、税の方では、滞納システムを導入しました。それで、前にもご説明

したことがあるかと思いますが、その滞納管理システムが入りましたので、税以外のもの

についても管理できますので、とりあえず、今年度、今、介護保険と後期高齢者のものを
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今年度一緒に税の方で滞納管理システムで管理していこうと思っています。ですから、来

年度以降、奨学資金、それから住宅使用料、これらについても、その滞納管理システムの

中で管理をしていきたいということで、今、事務を進めております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

３番委員。

◎ ３ 番（松井盛泰）

その新システムの中で、民生関係の部分だけで、住宅使用料、奨学資金入れるときに差

ほど労力必要ないんだよね。今、一緒にやるだけ労力やっぱり分散しなきゃだめなの。一

緒にできると思うんですけれども、どうですか。何百何千あるわけではないんですよね。

何十なんですよ。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。今、システムでやろうとしているのは、税務係の職員がそのシステム

を使って整理するのですが、新たにほかのものを使うので、ちょっと状況を見ながらでな

ければ、一斉に４種類すべてというのは無理なものですから、とりあえず、先ほど言いま

したように、介護保険と後期高齢者をやってみて、その状況を見ながら、次に範囲を広げ

ていきたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

私の方からもちょっと補足をさせていただきます。実は今の債権管理条例の中で、一括、

税務で管理できないかというのは、以前から課題として投げかけておりまして、今、シス

テムが新しくすることによって、何とか可能であるという回答をいただいています。ただ、

今、３番委員さんがご指摘のとおり、すべて今、直ちにというのは、ちょっとですね、今

の体制の中で、税務職員の中ですべて抱えられるかという、データに入れてしまうとそん

なに労力が必要でないのかなというふうに思っていますけれども、今ですね、内部検討を

させていただいております。ですから、今、課長言うように、介護保険とそれから後期高

齢者、これは早急に今、対応をさせてもらいまして、あとは今の住宅料と要するに奨学資

金の関係は、できるだけ早くその体制を構築したいと、それで、うちの担当の方にという

か、課長に話をしているのは、今の体制で一括管理が人員配置で難しいのであれば、私は

その中でプラスをすることについては、構わないよということも言わせていただいていま

ので、もう少し時間を貸していただいて、体制を構築したいというふうに考えております

ので、ご理解をいただければと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

３番。

◎ ３ 番（松井盛泰）

もう１点だけ。平成２４年度から毎回、予算、決算のときにこの問題を問いたださなけ

ればならない、非常に残念な問題なのですが、と申しますのは、町長並びに教育長の教育

執行方針の中にも、スポーツ交流、これを掲げて大々的にやっている実績もございますが、

しかし、その財源というのは、いまだかつて高校野球部後援会の中から出している。この

考え方、毎回同じことを聞いているのですが、教育長にちょっとお尋ねします。公費を使

えば、何かまずい点でもあるんですかね。その辺ちょっと知りたい。どうして、公費使え
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ないのか。きちんとした理由があるんだったらお知らせいただきたい。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

まずいとは思っていませんし、今でも後援会が確かに大きな主目的なものを担っていた

だいているんですけれども、スポーツセンターの方も関わっていますし、十分、公費の方

の全部と言いませんが、一部、そちらの方に入っていると思っていますので、要するに後

援会と町が一緒になって、この野球のスポーツ交流を作り上げていくという捉え方を私の

方ではしていると思うんですよ。よって、これからもですね、知内高等学校野球部の後援

会とそして、我々、教育委員会を窓口にする大会等と含めながら、町とのタイアップをし

た、この交流会というのを盛り上げて開催してまいりたいなと思っています。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

３番委員。

◎ ３ 番（松井盛泰）

一部使われていますと、その実績どこにありますか。一銭も使われていませんよ、交流

会には。どこに実績あります。金額は３０万円か４０万円か知らないけれども、きちんと

やっぱりお互いに、町長なり教育長なりの執行方針で謳ったら、公費でやるべきが本当。

２４年の年から予算、決算でもってずっとこれをやってきている。どうしてもそれ理解が

できない。今、言っていることについても、どうしても理解できないんですよ。理解でき

るように説明できなかったら、別に答弁も何もしなくていいですけれども、もしわかるん

だったら、もう一回言ってください。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

私の方から説明させていただきます。交流大会というのは、以前からも３番委員さんが

ご指摘をされておりまして、その都度、町の考え方について説明させていただいておりま

すけれども、その大会に、交流大会に、町から助成金を出していないから、私なり教育長

が行政執行に載せているスポーツ振興に、それは要するに合わないというのが、私は違う

というふうに思っています。そのほかにですね、町の要するに予算の中に、バックネット

を要するに交流大会だけではなくて、多くの要するに合宿を受けるためにトイレを改修さ

せていただきました。それから、バックネットを改修させていただきました。いろいろと

そこに公費を要するにつぎ込んで、環境整備を整えているんですよね。ですから、私はそ

ういう環境整備が整ったことによって、交流大会が継続をしているというふうに理解して

います。ですから、スタートは、後援会が要するに事業主体となって、交流大会を進めて

きて、今年で７年目になるんですかね、ちょっとその辺、回数はわかりませんけれども、

せっかくそれが後援会事業として、そして、後援会の要するに会員の皆様方の総会の席で、

要するに事業計画をきちんと提案をして、その総会に議決をしていただいている、その中

で、後援会が独自で今やられていることに対して、町がそこに助成をしなければならない

という考え方は、ちょっと違うのかなというふうに思っています。ですから、行政がやる

べきもの、各団体がやるべきもの、この連携が図れてはじめて、まちづくりが進むだろう

という理解をさせていただいております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

３番委員。
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◎ ３ 番（松井盛泰）

どうも毎回、言うことが、話からからからから変わってくるのですが、別に助成をとい

うことを言っているんではないんですよ。町長の執行方針、教育長の執行方針の中で、き

ちんと謳っているのであれば、町の事業として、公費を使った方がいいということを言っ

ているんです。また平行線になりますので、私はこれ以上言いませんけれども、後援会の

ことも本来は言いたい。けれども、あえて言わない。言えないという気持ち少し理解して

ほしい、逆に。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

答弁いいですね。１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

ちょっと教育費だとか、小学校経費、中学校経費、高校経費、それぞれあります。それ

で、総額で６億７，６００万円あるんですけれども、教育、小学校関係で６千万円、中学

校関係で２，８００万円、そして、高等学校費で２億２，６００万円等々あるんですけれ

ども、社会教育費で６，３００万円くらい予算使っています。それで、教育長就任してか

ら、新規の社会教育もありますし、また、継続でずっときたものも多々あるんだと思いま

すけれども、教育長として、これら、全部トータル的に全て必要だという精査かけたこと

があるのか、まず、それを１点お願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

社会教育の事業に絞っていいですか。今ですね、教育委員会で、社会教育の第７次の総

合計画の方、着手しているんですけれども、その話合いの過程の中で、現在、行っている

計画、または、事業について、洗い直ししています。ご意見もいただきまして、必要であ

れば、継続していくし、肉付けが必要であれば、肉付けをしていくと、例えば、１つの例

からすると、その審議会のほかに読書計画が、今、２回目の２次目作っているんですけれ

ども、ここに関しても、以前は学校の先生方と我々、公民館職員等々で作ったんですけれ

ども、今回の場合には、子ども達の意見も反映してやってみるとか、やり方を少し変えな

がら、それに集まる意見なども増やしながら、検討してみますので、具体的な社会教育の

授業に関しまして、第７次の社会教育の中期計画を作成段階で、今、見直しているという

ことで、ご承知おきお願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

それを聞きたかったので、それ以上言いません。

それと、町民プールというか、遊泳館についてちょっとお尋ねします。木工事というこ

とで、２千万円くらいかかっているのか、かかっていないのか、ちょっとわからないんで

すけれども、資料でちょっとおっただけなので、木関係の工事というのは、総体でどのく

らいの金額になるんですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

暫時休憩します。

休憩以前に引き続きまして、総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

今、調査致しますので、しばらく時間いただきたいと思います。すみません。
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◎ 委 員 長（敦澤良子）

それでは、もう一度、暫時休憩します。

それでは、休憩以前に引き続きまして、教育委員会関係の質疑を。

９番。

◎ ９ 番（森永 勉）

２６年度の決算なのですが、今、体験学習案内していました。中学校、高校生、たまた

ま、明日、私の家に１人来ることになっています。そんなことで、我々、主要産業にいろ

いろと子ども達が入ることを歓迎しているわけでありますが、学校側から見て、目的は何

でしょう。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

キャリア教育の一環として行っているんですけれども、今、中高生がそれぞれの町の事

業所、または、森永さんも含めまして、農業や漁業の体験もするということは、自分が大

人になったときに、社会人になったときにどんな職業を選択し、どう社会に貢献するかと

いうことを具体的に身を持って体験するという活動の一環になります。これは、キャリア

教育と言いまして、職業体験と簡単に会されるわけではなくて、自分が社会人として、社

会にどういう貢献ができるか、または、その活動を通しながら、今まで見たことがない、

感じたことのないものを改めて自分のものとして受け入れていけることが可能になるだろ

うと、確かに非常にレベルの高いと言いますか、活動になります。実際に中学生と高校生

で行っていて、今、高校生、我々、公民館の方にも来るんですけれども、２日間の体験に

よって、子ども達ですね、公民館に来ている生徒さんを見ても、随分、大人になっていく

ような気はします。例えば、図書の整理をしたりとか、電話の受け答えをしたりとか、そ

れから、清掃活動を手伝ったりだとか、やっぱり実体験で目で見て、耳で聞いていること

と、実際に自分が手を動かしてやってみるというのは、大きな違いがあると思うんですよ

ね。たまたま昨日、中学校の学校祭がありまして、前半に青年の主張大会で、１年、２年、

３年生の代表の方が３名お話しました。その中の１人がですね、今の職場体験で、保育園

を訪れましたと。保育園を訪れて、自分が実際に保母さんと同じ仕事をしてみたら、自分

が子どものときにはとてもかわいがってもらって、ありがたかったんだけれども、実際、

その仕事をしてみると、こんなに大変だったのかと、そういう感想もお話していました。

よって、学校の机上の、机の上では学べないことが、実際に訪れていきながら、学んでい

けますので、是非、優しくしなくて結構ですので、びしびしと教えていただければ、かえ

ってそれが子ども達のためにきっと将来なっていくと思いますので、受入方、どうぞ、よ

ろしくお願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

９番。

◎ ９ 番（森永 勉）

私の家に先生から懇切丁寧に成績表まで、判定する基準まで全部来ました。それで、た

またま希望で入ったんだよということですから、余りにも悪いことを書けないのかなとい

う、こんな温情を持っていますが、非常にいいことだと思っています。体験するというこ

と。ただ、中学生が１か月ほど前ですが、中学生は５人、１５人とかという、団体的に入

ったようですね。そして、たまたま入った中学生徒に聞きましたら、ほとんどが草取作業

だったと、農家ってあんなにきついんだったら、やりたくないよと、こんな声、３人から
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聞きました。これは、町長さんにもちょっとこの前言ったことがあるのですが、ですから、

厳しければ厳しいような反応になるのかなと、優しくしたらまたどうなるんだろうと、非

常に今、危惧していたところなんですが、非常にいいことだと思っています。実態を知っ

てもらうということ。これからもあまり堅苦しい感じではなくて、なるべく希望でどこで

入りたいと言った方がいいのかな、こんな気がしています。これからも工夫をしながら、

我々の方にも目的はこうなんですよということを教えていただければ、高校から私のとこ

ろに来たのは、非常に懇切丁寧に先生から電話来る、書類も来る、今、それをどう判定す

るかというのが、私の仕事なのですが、大変、有意義な施策だと思っていますので、まだ

まだいろいろと角度を変えて勉強していただいて、どんどんそういう形を養っていただけ

ればと期待をして質問を終わります。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

それでは、先ほどの管財係長の方から。さっきの１番さんの遊泳館の工事費について。

◎ 建築係長兼管財係長（小嶋 隆）

プール工事費ということで、分離発注していますので、木工事となると、建築の主体工

事ですが、総体、設計で約３億３，７００万円なのですが、そのうち木材、構造材の部分

で言いますと、経費、消費税を含めまして、そのうち約１億２，７００万円ということに

なります。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

いいですか。１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

これは、三井住友というんですか、建材に発注かけた部分、工事を手掛けた部分なんだ

ろうと思いますけれども、地元の地場材を活用するということで、この１億２，７００万

円のうち、地元材というのはどの程度なのか、そして、地元に落ちたお金というのは、ど

の程度なのか、お尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

小嶋建築管財係長。

◎ 建築係長兼管財係長（小嶋 隆）

今の金額につきましては、集成材だけではございません。下の部分で構造でそのままの

木材も使用していますので、そのトータルを含めての金額になります。補助上、地場材と

いうことで、集成材につきましても、ラミナーと言いまして、原木を切り出したスギにつ

いては、知内産の材料が行っています。ですから、集成材に加工したのは、三井住友系の

加工でございますけれども、材料そのものは知内と。あと、実際、知内に落ちた金額につ

いては、ちょっと工事発注した中で支払われておりますので、そこまでは把握しておりま

せん。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

地場材を活用するということは、如何に地場振興につながるかということで、町長も一

生懸命やっているんだろうと思います。そういう中で、やはり地元にどの程度、これをや

ることによって、木材関係の方々が潤ったのかという、まず、そこを把握するべき一番大

事な問題なんだろうなと思ったんですよ。それで、抑えているのかなと思ったんですけれ

ども、抑えていないということなので、是非、やっぱり１億２，７００万円で、集成材は

ここでできませんから、材を送って、集成加工して、工事をするというのは、通常の流れ、
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また、内部的なスギ材を使ったり、いろいろなフロアを使ったりということで、地場材、

トータルでどの程度、やはり町内にこの工事を行うことによって、お金が落ちるのかとい

う、非常に興味はあるところなんですよね。是非、その辺は後ほどでもいいですから、把

握して、お伝えしていただければありがたいなと思います。

それと、最後に以前、小谷石神社でお祭りでちょっと飲んでいたときに、北電関係者が

ぽつっとつぶやいていました。以前、こちらにいて、また出向で来た人なんですけれども、

以前、小学校、中学校、高校生、どこで会っても知内というのは、挨拶をしてくれたと。

子ども達、全般的に。そして、それを本所なり、出先に出向する都度、やはり知内という

のはこういう町なんだよということで、自慢げにＰＲしたそうです。それが帰ってきて、

道ばたで会っても挨拶をしない、どうなったんだろうねと、自分というのは、知内の宣伝、

ＰＲを一生懸命したんだけれども、嘘ついたみたいでがっかりだったというお話をされま

した。それで、自分も小学校、中学校、高校行く機会あります。議長も多々、名簿を見れ

ば、参加しています。その中で、一番挨拶が悪いというのは、小学校。中学校はすごいも

のがあります。高校も。どっちかと言えば。ただ、それが町内で道路でそしたらどうなん

だということになれば、それはちょっと自分も車で通る方なので、あまり把握はしていま

せんけれども、やはりそれだけのよそからきた目線というのが、子ども達に対するイメー

ジというのは、本当に明るいすばらしい子ども達だという、笑顔で挨拶してくれるという

のは、一番、宝物なんだろうと思います。それがさっき言うように、それが崩れたという

のはどこで崩れたんでしょう。教育長どうですか、町を歩いていて。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

今のご指摘、実はですね、校長会の中でも同じような意見が出たんです。最近、小学生

の挨拶があまり良くないと。ただ、そのあまり良くないの程度が以前と比べてだと思うん

ですけれども、ほかの町よりはいいんだけれども、前に比べてきっと低いのかもしれませ

ん。ただ、同じような認識は僕も校長先生方から伺いました。自分のことなんですけれど

も、実際、歩いてきながら、中高生はあれですよね、後ろから自転車でそっと忍び寄って

きて、おはようございますとドキッとびっくりするんですけれども、小学生は確かにそこ

の橋のところで、交通安全指導員の方と元気よくはやっているんですけれども、それは確

かにないのかもしれません。ただ、さっき１番議員さんが、今回の一番最初にご質問あっ

たように、不審者の対応の中で、一番大事なことが実はここなんです。自分からおはよう

ございますとか、こんにちはと相手に声をかけることによって、相手との不審者だったら、

それがしづらくなるとか、それから声をかけることによって、自分がもっと一歩近づいて

いけるとか、それが実はあるものですから、改めて学校の方にも話もしながら、ただ、や

れということではなくて、その必要性と自分たちがそういう町に誇りを持って住んできて

いるということと、先輩のそういうのを受け継いでいくということで、指導の方してまい

りますので、少し時間の余裕をもらえればありがたいと思っています。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番。

◎ １ 番（西山和夫）

金曜日かな、議会のときに帰り、車で帰るときに、ちょっと子どもが通ったので、窓を

開けてさようならと言ったんです。そしたら、しませんでした。今、言うように、今思え

ば不審者と勘違いされたのか、逆にそういう不審者的、防衛本能が働きすぎて、逆にしな
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いのか、先ほども言いますけれども、メールで本当にそれこそ事ある都度、不審者のメー

ル入ってきますので、学校も多分、その都度、子ども達には伝えているんだろうと思いま

すので、そういう面で、本当に声が逆に、小学生だけなんですよ、掛けづらくなったとい

う面があるのかなという面がありますので、是非、不審者は別にして、声がけというのは

随時、また復活して、明るい知内町になるようにお願いしたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

答弁いいですか。それでは、そのほか、教育委員会関係ありませんか。

７番さん。

◎ ７ 番（谷口康之）

１６ページのスキー場のリフトの電動機更新、機械一式となっていますけれども、この

金額の内訳はどのようになっていますか。

それから、実績報告書のリフトの利用状況とリフト券の売上げ状況なんですけれども、

季節的に２月、３月があれなんですけれども、ちょっと実際の数字が載っていないんです

けれども、もしきちんとわかるようでしたら、お知らせ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

センター長。

◎ スポーツセンター長（上村政美）

まず、１点目のですね、電動機更新工事の中身の関係なんですけれども、ちょっと今、

手元にですね、設計書と言いますか、その辺ございませんので、詳しい内容はですね、後

ほど報告させていただきたいと思います。

それから、リフトの販売の関係、これもですね、大変、申し訳ございません。掴んでは

あるんですけれども、手元に持ってきていなかったものですから、大変、申し訳ありませ

ん。これも後ほど報告させていただきます。実績報告後にですね、体育指導員だとか、ス

ポーツ指導員、それから、施設運営委員の会議もありまして、抑えてはいるんですけれど

も、ちょっと私、持ってきていませんので、大変、申し訳ございません。後ほど報告させ

ていただきます。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

ということで、後ほど。あと、そのほかありませんか。

（「なし」の声あり）

なしということでございますので、教育委員会の質疑を終わりたいと思います。

ここで、説明員を入れ替えます。

それでは、各課毎の歳出に関わる質疑が一通り終わりましたが、歳出全般にわたって質

疑漏れのある方いませんか。

１番。

◎ １ 番（西山和夫）

総務関係で、実績報告書なんですけれども、大気測定状況あります。失礼致しました。

知内町発電所公害防止に関する測定結果報告です。９ページ、１０ページになりますけれ

ども、残留塩素、濃度ということで、０．０２ｐｐｍ以下ということで、それぞれ測定結

果出ています。その０．０２以下というのが結構あるんですね。これ条件的には、０．０

１の出力とちょっと比べて見ているんですけれども、出力的には大差ないんですけれども、

その残留塩素だけ０．０１になってみたり、０．０２になってみたりするということで、

要するにマックスなわけなんですよね。以下でありますから。それで、以前、いろいろ問

題がありましたけれども、ただ、０．０２というマックスまでいくというのは、大企業の
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感覚からいけば、きっと０．０２という値は出てこないという想定だったと思うんですよ

ね。それがそこまでいってしまったということになれば、これから先、それを上回る可能

性があるのか、その辺ちょっと危惧するところなんですけれども、是非、その残留塩素濃

度がそこまでいった要因、または、今後、下げる努力というのは、どの程度できるのか、

多分、聞いても返答できないと思いますので、お尋ねしていただければありがたいなと思

います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。実績資料に記載しております残留塩素濃度の基準なんですけれども、

これは町と発電所との協定値の基準です。それで、これは大気汚染の方の基準でいくと、

更にそれよりも厳しい協定基準を設定しているので、まず、１点目そこはご理解いただき

たいと思います。それで、どうしてここまでの数字が出ているか、それから、どうやれば、

これが下げられるのか、ちょっと私の方では把握してございませんので、その辺は北電さ

んの方に確認をして、後ほどご説明したいと思います。よろしくお願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

ということでございますので、よろしいですか。

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

それと、町内にメガソーラー発電が１件進出したということで、この固定資産税はどう

いうふうになるんですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。固定資産につきましては、毎年度、１月１日基準日で、それで申告を

していただいて、次の年度に課税になるということで、今年度、平成２７年度に運用開始

しましたので、来年度、平成２８年度からの固定資産税の課税になります。それで、ほと

んどがパネルですので、償却資産という形での課税になりますが、申し訳ございません。

まだ申告来ておりませんので、私の方ではちょっと税額までは把握してございません。よ

ろしくお願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

９番。

◎ ９ 番（森永 勉）

今のメガソーラーの関係なのですが、償却資産と固定資産とあるわけでしょう、土地は

そのままの評価で、例えば、農地を転用すればそのままなんですか。固定資産と施設の償

却資産と２本立てになるんでしょう。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。固定資産税につきましては、土地と家屋と償却資産と３つの種類があ

りまして、それで、今の太陽光発電については、土地も確か取得をしていますので、その

分と上に建っているパネルの構築物償却資産分として合わせたものが、固定資産税として

課税になる予定になっています。
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◎ 委 員 長（敦澤良子）

９番。

◎ ９ 番（森永 勉）

総的には固定資産だよと、そこで、土地の場合の評価はどのようになるんですか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。雑種地の評価額になります。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

いいですか。それでは、そのほかに質疑漏れ。７番。

◎ ７ 番（谷口康之）

ふるさと創生事業の部分でちょっと教育長に確認したいと思いますけれども、予算委員

会でも中学生の部分でですね、２６年度か、２５年度に１回やめるということになったん

ですけれども、またやるという形で進んでいますけれども、高校生の場合は、今の部分で

大変、内容の濃い授業になってきたんですけれども、中学生の場合は、私、ちょっと記憶

的には、ただ、漠然と行かせるということで感じたんですけれども、その辺の中学生の対

応ということは、内容的なものはどのような形で進めるつもりでいたのか、まず、お知ら

せ願いたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

海外研修、中学生の分が今年度で終わりになるんですけれども、そのあとの対応につい

てなのですが、今年の取り組みとして、試験的にまず、やってみたことが、森町のネイパ

ル森で、渡島教育局が主催で行うイングリッシュキャンプというものがあります。夏休み

中と冬休み中に延べ１週間くらいになるんですけれども、そのイングリッシュキャンプに

中学生を試験的に参加させてみました。実はそれには、保護者の希望で、渡島局で取りま

とめるんですけれども、事前にちょっと話をさせていただいて、知内中学校に５名の枠を

くれないかということで、５名の枠を内諾いただいて、今年度、募集してみました。実際

には、５名の枠で募集したのですが、３名しかいなかったのですが、中学校のお話では、

冬のちょうどイングリッシュキャンプがあるときに、海外派遣もあるので、それもあるか

らこうだったのかなというお話があったんですけれども、代替策として、今、お話しまし

たように、イングリッシュキャンプをしたいなと思っていたんです。ネイパル森で我々が

事業主ではないのですが、参加していただいた中で、成果は非常に高いものがありました。

よって、これをですね、いつとは言明できないのですが、町独自でやりたいんです。そう

すると、中学校ばかりではなくて、小学生も一緒に入りながら、イングリッシュキャンプ

ができますので、その準備を今、取りかかっています。というのは、北海道函館校に毎年

留学生が２０人ほど来られまして、ちょうど９月の段階で入れ替わるんです。その留学生

の皆さんをこのイングリッシュキャンプの先生方として、町の勤務していただいているＡ

ＬＴと一緒に子ども達に指導してもらえればいいだろうと。これをですね、教育大学の先

生と打ち合わせをしまして、今年の１１月だと思うのですが、１１月、日にちの方はっき

りしないのですが、１１月に留学生と先生１回来ていただきまして、町内の学校のまず、

見学をしていただくと、中学校で生徒と一緒の交流会を持っていただくということと、そ

れから、公民館で、英語推進協議会の先生方と一緒にお話合いの場をそこで持とうという
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計画を今、進めています。これをスタートにして、知内町でのイングリッシュキャンプ、

これに中学生の参加、とすると、枠を決めなくても、例えば２０人でも、３０人でも、学

年の枠を取っ払っても参加できますので、そういう授業を取り組んでいきたいなと思って

いますので、具体的な計画、今回、試行したことを含めて、早い段階に練っていきたいと

思っていますので、ご理解していただければありがたいと思っています。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

よろしいですか。それでは、スポーツセンター長の方から、先ほどのリフトだとかの利

用状況についてということで。

◎ スポーツセンター長（上村政美）

大変、申し訳ございません。ご説明致します。まず、リフトの利用状況でございますけ

れども、発券回数ですけれども、４２，８２９回、１日平均６３９回、それと、リフトの

売上げ状況でございますけれども、全体で２９万１，５２０円となっております。続きま

して、電動機更新工事の内容でございますけれども、この電動機はですね、スキー場の下

の方にリフトが回転して、上の方に上がっていく、その部分とですね、そこに電気を送る

変圧器というものがスキー場の下の小屋にございます。この２つがですね、主な工事の内

容となっております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

７番。

◎ ７ 番（谷口康之）

それはわかるんですけれども、せっかく実績報告書の中に、２５年度と２６年度の比較

というやつ載っているものですから、できれば、２５年度と２６年度でどのくらいの違い

が出てきているのかということを２月、３月きちんと私は教えてほしいなと思うんですけ

れども、それが今、ただ漠然と数字だけぼんぼんと言われても、ちょっとこういうふうに

細かく載っているものですから、せっかくこうやって作っている以上は、そういう形に添

った答えをちょっと欲しいなと思ったんですけれども、それがちょっと出てきていなかっ

たものですから、全体的な２５年度とか、２６年度の全体的な把握ができないから、その

辺ちょっと不満だなと思うんですけれども。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

スポーツセンター長。

◎ スポーツセンター長（上村政美）

実績報告の方はですね、第１回定例会の開催時までの分ということで、どうしても１２

月段階くらいまでしか掴めない、今、私、申し上げたのは、これは、その後ですね、クロ

ーズまでの分ということで、整理をしているわけなんですけれども、これにつきましては

ですね、重なる部分もありまして、実績報告後の部分についても、今の実績報告に準じた

形でですね、整理をしていますので、後ほどですね、プリントしてお渡ししたいと思いま

すけれども、よろしいでしょうか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

議長。

◎ 議 長（伊藤政博）

今、７番議員からありましたけれども、第１回の実績報告書ありますね、当然、第１回

の定例会、３月ですから、２月、３月分の資料抜けているんですね。私もいろいろな部分

見るんですけれども、どうしても１年間の分わからないんですよ。ですから、１定の段階

でこれを出せというのはもう無理なことですけれども、今回、やはり決算審査の段階で、
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我々、これも参照するわけですから、欠けている部分、２月、３月の部分もですね、今後、

決算委員会の折りにはですね、実績報告書に抜けている２月、３月分を補充した形でです

ね、提出是非ともしていただきたいと、今回はちょっと間に合いませんけれども、来年度

以降、是非ともそのことを対応していただきたいとお願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

ということで、実績報告書、これから出してもらうようにして。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 眞）

今、７番委員さん、そして、議長からもご指摘ありましたけれども、おっしゃるとおり

かというふうに思っております。それで、先ほど来、言っておりますけれども、実績報告

書については、３月議会、３月の頭でございますから、１月いっぱいまで資料として出せ

るのが限界かなと。場合によっては、１２月末かなというふうに思っております。それで、

今、ご指摘ありました町営スキー場に限らず、通年で施設利用していただいているものに

ついては、全て同じ考え方になろうかなというふうに思っておりますので、施設の利用状

況ということの中で、どういう形で整理できるか、今後、内部的にちょっと検討させてい

ただきますけれども、決算審査の折りにそれらの資料を別立てでちょっと整理をさせて提

出をできればというふうに考えておりますので、よろしくお願い致します。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

それでは、１番。

◎ １ 番（西山和夫）

民生課長にお尋ねします。胃がん検診でお尋ねするんですけれども、以前、中学校で例

のピロリ菌で議論しましたけれども、当時は、中学生のピロリ菌を駆除するということで

お尋ねしました。今、最近の報道を見れば、そのピロリ菌に感染しているのかまで、随分、

助成しながら、医療費抑制等につながるということで、多くなっているのかなという思い

がします。この胃がん検診の結果、ちょっとわかりませんけれども、今後、そのピロリ菌

対策として、ある程度、年齢制限は必要だと思うんですけれども、その対応を今後、ある

かないかの陽か陰かの検査、もしくは、除菌まで対応するのか、その辺はわかりませんけ

れども、いずれか対応するという考えはあるのか、お尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。ピロリ菌の関係ですね、これについては、１番委員さんご存じのとお

り、中学生までは今、今年もですね、予算を上げて、これは教育委員会サイドの部分でや

っていますけれども、ただ、このピロリ菌の要するに効率的なものは、医学的にはかなり

除菌できるだろうと、そういう話は新聞等でありますけれども、最終的に医学的なもので

ですね、本当にこれが現実的にいいのであれば、今後ですね、一般の方も含めて検討して

いきたいなというふうには思っていますけれども、ただ、今、現在段階ではですね、今、

言ったとおり、医学的にどうなのかという、医学的に学会でですね、双方意見があるみた

いですので、その辺、見極めながら、今後、そういう対応をしていきたいというふうに思

っています。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番。

◎ １ 番（西山和夫）
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医学的にいろいろと見解があるということなので、それで中学校やっているのなら、ち

ょっとおかしいな、腑に落ちないなという思いがあるんです。どっちかに統一して、やる

ならやる方向で進めていってくれれば、ありがたいなと思います。

それと、主要施策の４ページになんですけれども、総合相談あります。見守り支援とい

うことで、ここの括弧書きの中に、介護に関する悩みとか、いろいろとあります。その中

で、知内社会福祉協議会で３４件、しおさい園に９件とありますけれども、介護に関する

悩みなのか、苦情なのか、相談なのか、権利なのか、その辺の内容的な相談というのは、

どのように分析されているのか、お尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。大まかなものは、介護に関する悩みが、ほぼ９０％以上あります。あ

とは苦情等ですね、相談、権利等の部分については、現在ありませんので、一番やっぱり

多いのは、しおさい園も含めてですね、介護の悩みということで、ご承知しております。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番委員。

◎ １ 番（西山和夫）

最近、老老介護ということで、高齢者が高齢者を介護するというのが常態化してきてい

ます。決して、家族というか、子ども達がいないわけではないんですけれども、それぞれ

の事情があって、なかなかそこまで手が届かないということで、どうしても老老介護にな

らざるを得ないという状況の中で、女性が男性を介護するというのは、ちょっと語弊があ

るかもしれませんけれども、男性が介護するよりは、少しは気が楽なのかなという思いが

あるんですけれども、ただ、男性が女性を介護するというのは、多々、悩み的なものもあ

るそうなので、できれば、そういうもし、窓口がこうしてあるのであれば、ただ、ヘルパ

ーの関係、ケアマネージャー等の関係がありますので、時間にどうのこうのというなかな

か言いづらい面があるそうなんですね。それで、もう少しワンクッション置いて、町が、

民生課が少しこれらの対応にあたるという窓口を設定してもいいんじゃないかなという気

がするんですよね、その辺、どう考えますか。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。今の介護の部分についてはですね、社協さんももちろん、今、総合相

談やっていますけれども、うちの包括の方でですね、そういう方がいましたら、電話等で

すね、気軽に電話してもらえれば、うちの保健師サイドの部分でそういう悩み事、もちろ

ん介護も含めてですけれども、包括の保健婦さんが出向いて、そういう悩みも一応解決し

ています。そういうものを含めてですね、それが今度はケアマネージャーとか、ヘルパー

さん、社会福祉協議会、しおさい園、そういうところに回しましてやっているような仕組

みになっていますので、うちが音頭を取るということではなくて、そういう方が相談あれ

ば、うちの方ではいくらでも対応するということで、ご理解を願いたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番。

◎ １ 番（西山和夫）

是非、しおさい園と窓口が社協になっていますけれども、広報の中で民生の方でも相談
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に応じますという一言書けば、やはり民生であれば相談できるけれども、社協であればな

かなか行きづらいという人もいるし、社協よりもしおさい園の方がなおさら行きづらいと

いう、それぞれの選択肢が広がると思いますし、是非、民生の方で保健師さんが対応でき

るような対応もひとつ加えていただければ、ありがたいなと思います。

それと、主要施策の４ページでありますけれども、シルバー世代による子育てサポート

クラブの設立を検討しますということなので、いろいろ実績、成果の方に課題書いてあり

ますけれども、今の状況的なものは、課題のとおりなのか、それともこれ以外にまだ課題

あるのか、お尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

今のシルバーの人材の育成の関係なんですけれども、これもいろいろと内部でですね、

今年度も一応、検討しています。それで、どういう形がですね、一番いいのかというのが、

非常に、例えば退職された方がいろいろな技術を持ったり、いろいろなことを持った人が

いますけれども、その辺をどう活用していったらいいかということがですね、非常にどう

いうシステムでやるかということが、うちの方の中ではちょっと今、現在、検討最中なん

ですよね。ですから、そこも含めて、今、２７年度中に何とかその辺の方向性をみて、で

きれば、今後、町でやる介護予防、１、２の関係、それをそちらの方に変更しながら、そ

ういうシルバーの人材を活用しながらですね、町としてもやっていきたいなというふうに

思っています。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１番。

◎ １ 番（西山和夫）

先般、報道でやっていたんですけれども、シルバー世代と子育て世代、建物、子育て世

代とシルバー世代があって、花あかりみたいな感じだと思うんですけれども、それが要す

るに行き来できるラウンジがあって、そこでお互い子育てをしながら、核家族ですね、じ

いちゃん、ばあちゃんとの触れ合いを楽しんだり、また、子育て世帯がそのシルバー世帯

のお世話になりながら、子育てをするという、ちょっと報道が出ていました。多分、これ

に値するんだろうなという気がするんですよね。ただ、そうなると、施設をそしたら改め

て建てるのかとかいろいろ今、たまが町にはありませんので、これから投資しながらそう

いう方向性でいくのか、また、ひとつどこか拠点を設けながらテスト的にそういう世帯間

交流を目指すのか、やはり確かに課題で６０歳以上の方が就労していますので、なかなか

ボランティア的にサポートしてもらえるという方が少ないんだろうなとは思いますけれど

も、花あかりでも現実問題、元気な年寄りが基本的に入りますので、そういう方々との交

流を深めながら子育て支援につなげていくというのも１つの方法だろうなと感じていたと

ころなんですけれども、今後の方針としてどうなのか、お尋ねします。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。今、６０歳以上の方のシルバーの部分なんですけれども、学童が今現

在やっているんですけれども、実際問題、学童も含めたマンパワーが足りない状況でです

ね、例えば保育士が本来のあれなんですけれども、そこをですね、今、言ったボランティ

ア的なもので、見守りということで、そういうところにも活用したいなというふうには思
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っていますけれども、先ほど言いましたとおり、その辺の整理がですね、しっかりうちの

方でまだできていませんので、その辺も含めてですね、先ほど言った介護の要望関係、そ

ういうものも含めながらですね、今後、検討していきたいなというふうに思っています。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

よろしいですね。９番。

◎ ９ 番（森永 勉）

委員長にお願いがございます。第三セクター、スリーエスの社長人事についてお伺いし

たいのですが、よろしいでしょうか。いいですか。第３セクター、スリーエス、社長は今、

副町長であります。確かに株５０％以上持っています。ただですね、当時、スリーエス、

第三セクターが設立した時点では、民間のノウハウを活用した町の施設を管理してくださ

いよということだったと思っていますが、時代の流れの中で、いろいろ変革の中で、２０

年の間に社長さんも２人、３人、変わったんでしょうかね、そんな状態でありますから、

ただ、先ほど来、町長からも言われていました、人事がちょっと人手不足で、できない部

分もあるんですよというような言葉だったと思いますが、今、副町長の立場で、この人事

が果たして、副町長の立場と第三セクター、スリーエスの社長の立場と併用して、副町長

自体、どのように、これが全うしているという解釈をしてよろしいんでしょうか。非常に

厳しいですということなんでしょうか、端的に答えてください。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

ご本人に聞きたいと言うことでございますので。副町長。

◎ 副 町 長（網野 眞）

副議長の今、お尋ねでありますけれども、スリーエスの経営、昨年の６月から実は経営

を任されて、今、現在、その任にあたっております。それで、実際のところ、役場の町の

副町長という立場、それは、町民の皆さんに迷惑をかけるわけにはいかないということの

中で、各課長の協力も得ながら、誠心誠意、その任にあたっております。また、スリーエ

スの経営ということについては、実は私、時間的に必ずしも十分取れないということもご

ざいまして、これは取締役会の中で、取締役の皆さんにお願いをして、今、取締役が私含

めて８名、それと、監査役が２名、合わせて１０名の役員がいるんですけれども、取締役

の皆様方に、私が例えば、会議ですとか、事業ですとか、そういうものに出られないもの

については、その取締役の順位、代表取締役の職務代行の順位がございますので、その順

位にしたがって、お願いをして、その代役を担っていただくというのが実態でございます。

それと、もう１つは、部長が１名いるんですけれども、これまで社長が専任社長でござい

ましたけれども、私の場合にそういう状況にございませんので、今、部長には、相当負担

をかけて、いろいろな面でやっていただいるのかなというふうには思っております。それ

で、今、業務がこれまでより更に増えてきているという状況の中、今、ちょっと手元にし

っかりとした資料はございませんけれども、社員が３６名だったかと思います。臨時、ア

ルバイトを含めると、ほぼ４０名にならんとする社員数ということの中で、部門毎に主任

が実はそれぞれ貼り付けしているんですけれども、必ずしも主任というものがなかなか機

能しきっていないということの中で、主任にも自覚を持たせながら、それぞれ業務、業務

でしっかりした仕事をやっていただく、さらには、部長がその束ねとしてしっかりやって

いただくということをやりながら、何とか作業の遂行をしていきたいなというふうには思

っています。ただ、必ずしもそれがじゃあ十分両立できているのかというのは、私の方か

らはちょっとなかなか申し上げづらい部分で、ただ、何とか株式会社でございますから、

第三セクターとは言っても、株式会社でございますから、株主の皆さんにご迷惑をかけな
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いように、さらには、本来であれば、少しでも株主配当ができるような形の会社運営、さ

らには、従業員の皆さんが今、以上、生活の質が向上できるような待遇改善もできればな

というふうに思っておりますけれども、今回の報告の中でもありましたとおり、赤字決算

ということの中で、なかなかそういう状況にもなっていない。その会社の厳しい状況につ

いては、社員にも話をしながら、今、以上、社員、役員を含めて、奮起して会社の発展、

さらには、それがまちづくりの一翼を担うという気持ちで今、現在、頑張っているという

ところでございますので、私の能力から持ってすると、少し重いかなという気も致します

けれども、今、現在、何とかしっかりやっていけるように頑張っているという状況でござ

いますので、何とぞ、ご理解をいただければと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

９番。

◎ ９ 番（森永 勉）

副町長、頑張るということでありますが、決裁ひとつ取りましてもね、副町長は乙決裁

でいいんでしょうけれども、やはり社長となったら全部やっぱり決裁でしょう、会社は。

それだけでも大変だなと、私はそう思うんです。ですから、町長に追随します、各担当課

長さん方にその重みが多少なりとも５％なり、１０％なりともいっているのかなと、そう

すると、課長さんの仕事、また係長クラスにいっているんだろうと、町長さんはもう営業

一本ですから、これはあまり私どもも期待以上のことしていますので、あまりこっちの方

には目を向けなくてもいいと思っています。正直なところ。副町長なんですよ、それが会

社の社長では困るんですよね、私は。端的に今、いろいろと述べられましたが、最後には

頑張ると言っていますが、頑張ってほしいのは事実なんですが、そこで、今の人事のまま、

どのくらい、これは会社ですから、やりたいと言ってもだめだよと言うかもしれませんし、

だめだよと言ってももう一回やれと言うかもしれません。その辺の今の副町長の考えとし

ては、どの辺でけじめを付けるのかなと、それだけお聞きしたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

副町長、もう一回。

◎ 副 町 長（網野 眞）

一番、最後の部分のいつの時点でけじめを付けるのかということは、私の方から申し上

げるべきことではないのかなというふうに思っています。これは、株主の皆さん、さらに

は役員の皆さん、そして、筆頭株主である町の方の考え方によるところになるのかなとい

うふうに思っております。それで、今、副議長の方から、当然、兼務でやるということは、

役場の仕事にも少なからず支障があるのではないかという危惧、ご指摘もいただきました。

それで、その点については、全くなしということには、やはりならないのかなというふう

に思っています。ただ、私は役場の本来の業務の部分については、極力というか、絶対、

支障を与えないような形で、実はスリーエスの仕事は、ほとんど時間の外でやらせていた

だいております。ただ、場合によっては、どうしても社員の勤務時間中に打ち合わせもし

なければならないということもありますので、その部分については、どうしても副町長の

勤務の中でやるということもありますけれども、極力、それらと別な時間の中で、必要最

小限やらせていただいて、極力影響のない範囲でということは心しているつもりでいると

思っていますので、ご理解いただければと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

ということで、終わりました。

それでは、歳出全般の質疑を終わります。
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歳出全般の質疑については、これで終わりますので、引き続きまして、歳入の質疑を行

います。歳入は、一括して質疑を行います。質疑ございませんか。

歳入一括ですよ。ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これから総括質疑を受けます。

議長の方から。

◎ 議 長（伊藤政博）

決算委員ではありませんけれども、一言だけ、２、３お尋ねしたいことがあります。ま

ず、先ほど申し上げましたけれども、実績報告書、是非ともそういう形でやっていただき

たいと思います。今回、これもあとでいいんですけれども、保育所の委託費なんかずっと

出ていますよね、そうすると、知内保育園、３つの園が出ているのですが、じゃあ、湯ノ

里保育所どうなのかなと思った場合に、どんな人数がですね、何歳児から何歳児まで何人

いるかということが出ていないわけで、実績報告書を見ても、湯ノ里保育所に関して一切

出てきていません。やはり大事な施設でありますので、どこかの形でやはり湯ノ里保育所

の実績分ですね、載せるべきだと思います。その過程で、２月、３月分がいろいろな施設

の利用状況がよくわからない部分が私自身も感じておりますので、是非とも、まず、実績

報告書の部分よろしくお願い致します。

具体的に少しお尋ね致します。町長の政策の中で、定住と交流のまちづくりということ

で、交流事業、大変、積極的に進めているわけでありますが、行政評価表を見させていた

だくと、交流の部分ですと、６ページになりますか、交流事業の推進によるまちづくりと

いうことになります。全部で確か８項目あったと思いますけれども、１つダブるというこ

とですから、７項目になるのですが、Ｂ判定が非常にほかの項目と比べるとですね、多い

わけであります。そして、それぞれの２６年の実績を見ますと、今までのやってきたこと

を少し見直していこうと、２６年確かにそういう年であったなと、これからの交流事業の

有様を見直す、今までやってきたことをもう一回、見直しながら、新しい交流事業を進め

ようとしているんだなということが感じられました。それで、観光協会とも絡むかもしれ

ませんけれども、いつも相変わらずの受皿の部分になりますので、今更そこは申し上げま

せんけれども、やはり新しい交流事業の可能性というのをですね、もう一回、どのように

考えているのか、まず、第１点お尋ねしたいと思いますし、合わせて、その交流事業の１

つの町の大事な拠点となります、青少年交流センターの利用状況なのですが、実績報告書

によりますと、２月、３月の部分出ていませんけれども、２６年の総体が１，０９６人と

いう利用状況です。実績報告書の２１ページになりますけれども、２月、３月分を除いて、

約４９１名ですから、２月、３月分、仮に増やしたとしてもですね、２５年の実績とはか

なり差が出ているなという気がするんです。この辺、やはり交流事業を一生懸命推進して

いく中でですね、この交流センターを活用するということが非常に大事なポイントになっ

ているわけですが、この辺はどうなっているのか、まず、お尋ねしたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、議長の方から交流事業の推進によるまちづくりの中で、将来的に交流事業をどんな

形で方向性をということでのご質問であります。今ですね、２３年からこの立場に就かせ

ていただいて、何とか交流事業を進めなければ、知内町の商工振興、そして、観光という

のは、なかなか難しいんだろうという思いがありまして、ニューツーリズムで２年間、ワ
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ーキンググループの皆さん方にご協力いただいて、一度、外部から町内の要するに特性を

どんな形で見ていただけるのか、そして、どういう形で手をかければ、認めていただける

かという、貴重なご意見、報告書をいただいて、それを元に今、湯ノ里振興をやらせてい

ただいております。おかげさまで、ハード事業については、計画どおり進めさせていただ

いているというふうに思っています。その中で、やっぱり特異的なものは、若者が遊覧船

を運航していただいたと。ですから、従来までは、何か事業をやろうとしたら、町がいく

ら支援をしてくれるかということからどうしてもやっぱり抜けきれなかったと。でも、今

の事業者については、もう本当に自分で、自前でもうすべて整えて、こんな形で今、何と

かやりたいということでありますので、随分、本当に汗をかいて、成功をしているのかな

という、今、新たな認識をさせていただいております。先ほども議論がありました。ドン

デマカロニもそうでありますけれども、青の洞窟が今、ＪＴＢがその観光ルートの中に組

み入れられて、パンフレットにもきちんと載っている、そんな状況があります。そんなこ

とからですね、是非、更にですね、小谷石地域に入ってもらえる環境を是非、整えさせて

いただければと。それはやっぱり町内会の人方が来訪者の皆様方を如何に温かく迎える体

制ができるか、そこにかかっているんだろうという考え方をさせていただいていますので、

行政もしっかり町内会と連携を取らせていただいて、方向性を間違わないように、せっか

く今、こんな形で評価をしていただいておりますので、更に今、継続をしていきたいとい

うふうに思っています。

それと、もう１つ、先ほど７番委員さん、それから、１番委員さんからもご指摘があり

ました。いろいろと今、観光振興を進める中でですね、今、観光協会の要するに役割であ

ります。これはですね、私はすごく大事なんだろうという認識はしているんです。ただ、

残念ながら、なかなか思うように動いていただけない。人員が要するに目一杯だというご

指摘もいただきましたけれども、私は残念ながらそういう認識は持っておりません。です

から、その辺は、町も仕掛けますけれども、観光協会として、独自でどんな事業展開がで

きるかということを私は期待をしているんですけれども、なかなかその辺までいっていな

いと。ただですね、１つ、今回、札幌の企業が矢越山荘を使っていただいています。職員

研修と総じて。そして、そのあとにトマトを収穫して、そして、トマトの料理をして帰っ

ていただいている。これが大好評でありました。ですから、今、私は体験観光を進めたい

と。最終的には、旧中の川小学校を１つの拠点として、多くの修学旅行生を受け入れる体

制を何とか構築したいという今、思いで、観光協会といろいろと要するに情報交換をさせ

ていただいていますけれども、なかなかその辺が見えてこないということであります。で

すから、今、せっかく知内町の特性を生かした観光振興に手をかけさせていただいており

ます。そして、専門家の皆様方からそういうアドバイスをいただいていますので、この事

業をですね、是非、拡充をしていきたいということと、それから、スポーツ交流、これは

ですね、やっぱり平成５年の知内町立高校として甲子園に出場したことがですね、１つの

きっかけとなって、その事業が展開をしているというふうに思っていますので、更にその

拡充のために何をやるべきかということを今、自分なりに考えさせていただいております

ので、これは１つの知内町の商工振興に絡ませて何とか実現の方向を見いだしていければ

なという今、思いがあります。そんなことでご理解をいただければというふうに思ってお

ります。

それと、青少年の交流センターの活用であります。これは実績が出てていて、今、議長

から言われましたように、対前年度と比較して、要するに利用者が少ないというのは、大

きなものはですね、町外から来て交流センターを利用していただけるということももちろ
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んそうでありますけれども、野球部として、寮に入っている人がそこにカウントされてい

るんです。ですから、その年によって、要するに入寮生が多い、少ないで、別枠あります

か、すみません。その辺はどういう要因で、対前年度として２５年と２６年の比較で要す

るに落ちているのかというのは、これはきちんと内部で検討をしなければならないという

ふうに思っています。ただ、ちょっとそれて申し訳ないんですけれども、まず、交流セン

ターを今回、スリーエスの赤字決算になっています。これはやっぱり固定した経費が収入

として得られるもの、これが大事だというふうに思っていますので、今年、野球部に１５

名の新入部員が入っていただいていまして、今までの人数、４０名というのは今まで過去

になかったんです。そして、今、２６日に学校説明会がありました。それで、今、知内高

校で野球をやりたいという子どもが、対前年度と比較して多くなっています。そんなこと

も含めながらですね、何とか交流センターを入寮生を要するに確保することをまず、第一

に考え、そして、環境を整えることによって、町外から来ていただく、そういうことも含

めながら、これは野球ばかりではありません。スポーツセンターを使って、要するにバレ

ーもあり、それから、要するにフットサルで来てもらうと、そんなこともですね、これは

もうちょっとですね、スリーエスがすべてそれを要するにアピールできるという形にはな

らないと思いますので、教育委員会、町としましてもですね、是非、こんな安い料金で来

ていただけるという環境が整っていますよということですね、是非、進めさせていただけ

ればというふうに思っています。それと、今年は残念ながら、北海道電力の点検と要する

にバッティングしたことからですね、限定をしております。限定せざるを得なくなってい

ます。そんなことから、先般、単独要望で、議長、副議長、それから、各常任委員長さん

一緒に同行していただいて、北海道電力にその要望をしてきたところでありますので、是

非ですね、そういう町の特性を生かした中での交流人口をですね、これから拡大すること

によって、知内町の商工振興が図られるんだという、私なりの考え方をさせていだいてお

りますので、是非、交流センターだけではなく、全体で知内町に来ていただける環境をど

のように整えていくかということが、喫緊の課題だろうというふうに思っていますので、

是非、その辺はいろいろとご意見をいただきながら、方向性を定めさせていただければと

いうふうに思っていますので、ご理解をいただければと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

１０番。

◎ 議 長（伊藤政博）

あと２つほどありますけれども、ちょっとお願いします。交流事業については、町長の

考え方はわかりました。またいろいろとあるのですが、今回はここまでにさせていただき

ます。

次に林業振興について、町有林のことについてお尋ねしたいのですが、町有林というの

は、前から私、言っているとおり、戦後間もなくですね、町有林に植林することによって、

町の財政が潤うんだということを目的に、言うならば、経済林としての役割を期待してや

ったわけですが、６０年、７０年経ってですね、伐期を迎えてもなかなか当初予想しただ

けの経済的効果は生まれていない現状であります。伐期を迎えたわけですから、先ほど８

番委員からお話があったとおりですね、これから町有林の管理、どんな考え方をしていく

のかと、作業が重複しないように、うまくローローテーションすべきだという意見があり

ました。私も全くそのとおりだと思うのですが、一方で、これから、じゃあ町有林をどん

な位置付けにしていくのかということです。１千町歩の町有林あります。これを今までの

とおりですね、伐期したと思ったら、またスギやそういうものを植えて、経済林としての
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活用を図っていくのか、一方ではですね、漁業の部分が非常にいろいろな意味で落ち込ん

でいます。その１つの要因として、海水や川のですね、プランクトンが減っているのでは

ないかというお話も聞きます。そういう意味で、よく山は海の恋人というのかな、山が豊

かになってはじめて海も豊かになるんだという発想もあるわけですから、むしろそういう

意味でですね、町有林をこれからのあり方として、そういう知内の自然環境の保養の源泉

とするんだと、そういう意味合いの町有林の活用ということも１つ考え方としてあるので

はないかと思うんですね、その辺をどのように考えているのか、是非とも町有林の役割と

いうことをですね、もう一度、考え直すべきではないかと思うのですが、その辺の見解を

伺いたいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今の町有林の活用の考え方で、経済林としての活用なのか、うちは知内川が母なる川と

いうことで、そこから一次産業が発展をしていると、振興をされているということであり

ますので、要するに川だけではなくて、海だけではなくて、山が大事だと。もっともそん

なことなんだろうというふうに、私が今、知内川の復元ということを言わせていただいて

感じることは、やっぱり伐採をしたことによって、ある程度の雨量で、もうすごい量が増

水して、あっという間に要するに水の量が少なくなる。これはやはり伐採をしたことの影

響なのかなというふうに思っています。ですから、まず、今までせっかく要するに先人の

皆様方が、植林をしていただいて、今、４５年、５０年、６０年という伐期を迎えた、こ

れをですね、今後、知内町の要するに林業振興でという形で、どんな形で使っていけるの

か、今ですね、バイオマスをやらせてもらいました。新たな振興で、所有者の皆様方が手

をかけると、要するに何とか収入として得られるのかいうことで、これはうちだけではな

くて、今、国が地方創生の中で、山村地域の活性化がなくして、日本の再生がなしという、

そんな今、方向性もありますので、是非ですね、知内町も要するに切っても売れないとい

う話ではなくて、切る、やっぱり伐期がきたら切らなくてはないと。切って、それを有効

に活用するという方法がどういう形なのかということはですね、今までの流れから、別な

形で今、方向性というか、今、取り組みもされております。その例がですね、苫小牧のバ

イオマス発電で、チップをそこに送り込んでいるんですけれども、要するに原木としても

要するに提供をしていただけないかという、新たな今、状況もあります。ただ、やっぱり

心配なのは、きちんと計画性を持っていかなければ、最後は裸山になってしまうというこ

とは、これは絶対あってはいけないので、それはきちんと担当の方には話をしていますの

で、まず、経済林として、どんな活用ができるかということを新たに探っていきたいとい

うふうに思っています。それから、やはり今、漁師の皆様方が養殖をしています。これが

だんだんだんだん環境が変わってきているということは、やっぱり山に植林をするという、

それで、針葉樹ではなくて広葉樹を植えるということも、知内川の復元ということは大事

だろうというふうに思っていますので、今、経済林として活用するのか、山をそういう環

境を整えるために活用するのかという、これは両面あると思っています。私の考え方の中

では。そんな形で、是非ですね、まず、環境整備もそうでありますけれども、経済林とし

ての活用も検討させていただき、そして、植林というのは、絶対必要だというふうに思っ

ていますので、その辺をきちんと理解しながら、手をかけていきたいというふうに思って

いますので、ご理解いただければと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）
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１０番。

◎ 議 長（伊藤政博）

林業振興については、今、町有林がですね、町の先頭を切ってですね、伐期を迎えた木

をどのような形で経済的に動かせるかということもやっているわけですが、やはり町有林

以上に個人の民間の山林があります。本当に私たちも含めてですが、なかなかそこには実

際に伐木を迎えても手をかけられません。是非とも町の方が宣伝をかけてですね、そうい

う形で、まず、ものを売るルートを開発していただいて、それに個人の山がついていくと

いう形になると思います。そのあとは、やはり私がさっき言ったとおり、町有林は別な役

割をしてもらうと。そして、個人所有の山はあるわけですから、やはりこれは経済林とし

て活用していく方向をやはり探っていくと、そんなことも視野に入れながらやっていただ

きたいと思います。

次にちょっと視点を変えていきます。先ほどの交流事業の中で、町長もお話ありました

けれども、観光協会というのは、非常に大きな役割を担うというお話がありました。商工

会も含めてですが、２つとも人件費、実質的には人件費の補助金出しています。ずっと出

しているわけですね。補助金というものは、そもそも２つ、私は性格があると思っている

のですが、１つは、生活福祉課関係で出している補助金というのは、ある一定の経済的困

っている人方にやる補助金というのがあるわけですね、これは期限を決めません。ある一

定のレベルから上になれば、打切りになりますので、それより下であれば、ずっとあるわ

けです。それから、産業振興的なものについては、定着するまでの間、応援するという形

が基本的な考え方だろうと思うのですが、ある意味では、時限立法です。それで補助金出

しても効果がなければ、それはもう無理だなと、今まで１００出していたものを５年計画

でだんだん減らしていくとか、そして、自立してもらうと、それが１つの補助金の考え方

だと思うのですが、商工会、観光協会の場合、やはり後者の自立するまでの間を応援しま

すよというのが本来の姿だと思うんですね。ですから、そういう意味で、何年応援をして

も、自立していかないし、更に言うと、それぞれの協会の中身がですね、非常に会員数も

どんどん減っていっている、なかなか希望的なことは言えてもですね、現実問題としては、

なかなかそうなっていなければですね、やはりこれも見直すべきではないかなと、ちょっ

ときつい言い方になるかもしれません。そんなふうな思いもしております。それから、２

５日ですね、第３回定例会の初日の会議の終わった後に、農協の方からニラの共選施設に

ついての報告がありました。ちょっとあそこでもきつい言い方はしたのですが、ニラが日

本一の産地だというのであれば、共選施設の負担金を自分たちで賄えないようであれば、

果たして、本当に日本一の産地と言えるのかなと、それだけ自分たちの持つものがですね、

経済的にも大丈夫なんだと言えるくらいになってほしいというお話をさせていただきまし

た。ちょっときつい、実際に私も農家をやっているので、ちょっときつい言い方かなとは

思っていますけれども、そんなふうにそれぞれの産業団体がですね、自立するという方向

性がなければですね、補助金はいつまでも続けていくわけにはいかないなということをま

ず、自覚してもらいたいなと思っているわけです。町が交流事業に一生懸命力を注いで、

それなりにお金も出しているわけですから、先ほど、ほかの議員さんからのお話がありま

したけれども、町が何をやってくれるではなくてですね、やはり自ら、それぞれの会員の

皆さんが、特に観光業の皆さん方がですね、自分たちが何ができるか、どういうことをし

たいんだと、そういうことがなければですね、いくら補助金を出しても意味がないと私は

思っているので、ここら辺についてちょっと厳しい言い方になりますけれども、町長、も

う一回、その辺について、見解をお伺いします。
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◎ 委 員 長（敦澤良子）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、ご指摘のとおりだというふうに私も考えております。ただですね、商工会、先ほど

ちょっとうちの係長が話をしました。指導員の人員配置というのは、商工会連合会が人事

の権限を持っているんですよ。そして、要するに知内町にこういう指導員を貼り付けます

よと、その人件費、そしたら１００％みてくれるかといったら違うんですね、これが毎年、

毎年、人件費の率が下がっていくんですよ。ですから、今回、２番委員さんが商工会に８

００万円の要するに助成金を出しているんだけれども、振興費と出しているんだけれども、

このままでというご指摘いただきました。まさしくそうなんです。商工会に出しているも

のは、人件費なんですよ。その人の要するに道からの連合会からの補助残をうちが抱えて

いるという、長年のずっと要するに経過があるんです。ただ、これをですね、町が切って

しまうと、商工会がもう存立できないという状況なんです。ですから、私もですね、どう

すればいいのかということで、先般ですね、去年、一昨年、北海道の政策研究会のときに

上げようとしたんですよ。要するにそういうことはおかしいんじゃないかと。要するに人

事権は、連合会で持っているのであれば、その自治体の体力に応じて、人件費をやっぱり

要するに低い人を指導員としてあてがうという協議くらいはしてもらえないかという話を

したんですね。ところがですね、これを出すとしたら、なかなかやっぱりほかの自治体も

そういう苦しんでいる自治体もありますから、なかなか北海道まで上がっていなかったと

いうことがあります。ですから、今、１つの商工会は、そういう状況であります。ですか

ら、今回の商工会からの要するに助成願いをみてきていて、単独で何かをやろうというも

のほとんどありません。残念ながら。そんなことで、基本的には、要するに指導員の補助

残をうちが９割５分持っているという、今、状況であります。これを何とか打破するため

に、先ほど言いました。そうすると、この自治体、商工会がもうどんどんどんどん会員が

抜けていって、要するに存続が厳しいのであれば、１つの広域として経費を節減できるも

のは何かないのかという、今、北海道がそういう動きをしていますので、何とかそんな形

で対応をできればなというふうに思っています。ですから、基本的には、今、議長が言わ

れるように、商工会が商工振興として何がやりたいんだ、自分も汗かきますよ、ですから、

町も要するに助成をしていただけませんかというのが、１つの筋だというふうに思ってい

ますけれども、今、なかなか商工会に関しては、そういう提案がされていないという現状

であろうというふうに思っています。それから、観光協会も然りであります。今回、２７

０万円の事務局長の人件費持たせていただきました。これは、４年目だそうです。従来は、

雇用促進ということで、国から１００％の補助金を持って、これ２年間やらせてもらいま

した。そのあとに、せっかく要するに事務局長として、いろいろと努力しているので、何

とか町が抱えていただけませんかということで、今年で４年目持たせていただいています。

ただ、今回、２７年度に予算を計上させていただいて、要するに議会に提案をさせていた

だくときに、役員の皆様方に話をさせてもらっています。２６年度も要するに思ったより

というか、期待通りの要するに活動をしていただいていませんと。そして、２６年度は何

を要するに１年間観光協会でやるのかということで、要するに方向性というか、事業メニ

ューを作っていただきました。その要するに成果としてというか、検証として、なかなか

思うようにいっていなかったものですから、２７年度は、私というか、町がこんな形で今、

対応をさせてもらいましたので、２７年度はまず、体験交流のメニューづくりをしていた

だけませんかということを言わせていただいているんですけれども、それと、トマトのハ
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ウスの活用ということでありますけれども、なかなか思うようにいっておりません。です

から、２７年度をきちんと検証をさせていただいて、その時点で、今の体制であれば、要

するに無理だというふうになったら、町がアルバイトを抱えてやった方がよしという判断

も１つあるよということまでお話をさせていただいております。だから、基本的には、今、

議長から言われるように、町が支援するものについては、ある程度、年限を切ってやっぱ

り自立をするということが大前提だろうと。ただ、１００％そういう形で組織が構築でき

るかというのは、その場面、場面、時代、時代によって、変わってくるというふうに理解

をしていますので、その辺は一律ではなくて、その状況を見極めながら判断をさせていた

だければというふうに思っています。

それから、ニラの共選施設、先般、関係者が来て、説明をしたということは聞いており

ます。私もある程度、方向性が決まり、今、国補助を要するに申請するにあたって、要す

るに状況を聞かせてもらっています。ただ、事業主体で、補助残がすべて要するに町とい

うのは、それは今までの流れとしては、ＪＡの要するに組織としてはそうかもしれないけ

れども、うちはやっぱりきちんとその辺は精査はさせていただきますよということで言わ

せていただいておりますので、これも１つの大きな課題であります。ニラの生産組合、今

年は順調で１０億円を突破するということが今、確実であるようでありますけれども、将

来的に、その１０億円をどこまで延ばす、そのために共選施設が必要なんだ、そして、共

選施設を入れることによって、要するに手数料的なものが今の状況からどのくらい要する

にアップになるんだ、そして、共選施設を要するに入れることによって、販売収入がどれ

だけ増えていくんだと、その相殺だというふうに思っていますので、これは十分、要望は

要望として受けさせてもらいましたけれども、内部的には、きちんと対応をさせていただ

ければというふうに思っておりますので、ご理解をいただければと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

そのほかに総括質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

なしということでございますので、それでは、これから討論を行います。

３番。

◎ ３ 番（松井盛泰）

反対討論です。今回、出された行政評価実施報告の中でも、交流事業については、それ

なりの財源で大きな成果を出ていると評価をしておりますが、しかし、先ほども言いまし

た。平成２４年度からこの交流事業の中に、特にスポーツ交流事業について高校野球部後

援会の資金を拠出金としていまだかつて開催をされている。町理事者との考え方は、２４

年からずっと平行線をたどっておりますけれども、私は毎年度、その疑義を申し上げてい

るのは、事実でございます。しかし、いまだに理事者側では、その意思を変えようとして

おりません。今年度の予算のときにも言いました。このままでいけば、今までやってきた

ことを含めれば、地財法に抵触するのではないかという恐れも話したら、その時点から答

弁は少しずつ変わってきました。答弁変わってきたということは、なんぼか改善するのか

なという期待もありましたが、しかし、今回の質疑応答の中でも、むしろ話し方がまたず

んずんおかしくなってきているという関係から、今回も私は本案について反対するもので

あります。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

賛成討論の方はおりませんか。７番委員。

◎ ７ 番（谷口康之）
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私は今回の決算認定を賛成したいと思います。今回の決算認定の部分で、我々は一応、

町の計画しているようなものは、きちんとある程度クリアしているのかなということで、

私はこれからもですね、こういう財政的なものも諸々含めてですね、やっぱり微妙なバラ

ンスを考えながら運営してもらいたいと思いますけれども、町のこれからの発展を考えま

してですね、今回の決算認定を私は賛成したいと思います。

◎ 委 員 長（敦澤良子）

そのほか討論ございませんか。討論ないようでございますので、討論を終わります。

これから認定第１号を採決します。

原案のとおり認定するべきものと決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起立多数 ）

起立多数です。したがって、認定第１号、平成２６年度知内町一般会計歳入歳出決算に

ついては、認定すべきものと決定を致しました。

● 延会宣言

◎ 委 員 長（敦澤良子）

お諮り致します。本日の会議はこれで延会したいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしということでございます。したがって、本日はここで延会することに決定を致

しました。

ご苦労様でございます。議事進行、大変申し訳ございませんでした。

（ 延会 午後 ４時２６分 ）


